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会 議 録 

会議の名称 令和４年度第１回つくば市上下水道審議会 

開催日時 令和４年 10 月 14 日 開会 15：00 閉会 17：00 

開催場所 つくば市役所６階 第２委員会室 

事務局（担当課） 上下水道局水道総務課 

 

出 

席 

者 

委員 

 

 

白川直樹委員（会長）、三宮武委員（副会長） 

平島泰裕委員、小原正彦委員、秋葉忠委員 

阿久津裕子委員、飯塚怜委員、高田佳恵子委員 

長塚俊宏委員、浜中勝美委員、加納誠介委員 

糸長悟委員、野中伸一委員、長山公信委員 

事務局 

 

上下水道局長 坂入善晴、上下水道局次長 中泉繁美 

水道総務課長 小吹正通、水道工務課長 植木亨 

上下水道業務課長 本山雅之、水道監視センター所長 兼平勝司 

下水道総務課長 桜井克仁、下水道工務課長 渡辺高則 

水道総務課長補佐 稲葉恵美子、係長 石渡浩司 

主任 寺門克弥、主事 畠中優 

欠席者（委員） 仲野惇委員 

公開・非公開の別 ☑公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ３名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

つくば市水道事業経営戦略（案）について 

 

会議録署名人 白川直樹委員 

三宮武委員 

平島泰裕委員 

確定年月日 令和４年 11 月２日 
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会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 市長挨拶 

３ 辞令交付 

４ 会長及び副会長選出 

５ 諮問 

６ 議事 

  つくば市水道事業経営戦略（案）について 

 

１ 開会 

事務局（小吹課長）：それでは、定刻になりましたので始めさせていただきた 

いと思います。本日は、御多忙のところ御参集いただき誠にありがとうござ 

います。開催に先立ちまして、秘書課より記録のため写真撮影の申出があり 

ましたので、御了承くださいますようお願いいたします。 

ただいまから令和４年度つくば市上下水道審議会の辞令交付を行います。 

本日進行を務めさせていただきます、つくば市上下水道局水道総務課長の

小吹と申します。よろしくお願いいたします。 

 

２ 市長挨拶 

事務局（小吹課長）：はじめに、市長の五十嵐から挨拶申し上げます。 

五十嵐市長：〔挨拶〕 

 

３ 辞令交付 

事務局（小吹課長）：続きまして、辞令の交付を行います。大変申し訳ござい

ませんが、時間の都合上、代表して国立大学法人筑波大学システム情報系准

教授の白川様に交付させていただきたいと思います。 
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市長、白川委員御起立ください。 

 

 〔辞令交付〕 

 

事務局（小吹課長）：他の委員の皆様には、既にお手元に配布させていただい

ておりますので御了承願います。 

 

４ 会長及び副会長選出 

事務局（小吹課長）：それでは、本審議会の会長及び副会長を選出したいと思

います。つくば市上下水道審議会条例第４条第２項に、「会長及び副会長は、

委員の互選によって定める」と規定されています。 

  会長及び副会長を選出するに当たりまして、委員の皆様に簡単に自己紹介

をお願いしたいと思います。名簿の順に白川委員からお願いいたします。 

 

〔各委員自己紹介〕 

 

事務局（小吹課長）：ありがとうございました。なお、本日欠席の委員を紹介

します。市民委員の仲野惇様が欠席となっております。 

  それでは、本審議会の会長及び副会長を選出していただきたいと思います。

どなたか御意見がございましたらよろしくお願いいたします。 

長塚委員：事務局の方から、どなたかを御提案いただくことがよろしいかと思

いますが皆様いかがでしょうか。 

 

 〔「異議なし」の声あり〕 

 

 



 

4 

 

事務局（小吹課長）：ただいま、事務局からの提案、という御意見をいただき

ましたので、事務局から提案をさせていただきます。 

事務局（稲葉課長補佐）：水道総務課長補佐の稲葉と申します。事務局から提

案申し上げます。 

会長には、前回のつくば市上下水道審議会の会長をお引き受けいただいた

白川委員を推薦させていただきます。また、副会長には、三宮委員を推薦さ

せていただきます。 

事務局（小吹課長）：今の提案についていかがでしょうか。 

 

 〔「異議なし」の声あり〕 

 

事務局（小吹課長）：ありがとうございます。それでは、白川委員、会長をお

願いいたします。三宮委員、副会長をお願いいたします。 

会長及び副会長が決定いたしましたので、白川委員、会長席へ御移動をお

願いいたします。 

 

〔会長席に移動〕 

 

事務局（小吹課長）：ありがとうございます。それでは、白川会長御挨拶をお

願いいたします。 

白川会長：〔挨拶〕 

事務局（小吹課長）：ありがとうございました。なお、市長は、公務の都合に

よりここで退席させていただきます。 

 

〔市長退席〕 
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事務局（小吹課長）：それでは、ここで、遅くなりましたが、上下水道局長か

ら職員を紹介させていただきます。 

事務局（坂入局長）：上下水道局局長の坂入と申します。よろしくお願いいた

します。ここで、本日出席しています職員を紹介させていただきます。 

 

 〔事務局職員紹介〕 

 

事務局（坂入局長）：以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局（小吹課長）：ここからは、つくば市上下水道審議会条例第５条第２項

に基づきまして、白川会長に議長をお願いいたします。 

 

５ 諮問 

白川会長：それでは、会議を開始したいと思います。はじめに、つくば市長か

ら諮問書が提出されておりますので、事務局からお願いいたします。 

事務局（坂入局長）：お手元の資料２「諮問書」を御覧ください。 

令和４年 10 月 14 日付けでつくば市長から、つくば市上下水道審議会会長

様宛て、つくば市上下水道審議会条例第２条の規定に基づき、下記の事項に

ついて諮問します。 

１ 条例第２条第５号に定めるその他水道事業及び下水道事業について市長

が必要と認める事項として、つくば市水道事業経営戦略（案）の策定に関

すること。 

 以上になります。委員の皆様には、御審議を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

白川会長：ありがとうござました。 
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６ 議事 

白川会長：議事に入る前にいくつか確認事項がありますので、お伝えします。 

 【定足数確認、録音について】 

  まず、定足数の確認です。ただいまの出席委員数は 14 名です。委員の数の

半数である８人以上が必要ということですが、８人以上出席されていますの

で、第１回上下水道審議会を開会することにいたします。また、本審議会の

議事録を作成するために録音をされるということですので御了承をお願いし

ます。 

【会議公開条例に基づく審議会の公開について】 

資料３の９ページを御覧ください。「つくば市附属機関の会議及び懇談会

等の公開に関する条例」というところです。アンダーラインが引いてありま

すが、第３条の規定により原則公開となっております。第４条に公開しない

条件というのが書いてあります。本審議会は、つくば市附属機関の会議及び

懇談会等の公開に関する条例第２条第１号に定める附属機関に該当するの

で、第３条の規定により原則公開となっています。第４条の規定には該当す

るかというところですが、先ほど諮問にあったとおりつくば市水道事業経営

戦略（案）に関することということですので、この第４条には該当しないと

みなして良いと思います。そこで、本審議会は会議公開で進めていくものと

したいと思います。よろしいでしょうか。 

 

 〔「異議なし」の声あり〕 

 

白川会長：本日、傍聴希望者がいるようでしたら、事務局の方で会議室の中へ

案内してください。 

 

 〔傍聴人入場〕 
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白川会長：傍聴に関しては、委員の皆様には資料の後ろの方に傍聴に関する規

定などが資料として配布してあると思います。傍聴人の方は、注意事項を御

覧ください。つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例によ

り傍聴者に対して会場からの退出を求めることがありますので、御了承くだ

さい。 

【会議録署名委員の指定】 

 続きまして、会議録署名委員の指名を行います。 

  資料３の７ページ、つくば市上下水道審議会運営規則を御覧ください。第

４条に、議事録の定めがあります。議事録を作成した後に、会長と会長が指

名した委員２人がこれに署名するということになっています。どなたが署名

するかということなのですが、名簿順に指名したいと思います。今回は、三

宮委員と平島委員の２名を指名しますので議事録の署名をお願いします。議

事録につきましては、会議の終了後、遅延なく作成し、委員が署名した後に

ホームページに公開するという流れになっています。以上で議事の前の準備

は終わったかと思います。 

  それでは議事に入ります。議事次第では、５番まで終わって６番のところ

からです。今日の議事は、つくば市水道事業経営戦略（案）についてです。

それではこの経営戦略（案）について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（石渡係長）：水道総務課経営係長の石渡と申します。それでは、説明

させていただきます。まずはじめに、今回の上下水道審議会のスケジュール

について御案内させていただきますので、資料４を御覧ください。上下水道

審議会は、令和４年度は全５回審議会を実施する予定です。第１回は本日 10

月 14 日に開催しまして、第２回は 11 月９日に開催する予定です。年内に第

３回及び第４回について実施を予定し、その後にパブリックコメントという、

市民の方の意見を幅広く取り入れる、意見を伺うというものを実施しまして、

３月の中旬に第５回の審議会で最終的に審議会の答申をいただく予定です。
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なお、令和５年度は、公共下水道事業経営戦略の改定について諮問させてい

ただく予定となっております。スケジュールについては以上になります。 

  次に、つくば市水道事業経営戦略（案）について御説明します。まず、全

体像を御説明したいと思いますので、資料５を御覧ください。こちらは事前

に配布させていただきました資料と同じ内容になっております。まず、つく

ば市水道事業経営戦略策定の背景について御説明させていただきます。水道

事業は、料金収入をもって経営を行うという独立採算制をとっております。

水道事業の役割としては、市民生活にとって必要不可欠なものになり、将来

にわたって継続したサービスを提供していかなければなりません。一方で、

近年施設等の老朽化に伴う更新投資、コストの増大や人口減少による料金収

入の減少、こういったものが課題としてあります。このような課題を解決す

るために、現状を把握した上で中長期的な視野に立って、計画的な経営を行

う必要があります。この計画として今回経営戦略（案）を新規策定いたしま

した。計画期間は 10 年となっております。 

  次に経営戦略の内容について御説明いたします。大きく分けて６つの構成

となっております。経営戦略策定の経緯、水道事業の現状を示している事業

概要、将来の水需要や収入等の推計をした将来の事業環境等の予測、経営理

念や基本方針など経営の基本方針、今後 10 年間の財政シミュレーションを示

した投資・財政計画、進捗状況や見直しの方法について記載した事後検証・

改定等、この６つの構成となっております。 

  次に、上下水道審議会における審議の主なポイントついて御説明します。

ここで挙げさせていただいたポイントは、あくまで事務局の案として出させ

ていただいたものになります。様々な委員の方がお集まりになっていますの

で、この他にも色々な視点があると思いますので、まずは挙げさせていただ

いたポイントについて御説明いたします。まず経営の現状分析ということで、

現状がしっかり分析されているか、課題が整理されているか。将来の需要予
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測の根拠が適切か。将来の変動も考慮しているか。経営の基本方針が、明確

でわかりやすいものになっているか。投資・財政計画が、条件、目標が適切

かつ明確か、目標が現実的で達成可能か、その途中経過に無理がないか。そ

れから、全体を通して上位計画と矛盾がないか。主にこのような視点から御

審議をいただければと思っております。以上が経営戦略の全体像になります。 

  では、つくば市水道事業経営戦略（案）の内容について御説明いたします。

お手元の資料６を御覧ください。１枚めくっていただきますと、目次となっ

ております。先ほど御説明しました６つの内容となっております。 

それでは、１ページを御覧ください。経営戦略策定の経緯となります。先

ほども全体像で御説明しましたが、水道事業の役割としては、安全な水を安

定的に供給すること、これが役割となっております。一方でこの役割を維持

していくための課題としまして、施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、そ

れからつくば市についてはまだ水道未整備地域が残っておりますので、水道

未整備地域の解消を課題として挙げております。課題を解決するために今回

経営戦略（案）を新規策定いたしました。計画期間は 10 年間ということで、

令和５年度から令和 14 年度の 10 年間となっております。 

  続きまして、事業概要について御説明いたします。資料は２ページを御覧

ください。まず、給水の状況ということで、これまでつくば市は市町村合併

を経まして、水道事業の事業規模が順次拡大している状況となっており、現

在の給水区域はつくば市全域となっております。 

  ３ページを御覧ください。いくつかの指標が書いてありますが、この中で

特に御説明したいのは、普及率です。表２－１の④ですが、つくば市全域が

給水区域ですが、普及率は 89.94%になっております。年々上昇はしています

が、まだ未普及地域があるという現状があります。その下の水源ですが、つ

くば市の水は、霞ケ浦が水源となっております。茨城県の県南広域水道用水

供給事業による受水ということで、県から水を買っている形でつくば市の水
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道は運営しております。 

  ４ページを御覧ください。浄配水場施設についてです。現在は、13 の配水

施設が稼働しています。５ページを御覧ください。先ほど御説明しました、

稼働している施設の位置図となっております。６ページにつきましては、つ

くば市内の送配水フローとなっております。 

７ページを御覧ください。料金についてです。平成 30 年の４月に水道料金

を改定いたしまして、当時の平均改定率は 21％ということで料金改定を行い

ました。それに伴いまして、経営の状況についてはかなり改善されました。

ですが、また課題等も出てきておりますので、今後シミュレーションをして

いくと色々な課題が出てきます。料金体系についてですが、つくば市は口径

別料金体系をとっておりまして、その内訳については、メーター別に水量に

関わらず一定の料金である基本料金と、使用水量に応じて料金が変わる従量

料金の体系となっております。詳しい体系については、７ページのとおりで

す。 

  ８ページを御覧ください。つくば市水道事業の組織になります。つくば市

水道事業は水道総務課、上下水道業務課、水道工務課、水道監視センターの

４つの課で構成されており、職員数は令和４年４月１日現在で 32 人となって

おります。職員の年齢構成につきましては、50 歳以上の職員が全体の 48％を

占める状況となっております。勤続年数につきましては、20 年以上の職員が

25％を占める一方で、２年以下の職員が 41％を占めており、かなり両極端な

構成となっております。 

  ９ページを御覧ください。これまでの主な経営健全化の取り組みについて

御説明いたします。まず、民間活用ということで、水道事業の中のいくつか

の業務について民間事業者へ委託をしております。主な業務としましては、

水質検査業務、配水場等の運転管理業務、料金等徴収業務、等を民間事業者

に委託しております。次に広域化ですが、こちらは令和４年２月に茨城県が
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策定しました、茨城県水道ビジョンという計画があり、この計画に１県１水

道という広域化の計画が示されました。現在、茨城県が設置しました広域連

携等研究会につくば市も参加しておりまして、課題等を整理している状況で

す。こちらの広域化ですが、まだ不透明な部分も多いので今回の経営戦略で

は広域化は考慮せず、あくまでつくば市単独で経営した場合のシミュレーシ

ョンということで記載しております。次に施設の統廃合についてですが、現

在は水源をすべて霞ケ浦の水で賄っておりますので、地下水を利用していな

いことから浄水場や浄水機能については廃止又は利用停止をしている状況で

す。 

  10 ページを御覧ください。経営比較分析表を活用した現状分析について御

説明いたします。毎年水道事業では決算を行っておりますが、その決算の値

に基づいて様々な経営指標を算出し、全国平均や類似団体と比較をしてつく

ば市の経営はどうなのか分析を行っております。今回は全部で 11 の指標、経

営の健全性・効率性を表す８指標と、老朽化の状況を表す３指標、この 11 個

の指標について分析を行っておりますが、今日の説明ではこの中で特に特徴

のある５つの指標について御説明させていただきます。 

  まずはじめに、経常収支比率と料金回収率の２つの指標について御説明い

たします。経営戦略（案）の方は、経常収支比率は 12 ページ、料金回収率に

ついては 16 ページを御覧ください。こちらの指標ですが、どちらも収益力を

表す指標となっております。費用を収益でどのくらい賄っているのかを表す

指標で、100％を上回ると黒字という状況であると分かります。この２つは何

が違うかと申しますと、経常収支比率につきましては、費用に対して経常的

な収入全体がどのくらいなのかというのを表すのに対して、料金回収率につ

きましては給水収益、つまり水道料金収入で費用をどれだけ賄えているのか

というものを表す指標となります。その結果について御説明いたします。ま

ず、経常収支比率ですが、12 ページを御覧ください。料金改定前につきまし



 

12 

 

ては、ぎりぎり 100％を上回るような状況だったのに対して料金改定行った

ことによって、約 10％向上いたしました。それに従ってほぼ全国平均並みの

水準となっています。次に 16 ページを御覧ください。料金回収率についてで

すが、料金改定前は 100％を下回っていて、費用に対して収益で賄いきれな

いいわゆる赤字給水という状況になっておりました。こちらが料金改定を行

ったことによって、約 20％向上しまして、100％を超えており、こちらも全

国平均並みに数値が上昇しました。 

  14 ページを御覧ください。流動比率について御説明いたします。こちらの

指標は、短期的な債務に対する支払能力を表す指標で、100％を下回ると債務

を支払えなくなる可能性があります。返さなければいけない債務に対して返

すべきお金、資産がどれだけあるのかを示す指標で、100％を下回ってしまう

と、返さなければならないものに対して返す資産がないのでどこかで資金シ

ョートを起こしてしまう可能性があるかもしれないという経営的に危ない状

況かということが分かります。料金改定前については、100％を下回っており

ました。料金改定をしてからは、流動比率も上昇し、100％を超えております。

しかし、全国平均に比べますとまだまだ低い状況にありまして、今後も注視

していく必要があるかと思われます。 

  次に 15 ページを御覧ください。企業債残高対給水収益比率になります。こ

ちらは、企業債残高いわゆる借金の残高の規模を表す指標で、給水収益に対

してどれだけ企業債の残高があるのかを示す指標となります。当然指標が低

ければ低いほど借金の残高が少なくなりますので、経営的には良い方向にな

りますが、料金改定前につきましては全国平均を上回るような約 400％の比

率となっておりました。ですが、順調に企業債の償還、返済を進めており、

料金改定によって収益も増えておりますので、この比率は年々減少傾向にあ

り、最近は全国平均並みの水準まで回復しております。 

  22 ページを御覧ください。管路更新率です。こちらについては、当該年度
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に更新した管路延長の割合を表す指標ということで、つくば市全体の管路の

長さに対してその年にどれだけ更新をしたのか、その年に更新した管路延長

の割合を表しております。つくば市は全国平均に比べますと低い状況にあり

ます。これが良いのか悪いのかですが、低い理由としましては、つくば市は

研究学園都市とともに水道を整備しており、他の自治体に比べると比較的管

路もまだ老朽化が進んでいない状況にあり、分子の更新（当該年度に更新し

た管路延長）についても比較的抑えられる状況にあるのと、分母の管路延長

ですが、つくば市はまだ未普及地域も多くありますので、現在も水道未普及

地域の解消に取り組んでおり、分母の管路延長についても順次延びている状

況になります。そのため、現在の状況は他の団体に比べて低い状況にありま

すが、今後管路の老朽化も進んでいきますので、この比率についても検討し

ていく必要があるかと思います。 

 以上が事業概要の説明になります。 

  続きまして、将来の事業環境の予測になります。経営戦略（案）は 27 ペー

ジを御覧ください。まず、人口の将来推計について御説明いたします。つく

ば市の計画であります、つくば市未来構想に基づき推計を行っております。

つくば市未来構想によりますと、つくば市の人口は 2048 年、令和 30 年にピ

ークを迎え、約 29 万人という目標設定をしております。今回の経営戦略は今

後 10 年間の見通しになりますので、この計画に当てはめるとこの 10 年間で

人口は増加するという予測を立てました。それに対して普及率ですが、令和

３年度現在で、89.9％に対して今後も未普及地域の解消事業を進めていきま

すので、令和 14 年度、10 年後の普及率については 92.9％まで伸びると予測

しております。人口に普及率を掛けた人口が給水人口、水道を実際に使って

いる人口ですが、この給水人口についても令和３年度の実績で約 22 万 3,000

人だったのが、10 年後の令和 14 年度には約 26 万 6,000 人まで増加する見込

みとなります。 
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  次に 28 ページを御覧ください。水需要の将来推計になります。先ほど給水

人口が増加する見込みという話をしましたので、当然水道利用者が増えるた

め有収水量、水道料金につながる水量も増加する見込みです。令和３年度の

実績で１日当たりの有収水量が６万 3,377 ㎥であるのに対して、令和 14 年度

の見込みは６万 7,824 ㎥と予想されます。１日平均給水量につきましても、

令和３年度の実績で６万 8,362 ㎥に対して、令和 14 年度には７万 4,125 ㎥ま

で増加する見通しとなります。 

  次に 29 ページを御覧ください。料金収入の見通しについて御説明いたしま

す。先ほどの見通しで人口が増加し、水需要についても増加する見通しから、

水の供給量についても増加する見込みであり最終的には料金収入の増加につ

ながると予想されます。令和３年度の決算の実績で約 46 億円の料金収入対し

て、10 年後には約 50 億円まで料金収入が増加する見通しとなっております。 

  次に 30 ページを御覧ください。施設の見通しとなります。こちらは老朽化

に関するものですが、令和２年度にアセットマネジメントという手法により

分析を行い、対象期間、ここでは 40 年間としたのですが、40 年間において

どれだけ老朽化が進んで、それに対して更新費用がどれだけかかるのかとい

う試算を行いました。まず、法定耐用年数、減価償却の計算で用いる耐用年

数で更新すると仮定して試算したところ、今後 40 年間の更新需要の見通しと

しては、1,811 億円かかる試算結果になりました。年度別の内訳ですが、2022

年から 2026 年の５年間で 629 億円という結果が出ております。しかしこの数

字はかなり無理があるもので、先ほども御説明したとおり、給水収益は伸び

ても年間 50 億円、それに対してこの金額を捻出するのはかなり不可能に近い

分析結果ですので、この後御説明させていただきますが、まず年数について

は法定耐用年数ではなく、実際の資産の使用年数ではどうなるのかを分析し

つつ、年度についてもばらつきがあるため、各年度で平準化させて１年当た

りの負担の割合を低くするような分析をし直しております。それについては
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また御説明させていただきます。 

  31 ページを御覧ください。経営の基本方針になります。今回基本方針とし

ましては、理想像としまして強靭、持続、安全、この３つの実現を目指して

おり、基本理念としましては、地域とともに、信頼を未来につなぐ、といっ

た理念を掲げて事業を展開していきたいと思っております。 

  32 ページを御覧ください。投資・財政計画（収支計画）となります。ここ

が経営戦略の１番のテーマで、今後 10 年間どのように収支が推移していくの

か、シミュレーションを立てましたので御説明いたします。まずはじめに 32

ページですが、投資計画の作成方針ということで、先ほど老朽化についてど

れだけコストがかかるのかという分析をしましたが、それに対して法定耐用

年数ではなく、実使用年数に基づいて再度計算を行いました。その計算をし

た結果ですが③に記載している合計で 1,306 億円という試算結果となりまし

た。33 ページを御覧ください。先ほどの 1,306 億円は、今ある資産に対して

どれだけ更新したのかというものを分析して試算した結果になりますが、そ

れに合わせて水道未普及地域もありますので、その未普及地域も整備するた

めの新設工事についても考慮し、最終的に各年度で平準化した結果がこの図

５－１となります。当面の 10 年間については、黄土色の事業計画、こちらは

どちらかといえば新設工事になるのですが、未普及地域の解消のために投資

を充てまして、10 年間である程度めどが立ったら順次管路の更新に力を入れ

ていくような計画となっております。 

  34 ページを御覧ください。今までは、40 年間でどれだけ更新費、コストが

かかるかというお話をしたのですが、それに対して財源はどうするのかとい

うことがここに書いてあります。この後説明しますが、今回の財源について

は企業債、繰入金、分担金などが挙げられますが、主に企業債を充てるよう

なシミュレーションを組ませていただいております。その他 35 ページ、36

ページにつきましては、投資以外の経費ということで、経常経費ですね、受
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水費とか人件費とか、こういったものについての条件が記載されております。 

 シミュレーション結果について御説明したいと思いますので、37 ページを

御覧ください。まずはじめに収益的収支になります。こちらは単純に損益、

経常的な収入があって、経常的な支出・費用がどうなるのかという分析をし

て、最終的な損益・純利益がどれくらいになるのかという試算をしておりま

す。表の１番上、水道事業収益ですが、令和４年度 56 億の収益に対して 10

年後の令和 14 年度には約 60 億の収益になると見込まれます。先ほど説明し

た料金収入が増加する見込みということでしたので、収入については増える

見通しとなっております。それに対して水道事業費用、収益的支出ですが、

こちらについても水需要が増加しますので、年々増える傾向にありますが、

それとともに施設整備についても進めていきますので、それに伴う減価償却

費もかなり伸びる傾向にありまして、収益以上に費用が伸びるような試算結

果となりました。最終的な純利益ですが、１番下の損益になるのですが、令

和 14 年度、10 年後には約１億 4,000 万円になると推計されます。 

38 ページを御覧ください。資本的収支となります。こちらは先ほど説明し

た投資計画の推計結果になりますが、先ほどの建設改良費、今後更新したり

新設事業を行っていくためにかかる費用が約 35 億円、それに企業債の返済、

償還もありますのでそれを合計しますとちょうど中段くらいに資本的支出と

あるのですが、約１年あたり約 42～44 億円で推移していくような状況となり

ます。それに対して資本的収入ですが、１番上ですが、主に企業債を充てて

いきますので約 20 億円こちらはほぼ一定で推移していく状況となります。 

39 ページを御覧ください。シミュレーション結果のまとめになります。今

回のシミュレーションですがひとつ条件がありまして、下から３つ目の資金

残高、こちらについては毎年 10 億円前後しているのですが、10 億円を下回

らないように行うという、料金改定時にひとつの条件がありましたので、こ

の 10 億円というのは経営に必要な最低限の手持ち資金ですが、これを下回ら
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ない形で試算を行っておりますので、資金残高についてはほぼ 10 億円で一定

となっております。それに対して１番下の企業債残高ですが、これについて

は、年々増加する傾向にありまして、令和 14 年度には約 235 億円というよう

な形で増える見込みとなっております。今のシミュレーションをまとめると、

今回資料にはないのですが、スライドのようになります。今回のシミュレー

ションで大きな特徴としては２点ありまして、純利益と企業債の残高になり

ます。純利益につきましては、先ほども説明したとおり収益に対して費用の

伸びが大きいことから年々減少しまして、令和３年度の決算額が約８億 4,000

万円の純利益だったものが令和 14年度の見込みとしては約 1.4億円まで減少

する見込みとなります。企業債残高については、先ほど説明した投資計画を

行う上でどうしても財源は企業債に頼るという状況からあの事業規模を維持

していくためには企業債も年々増加する見込みとなりまして、令和３年度の

決算額では約 121億円に対して令和 14年度には約 235億円まで増加する見込

みとなっております。最後に説明しますが、こちらの計画につきましては令

和９年度、計画期間の中間に見直しを検討する予定となっております。 

  40 ページを御覧ください。投資・財政計画の未反映の取組や今後検討予定

の取組の概要について御説明いたします。今御説明した財政シミュレーショ

ンですが、やはりまだまだ検討の余地がありまして、投資の合理化や費用の

見直しを行いつつ、先ほど御説明しましたが、広域化についても不透明な部

分が多いので、こちらについても広域化の流れや方向性が見え次第取り込む

かどうかというところを検討していく必要があるかと思います。それから財

源の検討ということで、こちらについても検討していく必要がありまして、

場合によっては料金の見直しなども視野に入れる必要があると予想されま

す。 

  では最後に経営戦略の事後検証・改定等に関する事項になります。41 ペー

ジを御覧ください。今回の計画をフォローアップしていくのに PDCA サイクル
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という手法に基づいてフォローアップを行っていきたいと思います。達成度

の評価や改善についてはモニタリングという手法とローリングという手法、

この２つの手法によって実施していきたいと思っております。それぞれの手

法について御説明します。まずモニタリングなのですが、毎年決算を行いま

すので、投資計画に対して決算がどうであったか毎年確認をします。その中

で計画と実績とに大きな乖離があった場合には見直しをして再検討を行うよ

うな常にモニタリングをしていくということを行っていきます。次にローリ

ングですが、こちらについては先ほど御説明したとおり計画期間の中間、今

回では令和９年度に全面的に経営戦略を見直しまして、各支出項目の全体的

な見直しや財源確保などの改善策について検討していきたいと考えておりま

す。以上が経営戦略（案）についての説明となります。 

 

【質疑応答】 

白川会長：ありがとうございました。それでは、この後御説明いただいた経営

戦略（案）について質疑の時間にしたいと思います。本日の議事はこれだけ

ですので、まだ時間はあります。それから、最初に御説明いただいたスケジ

ュールのところでお話がありましたけれども、12 月いっぱいくらいまでに審

議した内容についてパブリックコメントを実施することから、審議会が延び

ていくことはないと考えております。前回の料金改定の時は最初の予定の回

数では終わらなくて、回数を増やしていましたが、今回はそういうことはな

いものと考えております。ですので、今日を入れて４回くらいで結果を出さ

なければいけないということで、それほど時間が豊富にあるということでは

ありませんが、今日は初回ですので、全体的な御質問から話が分からない点

だとかそういったことを御質問いただければと思います。先ほど内容につい

て御説明いただきましたが、まずは現在の課題等がきちんとまとめられてい

るかどうか、それからシミュレーションの前提となるような外部の条件とし
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て人口の予測だとか、普及率の予測とか、その辺が妥当かどうか、あとはシ

ミュレーションの中の色々な数字等、そのあたりが最後には問題になってく

るかと思います。前提が揺れてしまいますと、後のシミュレーションの中身

も曖昧になってしまいますので、まずはシミュレーションの前提となってく

る部分としての現状や予測、そのあたりがしっかりこれで良いかということ

を委員の皆様には確認をしていただきたいと思っております。今日は第１回

ですので、そういうことにとらわれずに水道に関しての様々な言いたいこと

であるとか、経営戦略に関して疑問があるとか、御自由に言っていただけれ

ばと思います。何かありますでしょうか。 

 

【質疑応答】 

浜中委員：シミュレーション、収益的収支、資本的収支ということで、シミュ

レーションを作っていただきましたけれども、これは物価高などいろんな部

分で状況がだいぶ変わってくると思いますが、そういう部分も踏まえてこの

シミュレーションを作っているのかどうか、そのあたりをお聞きできればと

思います。 

事務局（石渡係長）：35 ページを御覧ください。物価上昇率については、一応

見込んで試算しております。その数値としましては、動力費、薬品費、修繕

費についてですが、こちらはかなり大きな経費になり、物価にかなり左右さ

れやすい経費になるのですが、ただこの数値的に平成 28 年度から令和２年度

の平均で 0.44％という上昇率ですので、近年の物価上昇率はかなり桁違いな

ので、それについては、見込んでいない状況になります。 

浜中委員：そうすると今後シミュレーションが変わってくる可能性が出てくる

ということですね。 

事務局（石渡係長）：はい。先ほどのモニタリングという話もありますので、

決算を待って乖離を見るか、決算を見ないでも、予算の段階で執行率等でも
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わかってきますので、それによって計画も見直しが必要になってくると推測

されます。ただ、この物価上昇率が一時的なものなのか、今後も続くのかま

だ見通しが立たないものなので、今はとりあえずこの指標で計画を立てさせ

ていただいている状況です。 

 

糸長委員：22 ページの管路更新率の話がありましたが、これを見ると 0.11％、

上がってきても 0.5％となっています。実際には更新するのに 1,000 年かか

るとか 200 年かかるとか長いスパンになっています。これが一般的にこんな

レベルで大丈夫なのかというのがひとつと、これを担保するのに 33 ページの

今後に更新需要、更新計画を立てられていると思いますが、この当初の 10 年

は未普及地域をメインにし、その後は更新の部分に注力すると思うのですけ

れども、これで十分追いついていけるのか、そのへんはどのようにお考えな

のかなというのが素朴な疑問として感じたのですが、いかがでしょうか。 

事務局（石渡係長）：まずひとつめの質問の比率の面なのですが、こちらにつ

いては全国的にこの指標でいくと 1,000 年かかるというのが問題提起されて

おりまして、かといって財源があるかというとやはり限られた財源ですので、

そこはどうしていけば良いのかなというのが全国的な課題になっているので

はないかと思われます。33 ページの投資計画でこの計画が賄えるのかどうか

ですが、見ていただくと管路がメインになっているのですが、管路について

は管種にもよりますが 40 年から管種によっては 80 年の実使用耐用年数があ

りますので、これに基づいてこの時期に更新すれば良いのかというのを試算

しておりますので、一応このシミュレーションに従っていけば今ある資産に

ついては計画的に更新をしていけるという形で見通しが立っていますが、先

ほど浜中委員からお話があったとおり、更新費についても物価上昇がかなり

影響してきますのでそういった予期せぬ状況があるとこの計画についても見

直しが必要なのかなという状況です。 
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糸長委員：ありがとうございました。つくば市は人口も増えていくと、令和 30

年に 29 万人になりますが、全国的な地域から見たら追い風、極めて良いポジ

ションにあると思うが、そういう中でしっかりした計画を今のうちに立てて

いければなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

白川会長：ありがとうございました。他にもありますでしょうか。では、高田

委員お願いします。 

高田委員：全然わからないことだらけなのですが、前回料金改定をして、全国

平均に追いついたみたいなところがありますが、その全国平均というのは良

い値なのかどうかというのが全然わからないのですが、そこについて教えて

ください。 

事務局（石渡係長）：何をもって良いか悪いかというのは判断に迷うところで

すが、 

高田委員：理想的なのですか？それとも、つくば市でもっとこういうところを

目指そうというのがあるのですか？ 

事務局（石渡係長）：料金改定を行ったときには、まず赤字給水を解消すると

いうところと、未整備地域を解消するための財源を確保するというテーマで

行っていました。あとは、財源についても起債をどのように活用するのかと

か、どのくらい借りるのかとか、色々な分析を行って、出てきた結果がこの

平均改定率 21％という結果なので、それは自治体によって今後の計画とかも

違いますので、たまたま平均と同じくらいの水準になったのかもしれません

が、良いか悪いかと言われると、今としては料金改定を行ったときの計画通

りには一応進んでいるという状況です。 

高田委員：この類似団体の類似というのは何でしょうか。 

事務局（石渡係長）：11 ページを御覧ください。類似団体の定義が書いてあり

ます。全国の類似団体については、77 団体あり、こちらについては人口規模、

つくば市の給水人口が現在 23万人なので 15万人から 30万人までの給水人口
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規模の団体の平均をとっています。茨城県内の類似団体は非常に少ないので

すが、５団体で、県内の同じ人口規模の団体の平均となっております。次の、

旧県南広域水道用水供給事業ですが、こちらは先ほど水源の話をしたのです

が、霞ケ浦の水を受水している団体が県南地域で８団体ありますので、こち

らの平均をとって比較をしている形になります。 

高田委員：ありがとうございます。 

白川会長：今の御質問は非常に重要な点だと思います。全国平均になったから

良いということではなく、この指標の中には例えば 100 を超えないとだめだ

という指標もあれば、特にいくつなら良いという基準がない指標もあります

ので、どれが１番良いというのは言えません。また、他の団体も問題を抱え

ているというと失礼かもしれませんが、理想的に運営されているとは限らな

いので、全国平均にいったから安心ということはないと思います。あとは前

回の料金改定の時も審議会では色々なシミュレーションを踏まえてこれくら

いという数字を出したのですが、実際にその後行われた改定率はそれよりも

かなり低かったということがあり、当面は改善しているが、長期的には本当

はもっと料金改定をしないと良くないと審議会では判断していたということ

もあります。そこで、数字についてはむしろ会計的にどうかと専門家の方の

意見を伺いたいところですが、平島委員はこの数字はどうでしょうか。何か

感じられますか。 

平島委員：39 ページのシミュレーションは、要約したものを拝見していると、

やはり収益的収支というところの損益で、10 年間で今後 52 億、プラスとい

うところがこの事業の経常的な実力で稼ぎ出せる利益だと。一方で資本的収

支のところでは 10年間差し引きのところを累計していくと 230億出ていくと

いう見通しが立っていて、もう 230 億ほとんどが企業債を起こして 10 年後に

は５倍になるというような借り入れに完全に依存している状態でようやく資

金の残高 10 億円というのを維持しますということだと思いますので、そうい
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う意味ではやはり経常的な損益のところで今のところの見通しでは借金がと

ても返しきれる見通しは、たったの 10 年の話なので、そういった目線では短

いという話もあるかもしれませんが、そういう意味ではこの収益の見通し、

料金収入の見通しって、話が前後して申し訳ありませんが、29 ページのとこ

ろでいくと、2030 年頃には 50 億くらいまで伸びるということですが、これ

はあくまでボリュームによる増加を見込んでいるということであって、単価

は今の水準のままというような前提でお考えだと思いますので、そういう意

味では、この損益見通しと資本見通しを考えるとすでに単価の見直しという

ものをあらかじめ入れておかないと、とてもじゃないけれども持続的な、３

つ理念を掲げておられたと思うのですが、強靭、安心、持続ですか、このと

ころの持続っていうところが非常に厳しいのではないでしょうか。それにひ

いては、強靭とか安心とかそういうところにも響いてくるのではないかとい

う風に今これを拝見して思っていたところです。 

白川会長：ありがとうございます。今回の戦略は 10 年間とは限られているので

すが、10 年後にすっからかんになっても良いというわけではなく、10 年後の

状態で何をどのくらい残しておくかというのを見てこの 10 年を決めるとい

うことにならざるを得ないと思います。先ほどの更新需要のところは 40 年の

見通しを立てられていたので、その 40 年の中の 10 年としたときに、先ほど

のシミュレーションだと 40の 10だから単に４で割るというわけではなくて、

それも少し低めにこの先 10 年を考えているので、ただでさえ少し後ろに課題

を引き延ばしているようなところがあって、それでもちょっときついという

そのような状態かと思います。 

  他にも何かありますでしょうか。長塚委員お願いします。 

長塚委員：長塚です。質問ということではないのですが、今このテーブルの上

にあるつくばの水、これは販売されていますか。 

事務局（小吹課長）：販売していないです。 
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長塚委員：販売していないですよね。こういった場面で使われている水だと私

も認識はしています。６階にある自動販売機で、500ml のペットボトルを１

本買うと 110 円です。６階にくると１日１本くらい飲みます。ここから私の

地域の話をします。議員でもありますが、地域の区長を８年ほどやっており

ます。親父が区長をしていて、今の年齢からいうと割と若い時期に亡くなっ

たものですから、一気に世代交代ということで私が長くここ８年ほど区長を

しているのですが、私の地域は約半世紀にわたって組合水道を利用しており

ました。今から 18 年ほど前組合の方の収支に余裕があった時期に本管をひこ

うと、宅地に入れる費用がかなり個人でかかるので、その財源を充てにして

本管を入れました。宅内にバルブまで入ったのですが、そこから約 15 年ほと

んどの方がつなぎません。なぜなのかというと、料金的な問題と親世代とい

うとどうなのかわからないが、井戸水神話というものがあり、霞ケ浦の水よ

りは、絶対井戸水の方が良いという話がありました。ところが、ここにきて

組合水道の面倒を見ている方々の高齢化と人材不足、なかなか若手でそれを

引き継いでくれる方がいないということで、組合水道についてそろそろ考え

なければならないという話になりまして、区会、わが地域の区会というのは

区長さんが 13 人ほど集まって任意的な区長会というのもあるのですが、世帯

数で言うと 300世帯ほどある中で約 150世帯は 10数年前に水道本管に切り替

えていました。150 世帯残ってしまっていたところをなんとかしなくてはな

らないというときに、皆さんにペットボトル 100 円、買って飲まれますかと

聞いたらそうだよねと、この 100 円って高いと思いますかと聞いたら高くな

いだろうと、他の飲み物と比べればこのペットボトル 100 円は高いという意

識が全然ないです。おおむね１世帯４人程度の御家庭で 20ｔくらいの水を平

均で使います。ペットボトルの水にしているつくばの水を、蛇口から 20ｔ使

用したときに、100 円に換算すると一体いくらになりますかと質問しました。

全然ピンとこないですよね。400 万です。蛇口から単純にこの水を１か月４
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人程度で使う 20ｔは 400 万円です。そしたらこの水ってバカ高いじゃないで

すか。100 円では。でもやはり量にもよりますが、そう思えば無料とは申し

ませんが、無料に近いのではないかと説明しました。一気に皆さんの意識が

変わっていただいて、やっと組合水道から水道に変わってまもなく３年です。

ですから、今つくば市さんの方ではこちらは販売していませんが、ある意味

私のようにお茶や水を１日１本くらい飲んでいると思いますが、つくばの水

を自販機に入れてもらっても私は 100 円で買うのかな。ここから全く違いま

すが、課金してもらうようなシステムもここに取り入れることによって単純

な水道料金の徴収じゃなくて市民に飲んでもらう水、50 円なら 50 円でも良

いと思います。ペットボトルの水を作る経費がいくらかかっているかという

問題もあると思いますが、そういった徴収もひとつ頭に入れながら先々の 

インフラに向かっていければ良いのかなと思いました。以上です。 

白川会長：ありがとうございます。収入をもっと増やす方法があるということ

ですね。 

長塚委員：まあそういうひとつの方法もあるということですね。 

白川会長：そうですね。今は完全に現在の状況を前提にしたシミュレーション

なので、そういった前提の部分が変わるとさらに状況が変わってくるという

ことになりますよね。他にも何かありますか。加納委員お願いします。 

加納委員：筑協の加納でございます。いくつか質問をさせてください。前提と

いう意味ではですね、今日御説明いただいたのはあくまでもつくば市の中で

閉じている話という風に理解をいたしましたけれども、つくば市としてそれ

で良いと考えていらっしゃるのか、それとも広域化の話がある中で、周辺の

地域と協力をしながら水を有効利用していくという考えに基づくとこの前提

がかなり変わってくるのではないかなと思います。私が聞いた話だと、例え

ばお隣、この近くの土浦であるとか阿見であるとか、特に阿見あたりになる

とかなり高額をお支払いになられて同じ水を使っているという風にも聞いて
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おります。そのへんのところをどの程度考えているのかというところをお伺

いしたい。その上でシミュレーションをされていますけれども、１本のシナ

リオだけでこれを考えられたのか、それとも楽観的な色々な予測のもとに考

えたものの他にかなり悲観的な予測というのもできたと思われますが、どの

くらいのシナリオを考えたうえで、今日この１本を見せていただいているの

でしょうか。これから市民の方々に色々と説明をしていく中では、色々な前

提条件でこういう数字になりますよということをお見せした上でどのシナリ

オを皆さんが考えたうえでこの戦略を見ていただくのか、御判断いただくの

かということを示した方が御理解も得やすいと思いますし、建設的な戦略を

作っていけるのではないかなと思います。先ほど平島先生がお話されたよう

に、素人の私から見てもこの計画には若干無理がある。問題を先送りしてい

るわけではないとは思うのですが、資金繰りとして今のこの計画だとどこか

でショートするのではないかなと思います。それから老朽化をかなり気にさ

れているように説明を受けましたが、具体的に何が老朽化していて、それを

どういう風に更新していくのか、それからそこに昨今のいろんな技術をどう

入れていくのかというところがあまり見えてきていません。人手に頼るとこ

ろがかなり多い話なのかもしれませんが、技術を使うことで一時的なコスト

は上がりますが、長い目で見ると下げられる部分もあるかと思います。水の

仕組みがどうなるかわからないですけれども、今は貯めた水を使う前提にな

っていますけれども、健全に水を使っていくシステムを考えるのであれば、

例えば大きなループを作って、常にそこに一定の水を貯めて循環させていく、

生きた水を作っておいてそれをちょっとずついろんなところから使っていく

という考えもあると思います。どうすることが 10 年後 20 年後安く安全な水

を使い続ける仕組みになるのかというところを考えた上で当面の 10 年をど

う考えるかという議論をしていただけると、なぜこの 10 年でこの計画を立て

たのか、20 年後、50 年後、どう考えているからこの 10 年を考えたのかとい
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うことが説明できるのではないかなと、そういう意味では、水ビジネスとい

うことが言われて久しいですけれども、そういうプロの方々のコンサル的な

御意見というのがこれにどれだけ入っているのかというところも気になると

ころです。言っていることがたくさんになってしまって、消化しきれないと

ころもあるかと思いますが、そのへんが気になりました。 

白川会長：いくつもの点がありましたけれども、答えられる範囲で答えていた

だけますか。 

事務局（石渡係長）：まずこのシミュレーション、この計画はつくば市として

良いと思っているかどうかという点ですが、ここについてはそういった議論

を事務局で行った経緯がないので、公式の場で申し上げて良いのかわからな

いのですが、担当の意見としてはやはりちょっと厳しいかなという考えでは

あります。 

加納委員：この場でこういうことが言えるのかわからないのですが、例えば県

としての考えにどのくらい議論をされたのかとか、県南の水を使わせていた

だいているということなので、県南としての方針や方向性に対してどういう

これが位置づけにあるのかというところ、この計画がつくば市が勝手にやっ

たものでしょと言われないようにするためにはそのへんのすり合わせではな

いが、方向性の確認というのはあった上でこの計画の妥当性を考えた方が良

かろうと思います。そのへんのところ、今回の資料では入っていないのです

が、もしかしたらそのへん断片的ではあるけれども議論はありましたという

のであればそのへんも次回以降一部でもかまいませんので参考になる程度の

ものであればぜひ見させていただければなと思います。そういう意味では県

の御意見というのもこの場で聞ければなと思います。 

事務局（石渡係長）：経営戦略について県で特に立てますよとか相談や伺いと

かは行っていません。あくまでつくば市として今後水道事業がどのように計

画していくのかというつくば市だけの考えでこちらを策定しています。先ほ
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ど広域化の話もしましたが、今回の経営戦略と広域化はやはり分けて考えて

いる状況でありまして、つくば市として広域化に参加するかどうかも不透明

な状況ですので、このあたりについては委員さんの意見を取り入れながら、

県の意見も取り入れた方が良いのかとかそのあたりは検証しながら相談して

いければと思っています。 

 シミュレーションの話もありましたが、この他にいくつか仮定を変えてシミ

ュレーションをしたのかという質問なのですが、実際行いました。ただ、こ

ちらは発散する話でして、いろんな条件を変えるといろんな結果が出てくる

ので、整理できていない状況ですが、例えば行ったシミュレーションとして

は、先ほど企業債残高対給水収益比率、やはり今回企業債が多いという問題

がありましたので、そこを抑えたらどうなるのかというシミュレーションも

行いました。あとは、手持ち資金 10 億という話がありましたが、これも心元

ないので、こちらをもう少し上げたらどれくらいになるのかとか、色々分析

は行っていますので、逆にどういう条件ならこっちより説明しやすいのかな

というのが私も雲をつかむような感じで今回行った経緯もありますので、逆

に御意見などいただけるとそれでシミュレーションができるのかなという感

じもしました。 

  あと老朽化のお話ですが、技術の話とかもありましたが、今回の分析では

あくまで数字上の分析だけになっております。先ほどの更新需要の計算の方

法について御説明しますと、固定資産台帳というつくば市にどれだけの資産

があるのかという台帳をつけているのですが、その台帳にはいつの年にいく

らで資産を購入したという記録が残っています。その資産に対して何年もつ

のかとひとつひとつ資産を分析していきまして、例えば 50 年後に資産が老朽

化を迎えるとなればその年にいくらかかるのかというのを試算していきまし

た。当然資産は作ったときと更新するときで物価が違いますので、現在価値

に換算してそこは試算しております。最新技術を取り入れるとかそういった



 

29 

 

ことは盛り込んでおらず、あくまで台帳上と言いますか、決算の資料に基づ

いて機械的に行った結果というような感じになります。 

白川会長：先ほどの県のことについて今の段階ではどのくらいまで、お話いた

だける範囲で良いのですけれども、何かありますか。 

野中委員：申し訳ないですが、この場では特にありません。 

白川会長：わかりました。広域化については、話はあるけれども今回のシミュ

レーションの中には入れていないということなのですが、他の点も含めまし

てこの今の案に入っていない条件についてもこういう条件のシミュレーショ

ンが必要だと、市民に見せる、あるいはいろんなことを検討するために必要

だということについてはどんどん発言をしていただいて、次回ですとか次々

回の時にその結果を見て、またそれに基づいて議論をするということをぜひ

やりたいと思いますので、そのようなことがありましたらおっしゃっていた

だければと思います。 

  他にどなたかありますか。秋葉委員お願いします。 

秋葉委員：つくば市共同給水組合連絡協議会の会長をやっております、秋葉と

申します。組合の簡易水道、私なんかは豊里で集落ごとに水道組合がありま

す。それの中で各地区から、今現在組合に入っているところは筑波地区、大

穂地区、豊里地区、谷田部地区、入っていないのが茎崎と桜地区です。その

入っている中で各地区の組合長がいます。その人が本部役員になって色々話

し合いをしているのですが、深井戸を掘りましょうというときには 100m 以上

の深井戸は県の方から許可が出ません。それとか、うちの地区内の話ですが、

上水道が通りました、そこに加入してくれるのかというと全戸加入してくれ

るとは限らない。そこが難しいところです。というのはうちの方の町内のお

話をしますと水道料金は１戸１件につき家族何人でも構いませんが、1,500

円もらっています。それと商売をやっていますパーマ屋さんとか床屋さんと

か水を使います。そういうところは 3,000 円です。そういうランク付けで水
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道料金をまとめております。うちの方の水道も 55 年くらい経ちますか。５年

ほど前にタンクがだめになりましたから、それの取り換え、大体 300 万から

350 万ということで修繕いたしました。老朽化で言うと、本管の場合ではそ

んなに心配することはない。50 から 60 年で破裂することはまずない。ただ、

さっきも言ったようにその上水道になぜ加入できないのですかと聞いたとき

には色々な話を聞きますと自分は高齢者だから年金暮らしだと、１人暮らし

２人暮らしの人だとそれだけのお金を年金から払うのはなかなか大変です。

だから上水道に加入するのが難しいですという意見もあります。じゃあどう

するかというと自分で井戸を掘ってしまう。10m 前後掘れば水は出ますから、

そういう意見も出てくる。それをまとめるというのはまた大変。この状態で

どんどん物価は上がっている、生活費が高くなってきている、年金はどんど

ん安くなってきている、ということになってくると、自分の代で終わっちゃ

うと上水道は入れなくても構わない。子どもはもう別のところで暮らしてい

るからもう帰ってこないし、空き家になってしまうから入る必要がないとい

う人も何人かはいます。ただ、子どもさんもいます、お孫さんもいますとい

う家庭だと子どものために上水道に入った方が先々安心だからと言って加入

をする、という色々な面での話があります。今の状態、各地区で上水道にな

りましたから共同水道組合を抜けます、中には抜けるのだから今までの残金

を分配してください、という意見も出てくる。会長どう思いますかというか

ら、私個人の考えとしてはということで述べますが、残金を今分配して０に

してしまうと今区会が借りている場所を上水道に加入したときには更地にし

て返すしかない。そのときにまたお金がかかる。そこまで考えて、更地にし

て本当に誰もが使わなくなったときには初めてそこで残ったお金を分配すれ

ば良いのではないかとお話しする。早急にあるものを分配してもしポンプが

壊れました、壊れたときには修繕費用はどうしますか、１件１件集めますか、

誰が集めて歩くのですか、となると誰も黙ってしまう。そういうところで先
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のことも考える。今の上水道、つくば市内になっての上水道、人間でいえば

まだ小学生いっているかいっていないかの状態。お金はかかりますよ。正常

になるまでには。これが 10 年、その先になってくると利益は上がってくると

思います。ただ、今の段階ではまだ希望しても５年、10 年先にしか本管きま

せんよということになるからその時代には俺らいないんだなということでつ

くづく考えてしまう。それからこういう話もあります。3.11 の地震の時に隣

は常総市ですから、常総市の上水道が全滅して、それでうちの方の集落のと

ころへ親戚の人がもらいにきた。これは共同水道だから私個人の考えでは出

すことができませんということで断った。それを聞いたから、次の会議のと

きに困っているときには遠慮なく出してくださいと言った。いちいち組合長

の考えなんか聞く必要ない、自分が困っているときに断られたらどう思うか

ということを考えてくださいと言ったらはいわかりましたということで、こ

れからは自由にしますということになった。そういう助け合いがあります。

これが今現在会議の方で議論している上水道の問題。私の方も課長さんがい

ますのでお願いしたいのは共同水道の今後会議のときにできれば上水道の方

にも出席してもらって色々意見交換をしたいと思っております。その点もよ

ろしくお願いいたします。 

白川会長：はい、ありがとうございました。市民の方せっかくですので何かあ

りましたらと思うのですけど、飯塚委員どうですか。 

飯塚委員：僕自身水道の仕組みというのを今回こういう会議があるよというこ

とで資料とか事前にいただいたものに目を通させていただいた形なので、ま

だまだ意見を言えるような立場ではないかもしれないですが、将来まだこの

自分は茨城県出身でつくば市出身なので、この場でこの後も生活していくと

なったときに安全で長期的に水が出る環境を整備する、10 年まず第１歩なの

かなと話を聞いていて感じたので、初期投資をして費用はかかってしまうの

かもしれないと思うけれど、前向きに考えて、あと説明する内容、説明の仕
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方次第で市民の方に理解はしていただけるのではという風にも感じたので理

解をもらうというところは大変な部分も多いかと思いますが、前向きに長期

的な目で見て考えていく方が個人的には必要なのかなと聞いていて感じまし

た。 

白川会長：ありがとうございます。阿久津委員いかがですか。 

阿久津委員：うちは水道が通っていないので、この場にいてどうかなと思った

のですが、井戸は初期に何十万とかかるのですが、あとは電気代だけで済み

ます。水道下水道というのはずっと使うから仕方ないですが、ずっと一生払

っていかなければならないものなので、そういうところで家を建てたばかり

で井戸を掘るのに 100 万くらいかかるというのがあって、それがその後から

水道を通しますよ、どうですかと言われても最初に 80 万も 100 万も井戸をほ

るのにかかるなら最初から家を建てるなら水道を通してくださいと条件と言

ったら申し訳ないですが、そういう風にすれば大体井戸ではなく、水道を通

す、普及になるのではないかと思いました。 

白川会長：ありがとうございます。水道がまだ通っていないところがたくさん

あるというのがつくば市の特徴ですので、そこを考えていかなければならな

いということと、あとはこの議論は市民に公開されますし、この経営戦略の

内容が市民の皆さんに大きく関わってくるので、市民の皆様の側から見たと

きにどうなのかということをお聞きしたいので、飯塚委員も言っていた説明

の仕方ですとか、あとこういうところがわかりにくいからこのようにみたい

なことがありましたら御遠慮なく言っていただけたらと思います。そろそろ

時間が 17 時にせまってきましたので今日はこのあたりで締めていきたいと

思うのですが、何か最後に一言言われる方いらっしゃいますか。特にないよ

うでしたら今日の議事はここで終了ということにさせていただきたいと思い

ます。本日は経営戦略（案）の説明ということだったのですが、次回以降内

容の審議というものを進めていきたいと思います。委員の皆様には引き続き
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御協力のほどよろしくお願いします。本日は円滑な審議会の進行に御協力い

ただいて誠にありがとうございました。それでは事務局へ進行をお返ししま

す。 

事務局（小吹課長）：白川会長、ありがとうございました。最後に事務連絡を

いたします。 

会議開催通知を送付した際に同封いたしました「委員等情報確認票」御持

参された方は事務局担当まで提出をお願いいたします。 

次に、第３回及び第４回審議会の日程調整についての依頼文を配布してお

りますので、お手数ですが御都合を記入していただき、後日事務局へ提出を

お願いいたします。 

 これまでの説明について御質問、御意見等がございましたらお願いいたしま

す。 

三宮委員：今回いただいた資料等、経営戦略の案で、もう１回読んで気が付い

た、質問事項が出てきたとか、あるいは意見が出たとか、それは事務局の方

に次の会議までにお返しするということをやらせていただいて良いというこ

とですか。 

事務局（小吹課長）：はい。メールなどで御連絡いただければ対応したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  他にございませんでしょうか。 

  ないようですので、次回第２回審議会の日程ですが、先日通知させていた

だきましたとおり、令和４年の 11 月９日水曜日の午前 10 時を予定しており

ます。以上をもちまして第１回つくば市上下水道審議会を終了いたします。

皆様長い時間ありがとうございました。申し遅れましたが、場所はこの会場

の隣、第１委員会室となります。その際はまた案内いたしますのでよろしく

お願いいたします。 

 



令和４年度第１回つくば市上下水道審議会 

 

次  第 

 

 

日時 令和４年 10 月 14 日（金）   

午後３時           

場所 つくば市役所本庁舎６階    

第２委員会室         

 

１ 開会 

２ 市長挨拶 

３ 辞令交付 

４ 会長及び副会長選出 

５ 諮問 

６ 議事   

・つくば市水道事業経営戦略（案）について 

７ その他 

８ 閉会 
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氏  名 ふりがな 所 属 等

白川 直樹 しらかわ なおき 筑波大学システム情報系 准教授 学識経験者 １号

三宮 武 さんのみや たけし
国土交通省国土技術政策総合研究所
下水道研究部長

学識経験者 １号
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秋葉 忠 あきば ただし つくば市共同給水組合連絡協議会会長 市民（関係団体） ２号

阿久津 裕子 あくつ やすこ 市民（一般） ２号

飯塚 怜 いいつか れん 市民（一般） ２号

高田 佳恵子 たかだ かえこ 市民（一般） ２号

仲野 惇 なかの じゅん 市民（一般） ２号

長塚 俊宏 ながつか たかひろ つくば市議会議員 市議会の議員 ３号

浜中 勝美 はまなか かつみ つくば市議会議員 市議会の議員 ３号

加納 誠介 かのう せいすけ
筑波研究学園都市交流協議会 企画調整委員会長
（国立研究開発法人産業技術総合研究所
  つくばセンター次長・つくば東事業所長）

関係行政機関の職員 ４号

糸長 悟 いとなが さとる
つくば市工業団地企業連絡協議会
（株式会社レヨーン工業 取締役）

関係行政機関の職員 ４号

野中 伸一 のなか しんいち 茨城県企業局県南水道事務所長 関係行政機関の職員 ４号

長山 公信 ながやま きみのぶ 茨城県流域下水道事務所長 関係行政機関の職員 ４号

令和４年度 つくば市上下水道審議会 委員名簿

（敬称略）

条例における選出

資料１



4水総第 205号

つくば市上下水道審議会 会長 様

つくば市上下水道審議会条例 (昭和63年つくば市条例第 121号。以下「条例」と

いう。).第 2条の規定に基づき、下記の事項について諮問します。   f

ヤ

令不日4年 10月 ■4日 i

・つくば市長 .五 十・嵐 立

1 条例第 2条第 5号に定めるその他水道事業及び下水道事業について市

長が必要と認ある事項 (ら くば市水道事業経営戦略 (案)の策定に関する

ことj)          、

記

082203394
テキストボックス
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つくば市上下水道審議会の概要 

 

１ つくば市上下水道審議会とは 

  地方自治法第 138 条の４第３項に基づき、水道事業及び下水道事業の円滑

な運営を図るために設置された附属機関です。市長の諮問に応じ、次に掲げ

る事項について調査審議を行います。 

・水道料金に関すること。 

・水道加入金に関すること。 

・下水道受益者負担金に関すること。 

 ・下水道使用料に関すること。 

 ・その他水道事業及び下水道事業について市長が必要と認める事項 

 

２ 委員の定数、選任、任期 

  つくば市上下水道審議会条例に基づき、次のとおりとなります。 

(1) 定数 15 人 

 (2) 選任方法 

次に掲げる者のうちから市長が任命します。 

   ・学識経験者 

   ・市民 

   ・市議会の議員 

   ・関係行政機関の職員 

 (3) 任期  ２年 

 

３ 委員の報酬等 

  つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に

より、委員の報酬及び費用弁償（旅費）を次のように定めています。 

 ・報酬 日額 8,000 円 

 ・費用弁償 １日につき 2,000 円 
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４ 令和４年度における開催について 

 (1) 調査審議事項 

   つくば市水道事業経営戦略（案）について 

   ※経営戦略とは、公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続する

ための中長期的な経営の基本計画です。 

なお、令和５年度に、つくば市公共下水道事業経営戦略の改定について

諮問する予定です。 

 

 (2) 任期 

   ２年 （令和４年 10 月 14 日から令和６年 10 月 13 日まで） 

 

 (3) スケジュール（予定） 

 開催時期 内容 

第１回 令和４年 10 月 14 日 水道事業経営戦略（案）の説明 

第２回 令和４年 11 月９日 水道事業経営戦略（案）について

（審議） 

第３回 令和４年 11 月下旬 水道事業経営戦略（案）について

（審議） 

第４回 令和４年 12 月中旬 水道事業経営戦略（案）について

（審議） 

第５回 令和５年３月中旬 水道事業経営戦略（案）の答申につ

いて（審議） 

  ※令和５年度以降については未定です。 
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○つくば市上下水道審議会条例 

昭和63年６月23日 

条例第121号 

（設置） 

第１条 水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、つくば市上下水道審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 

（平19条例42・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 水道料金に関すること。 

(2) 水道加入金に関すること。 

(3) 下水道受益者負担金に関すること。 

(4) 下水道使用料に関すること。 

(5) その他水道事業及び下水道事業について市長が必要と認める事項 

（平９条例33・平19条例42・一部改正） 

（組織） 

第３条 審議会は、委員15人で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市民 

(3) 市議会の議員 

(4) 関係行政機関の職員 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 第２項第２号及び第３号に規定する者で当該職又は地位により委員に任命され
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たものが当該職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

（平９条例33・平17条例３・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（平９条例33・一部改正） 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところとする。 

（平９条例33・一部改正） 

（意見の聴取） 

第６条 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を聴くことができる。 

（平９条例33・平９条例42・一部改正） 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。 

（昭63条例131・平３条例41・平９条例33・平15条例１・平19条例42・平29

条例１・令３条例53・一部改正） 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で
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定める。 

（平９条例33・一部改正） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年条例第131号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年条例第41号） 

この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年条例第33号） 

この条例は、平成９年５月１日から施行する。 

附 則（平成９年条例第42号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年条例第３号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年条例第42号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

（つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

２ つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

62年つくば市条例第15号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成29年条例第１号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第53号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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○つくば市上下水道審議会運営規則 

昭和63年９月26日 

規則第77号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、つくば市上下水道審議会条例（昭和63年つくば市条例第121

号）第８条の規定に基づき、つくば市上下水道審議会（以下「審議会」という。）

の運営について必要な事項を定めるものとする。 

（平20規則23・一部改正） 

（会議の招集の通知） 

第２条 会長は、審議会の会議（以下「会議」という。）を招集しようとするとき

は、開会の日の７日前までに日時、場所及び議題又は審議する事項を委員に通知

しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。 

（欠席） 

第３条 委員は、招集を受けた場合において事故のため会議に出席できないときは、

あらかじめその旨を会長に通知しなければならない。 

（議事録） 

第４条 審議会の議事については、議事録を作成し、会長及び会長の指名した委員

２人がこれに署名しなければならない。 

２ 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名 

(3) 議題 

(4) 議事の概要 

(5) その他必要な事項 

（平９規則39・一部改正） 

（補則） 
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第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 

（平９規則39・一部改正） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年規則第39号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年規則第23号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
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○つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例 

平成29年12月22日 

条例第35号 

（目的） 

第１条 この条例は、附属機関の会議及び懇談会等を公開すること等により、市政

運営における透明性の向上を図り、及び市民の市政運営に対する理解を深め、も

って開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 附属機関 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項に規定する

附属機関をいう。 

(2) 懇談会等 市民、有識者等のうち執行機関が選任した者から意見、知見等を

聴取し、市政運営の参考とすることを主な目的として開催する懇談会、懇話会、

検討会、研究会その他市政運営上の会議をいう。 

(3) 執行機関 地方自治法第138条の４第１項の規定に基づき市に置かれる執行

機関のうち附属機関の属する執行機関又は懇談会等を開催する執行機関をいう。 

（会議公開の原則） 

第３条 附属機関の会議及び懇談会等は、これを公開する。 

（非公開とすることができる会議） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、執行機

関又は附属機関若しくは懇談会等の長は、附属機関の会議又は懇談会等の全部又

は一部を非公開とすることができる。 

(1) 会議において、つくば市情報公開条例（平成27年つくば市条例第27号）第５

条に規定する不開示情報（以下「不開示情報」という。）が発言される見込み

があるとき。 
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(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な会議の運営に著しい支障が生じ、

会議の目的が達成されないと認められるとき。 

（会議の非公開の決定方法） 

第５条 前条の規定による附属機関の会議及び懇談会等の非公開の決定は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 

(1) 前条第１号に該当するおそれがあるとき 次のいずれかの方法 

ア 執行機関が規則で定める事項を勘案し、決定する方法 

イ 附属機関又は懇談会等の長が当該附属機関の会議又は当該懇談会等に諮り、

規則で定める事項を勘案し、決定する方法 

(2) 前条第２号に該当するおそれがあるとき 附属機関又は懇談会等の長が当該

附属機関の会議又は当該懇談会等に諮り決定する方法 

（会議開催の事前公表） 

第６条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の

名称、開催日時その他の規則で定める事項を当該会議を開催する日の７日前まで

に公表しなければならない。ただし、緊急に附属機関の会議又は懇談会等が開催

されるときは、この限りでない。 

（会議の傍聴等） 

第７条 附属機関の会議及び懇談会等を傍聴することができる者の数は、その都度、

執行機関が定める。 

２ 附属機関の会議又は懇談会等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

その他の規則で定める者は、当該会議を傍聴することができない。 

３ 附属機関の会議又は懇談会等を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は、規

則で定める事項を遵守し、及び会場の秩序維持に関して附属機関又は懇談会等の

長の指示に従わなければならない。 

４ 附属機関及び懇談会等の長は、傍聴人が前項の指示に従わないときは、当該傍

聴人に対し、退場を命ずることができる。 
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（会議資料の閲覧） 

第８条 執行機関は、附属機関の会議及び懇談会等が公開されるときは、当該会議

の資料（不開示情報が記載されているものを除く。以下同じ。）を傍聴人の閲覧

に供しなければならない。 

（会議録の作成） 

第９条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等に

ついて、公開又は非公開にかかわらず、当該会議終了後遅滞なく会議録を作成し

なければならない。 

（会議録の写し等の公表） 

第１０条 執行機関は、規則で定めるところにより、公開の附属機関の会議及び懇

談会等にあっては前条の規定により作成した会議録及び当該会議の資料を、非公

開の附属機関の会議及び懇談会等にあってはその概要を記録したものを公表しな

ければならない。 

（公開状況の公表） 

第１１条 市長は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の公

開状況について、公表しなければならない。 

（他の条例に特別の定めがある場合の取扱い） 

第１２条 附属機関の会議の公開等について、他の条例に特別の定めがあるときは、

その定めるところによる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年２月１日から施行し、同日以後に第６条の規定により公

表する附属機関の会議及び懇談会等から適用する。 

（つくば市政治倫理審査会条例の一部改正） 
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２ つくば市政治倫理審査会条例（平成13年つくば市条例第10号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう〕略 

（つくば市開発審査会条例の一部改正） 

３ つくば市開発審査会条例（平成18年つくば市条例第66号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 

（つくば市教育特区学校審議会条例の一部改正） 

４ つくば市教育特区学校審議会条例（平成19年つくば市条例第39号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（つくば市ラブホテルの建築等規制条例の一部改正） 

５ つくば市ラブホテルの建築等規制条例（平成20年つくば市条例第31号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（つくば市農業委員会委員候補者選考会条例の一部改正） 

６ つくば市農業委員会委員候補者選考会条例（平成29年つくば市条例第28号）の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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○つくば市情報公開条例（一部抜粋） 

 

（行政文書の開示義務） 

第５条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各

号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場

合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 

(1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しく

は電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項をいう。次条第２項において同じ。）により特定の

個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別す

ることはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ

れがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令、条例若しくは規則の規定により又は慣行として公にされ、又は公にす

ることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である

と認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条

第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及

び職員、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員

並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２

条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員
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をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であ

るときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行

の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすること

により、当該個人の権利利益を害するおそれがある場合は、当該公務員等の

氏名に係る部分を除く。 

(2) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法

人を除く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認めら

れる情報を除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであ

って、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの

その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして

合理的であると認められるもの 

(3) 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある

と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

(4) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の

内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にする

ことにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益

を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(5) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が

行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障
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を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害す

るおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお

それ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れ 

オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る

事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

(6) 法令又は他の条例の規定により公にすることができないと認められる情報 

（平29条例22・一部改正） 
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注 意 事 項 

 

傍聴人は、次の事項を守ってください。 

 

(1) 審議会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可

否を表明しないこと。 

 

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。 

 

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

 

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。 

 

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

 

(6) 携帯電話による通話をしないこと。 

 

(7) 写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと。 

 

(8) 会場の秩序を乱し、又は審議会の妨害となるような行為をしな

いこと。 

 

 傍聴人が審議会を妨害し、人に迷惑を及ぼすと認められるとき又

は上記に違反するときは、議長はこれを制止し、その指示に従わな

いときは、つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条

例第７条第４項の規定に基づき、当該傍聴人に対し退場を命じま

す。 



実施事項

上旬

中旬 ★第１回審議会（10月14日予定）水道事業経営戦略（案）説明

下旬

上旬 ★第２回審議会（11月９日予定）経営戦略（案）審議①

中旬

下旬 ★第３回審議会（未定）経営戦略（案）審議②

上旬

中旬 ★第４回審議会（未定）経営戦略（案）審議③

下旬

上旬

中旬

下旬 　パブリックコメント実施

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬 ★第５回審議会（未定）経営戦略（案）答申

下旬 　経営戦略　公表

令和５年度に、つくば市公共下水道事業経営戦略の改定について諮問する予定です。

令和５年

１月

２月

３月

つくば市上下水道審議会　スケジュール

時期

令和４年

10月

11月

12月

資料４



つくば市水道事業経営戦略（案）について
１ 経営戦略策定の背景

●水道事業は、独立採算制が原則
※独立採算制：料金収入をもって経営を行うこと

●水道事業の役割：住民生活に必要な社会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たし、将来にわたり
公共の福祉を増進していくことが必要である。

水道事業について

●施設等の老朽化に伴う更新投資の増大
●人口減少に伴う料金収入の減少 など

水道事業の課題

●自らの経営等について的確な現状把握を行った上で、
中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹
底した効率化、経営健全化を行うことが必要

課題解決のために

中長期的な基本計画
「経営戦略」を新規策定

取組事項
・計画期間は10年
・経営基盤の強化
・財政マネジメントの向上

３ 上下水道審議会における審議の主なポイント２ 経営戦略の内容
経営戦略（案）に記載した内容は次のとおりである。

●経営戦略策定の経緯

●事業概要 ：給水、施設等の現状、経営分析など

●将来の事業環境の予測 ：水需要・収入等の推計

●経営の基本方針 ：経営理念、基本方針など

●投資・財政計画 ：投資計画、財政シミュレーション

●事後検証、改定等 ：進捗管理、見直しの方法

●経営の現状分析
・現在の経営状況の課題が整理されているか。

●将来の需要予測
・予測が適切な根拠に基づいているか。将来の環境変動等も考慮しているか。

●経営の基本方針
・基本方針が明確で分かりやすいものとなっているか。

●投資・財政計画
・計画の条件設定、目標設定が適切かつ明確か。目標は現実的で達成可能
なものか。目標達成に至る途中経過に無理はないか。

●その他
・経営戦略の内容が、市や県が策定している計画（特に上位計画）の内容と
矛盾していないか。

資料５
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1.経営戦略策定の経緯 

1.1.経営戦略策定の経緯 

近年、全国的に人口が減少傾向に転じており、水道事業としては料金収入の減少等が懸念

され、さらに、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来により、経営環境は厳しさを

増しているところです。 

水道はライフラインとして必要なことから、水道事業者の役割は、安全な水を安定的に供

給することが第一です。その役割を果たすためには、経営状況を勘案しつつ、将来を見据え

て施設の整備等を計画的に行っていく必要があります。 

そのため、本市水道事業においては、将来にわたり安定的に事業を継続するため、中長期

的な経営の基本計画として「経営戦略」を策定することとしました。 

なお、総務省は、公営企業が将来にわたって住民生活に重要なサービスの提供を安定的に

継続することが可能となるよう、中長期的な基本計画である「経営戦略」の策定を地方公共

団体に要請しています。 

 

 

1.2.計画期間 

本戦略の計画期間は、令和 5～令和 14 年度（2023～2032 年度）の 10 年間とします。 
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2.事業概要 

2.1.事業の概況 

2.1.1.給水の状況 

現在の本市水道事業における給水区域は、つくば市全域となります。これまでの水道事 

業の変遷は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西暦 水道事業の変遷

1958年 昭和33年 7月 筑波町小田地区簡易水道事業創設認可

7月 筑波町北条地区簡易水道事業創設認可

1959年 昭和34年 8月 筑波町沼田・国松地区簡易水道事業創設認可

1962年 昭和37年 6月 筑波町田中・安森地区簡易水道事業創設認可

1963年 昭和38年 5月 桜村西・中地区簡易水道事業創設認可　

1965年 昭和40年 3月 筑波町筑波地区簡易水道事業創設認可

4月 桜村南地区簡易水道事業創設認可　　

1972年 昭和47年 9月 筑南水道企業団創設認可

1983年 昭和58年 1月 茎崎村が町制施行により茎崎町へ

7月 筑南水道企業団第１期拡張変更認可（つくば北部・西部工業

団地を編入）　

1984年 昭和59年 12月 筑南水道企業団第２期拡張変更認可（研究学園周辺地区の一部

を編入）

1986年 昭和61年 3月 桜村西・中地区簡易水道事業及び南地区簡易水道事業を廃止し、

桜村水道事業創設認可（筑南水道企業団から分水開始）

3月 筑波町北条地区簡易水道事業、 小田地区簡易水道事業、

沼田・国松地区簡易水道事業、筑波地区簡易水道事業を廃止し、

筑波町東地区水道事業創設認可

1987年 昭和62年 4月 筑南水道企業団第３期拡張変更認可（手子生・大砂工業団地、

一部周辺地区を編入）

11月 つくば市誕生（大穂町、豊里町、谷田部町、桜村の合併）

1988年 昭和63年 1月 つくば市に筑波町が編入合併

6月 筑南水道企業団第４期拡張変更認可（茎崎町全域、つくば市

の一部を編入）

1990年 平成2年  12月 筑南水道企業団第４期拡張[計画変更]変更認可（つくば市の

一部を編入）

1995年 平成7年 3月 つくば市安食地区簡易水道事業創設認可　

1998年 平成10年 2月 つくば市桜地区水道事業、東地区水道事業、田中・安森地区

簡易水道事業、安食地区簡易水道事業を廃止し、筑南水道

企業団へ統合

4月 筑南水道企業団第5期拡張変更認可（給水区域をつくば市、

茎崎町全域に）

2002年 平成14年 11月 つくば市水道事業創設認可（筑南水道企業団消滅）

11月 茎崎町が編入合併によりつくば市水道部が発足

元号
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現在の事業における主要な指標は次のとおりです。 

 

表 2-１ 水道事業の概要 

 

項目 水道事業の概要 

供用開始年月 昭和 33 年（1958 年）7 月 

法適・非適の区分 法適用 

① 給水区域内人口 248,672 人 

② 計画給水人口 262,000 人 

③ 現在給水人口 223,646 人 

④普及率＝③/①×100 89.94% 

※令和 3 年度（2021 年度）末現在 

 

2.1.2.施設 

本市の水道施設の概要は以下のとおりです。水源は、令和２年度より、水源はすべて茨城

県企業局県南西広域水道用水供給事業による受水で賄っています。 

 

 

表 2-２ 水源、施設数、管路延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

※導水管：井戸などの取水施設から浄水場へ水を送る管路

※送水管：浄水場から配水施設へ水を送る管路

※配水管：配水施設から各家庭へ水を送る管路

項　目

水　源

24,952,270㎥/年

13箇所

２箇所

計

配水施設

給水所等

数　量

受　水

地下水

24,952,270㎥/年

０㎥/年

2,429基

管路延長

消　火　栓

非常用貯水槽

・その他
３箇所

施　設

施設能力 103,400㎥/日

29,214ｍ

1,450,824ｍ

1,484,305ｍ

4,267ｍ

送水管

配水管

計

導水管

一日最大配水量 74,200㎥/日

出典：令和３年度水道事業年報

項　目 数　量

年間配水量 24,952,270㎥/年

一日平均配水量 68,362㎥/日
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浄配水施設について施設の統廃合をすすめ、13 箇所の配水施設を利用しています。 

（表 2-３参照）。 

 

表 2-３ 水道施設 

注１）配水施設は、茨城県企業局県南西広域水道用水供給事業から受水した水を各家庭へ配水するた

めの施設です。現在、浄水場では浄水処理は行っておらず、配水池として一部の施設を利用していま

す。 

注２）FRP 製：繊維強化プラスチック製 DIP：ダクタイル鋳鉄管 

 

 

 

 

 

 

区　分
容量

(㎥)
構造 備　考

配水施設 1 御祖師様浄水場 216 RC造り 配水池として使用

2 大貫浄水場 190 RC造り 配水池として使用

3 大根山浄水場 341 RC造り 配水池として使用を検討中

4 中央配水場 14,400 RC造り 昭和48年10月稼働

5 葛城配水場 15,000 PC造り 平成18年2月稼働

6 南部配水場 14,800 PC造り 平成19年1月稼働

7 君島配水場 825 RC造り 　

8 臼井配水場 134 RC造り 　

9 大師様配水場 216 RC造り 　

10 堀田山配水場 183 RC造り 　

11 名古木配水場 89 RC造り 　

12 学校脇配水場 300 PC造り 平成22年3月新設施設に切替え

13 宮脇配水場 460 RC造り 　

給水所 14 山口第１給水所 7.3 FRP製

15 山口第２給水所 1.5 FRP製

非常用貯水槽 16 天久保公園内 50 DIP

17 竹園公園内 50 DIP

その他 18 旧春日庁舎 庁舎 RC造り 平成22年7月から筑波大学に貸出

施　設　名
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図 2-１ 水道施設の位置図 
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図 2-２ 送配水フロー 
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2.1.3.料金 

本市水道事業では、昭和 58 年（1983 年）4 月以来 30 年以上、現行料金を維持してきま

したが、平成 4 年度（1992 年度）から原価割れが続き必要経費を料金収入で賄うことがで

きない厳しい経営状況となりました。また、上水道未整備地域からの整備要望に応えるため

新規整備を行うとともに、北部地域の低水圧対策や研究学園地区などの老朽化した施設の更

新が必要となったことから、経営健全化を図り、様々な課題を解決するため、平成 30 年

（2018 年）4 月に水道料金を改定（平均改定率：21％値上げ）しました。 

本市の現行水道料金体系は、表 2-４に示すように、基本料金と従量料金からなる口径別

料金体系を採用しています。従量料金は、使用水量が多いほど高い単価設定をする逓増型料

金制を採用しています。なお、資産維持費（※）の算定を行っていませんが、資金収支方式

で資産維持費相当額を考慮した財政シミュレーションを実施し、現行の料金水準を算定して

います。 

※資産維持費とは、物価上昇による減価償却費の不足や工事の施工環境の悪化による費用の増大等に対し、水道

施設を維持し、適切な給水サービスを継続していくために総括原価への参入が認められているものです。 

 

表 2-４ 水道料金体系表（税込：令和３年度現在） 

 

加入金 減免額 納付額

水量
1㎥につき

金額
（税込、千円） （税込、千円）

13㎜ 10㎥ 1,320円 33.0 22.0

20㎜ 10㎥ 1,650円 1㎥～20㎥ 154円 88.0 77.0

25㎜ 10㎥ 2,750円 （11㎥～20㎥） (154円） 154.0 143.0

30㎜ 3,575円 324.5 11.0 313.5

40㎜ 7,700円 21㎥～  40㎥ 198円 473.0 462.0

50㎜ 16,500円 41㎥～100㎥ 242円 858.0 847.0

75㎜ 42,900円 101㎥～500㎥ 286円 1,650.0 1,639.0

100㎜ 95,700円      501㎥～ 330円 2,750.0 2,739.0

150㎜ 239,250円 6,160.0 6,149.0

200㎜ 454,300円 8,800.0 8,789.0

200㎜を超えるもの 管理者が別に定める額

生活専用集合住宅

臨時用

口径 基本料金

13㎜ 715円

20㎜ 1,045円

25㎜ 2,145円

口径

水道料金 水道加入金

基本水量 基本料金
従量料金

従量料金

使用水量1㎥につき60円50銭

※つくば市では、水道普及率の向上を目指し、新

規水道加入者若しくは既存の水道加入者で、メー

ターの口径を増径する方を対象に水道加入金を一

律に11,000円(税込)減免します。

　令和３年度から茨城県水道普及促進支援事業に

より減免額が変更になっています。

上記に準じます 使用水量１㎥につき165円

使用水量１㎥につき550円

備考　「臨時用」とは、工事その他の理由により一時的に水道を使用する場合をいいます。

　　共同住宅において当該共同住宅の居住者が共用する水栓の料金は、使用水量が1月で10㎥

　までの場合に限り、上記表にかかわらず、下記表のとおりとします。
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2.1.4.組織 

本市水道事業は、市長が水道事業管理者の職務を行っており、水道事業管理者の権限に属

する事務処理をするため上下水道局が設置されています。上下水道局において、水道総務

課・上下水道業務課・水道工務課・水道監視センターが上水道事業担当として設定されてい

ます。令和４年（2022 年）４月１日での職員数は 32 名となっています。 

 

図 2-３ 組織体制 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）は、市長事務部局職員が併任しています。 

 

図 2-４ 職員の年齢構成と勤続年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

13%6%
6%

6%

3%

25%

勤続年数

0～2年

3～4年

5～6年

7～9年

10～14年

15～19年

20年～

市長 上下水道局

水道総務課

上下水道業務課

水道工務課

経営係

会計係

（契約管理係）

（入札管理係）

（工事検査係）

水道料金係

水道給水係

管理係

施設整備係

水道監視センター

下水道総務課

下水道工務課

水道事業

下水道事業

※勤続年数は水道事業での勤続年数である。 
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2.1.5.これまでの主な経営健全化の取組 

水道事業においては、自らの判断と責任に基づき、経営健全化等に不断に取り組むことが

必要とされており、その現状について公表することとなっています。ここでは、民間活用や

施設の統廃合、広域化等のこれまでの経営健全化の取組について示します。 

 

１） 民間活用 

本市水道事業では、水質検査、浄配水場の運転・管理、料金等徴収などの業務を民間事業

者に委託し、民間のノウハウと技術力を活用するとともに、組織のスリム化と経費の縮減に

努めています。 

なお、本市では、事業運営の骨格となる業務については、引き続き職員が担うものとし、

委託業務の拡大は考えていません。 

 

表 2-５ 民間委託の状況 

業務名 委託の内容 

水質検査業務 

1 日 1 回検査以外の水質検査計画に基づく水質検査のすべて

を、水道法第 20 条第 3 項に係る厚生労働大臣登録検査機

関に委託しています 

運転・管理業務 
平成 19 年度より、配水場等の運転・管理を毎日 24 時間で委

託しています 

料金等徴収業務 料金等徴収業務を包括的に委託しています 

 

２） 広域化 

令和４年（2022 年）２月に茨城県が策定した「茨城県水道ビジョン」に基づき、茨城県

が設置した研究会に参加し、広域連携等に係る具体的な方策等の検討を行っています。 

 

３） 施設の統廃合 

茨城県企業局から受水をしているため、既存の自己水源及び浄水場を順次廃止及び利用停

止してきており、効率的な施設利用を図っています。 
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表 2-６ 統廃合により休廃止した施設（平成 11 年以降） 

 

 

2.1.6.経営比較分析表を活用した現状分析 

経営比較分析表は、各公営企業において、経営及び施設の状況を表す経営指標を取りまと

めたものであり、経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うこ

とにより、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。 

また、類似団体と比較することで、現在の水準を把握できるほか、自らの財政状況を関係

機関や住民等に対して説明するための資料としても活用できます。 

 

【経営の健全性・効率性】 

① 経常収支比率（％）：給水収益等の収益で維持管理費等の費用をどの程度賄えているかを表す指標 

② 累積欠損金比率（％）：営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標 

③ 流動比率（％）：短期的な債務に対する支払能力を表す指標 

④ 企業債残高対給水収益比率（％）：給水収益に対する企業債の割合で、企業債残高の規模を表す指標 

⑤ 料金回収率（％）：給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標 

⑥ 給水原価（円）：有収水量１㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標 

⑦ 施設利用率（％）：施設の利用状況や適正規模を判断する指標 

⑧ 有収率（％）：施設の稼働が収益につながっているかを表す指標 

【老朽化の状況】 

① 有形固定資産減価償却率（％）：償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標 

② 管路経年化率（％）：法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標 

③ 管路更新率（％）：当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標 

経営指標 
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１） 経営指標の評価・分析結果 

経営分析における他団体との比較は、以下の 3 つに分類される他団体を対象とし、それぞ

れの区分で経営指標の平均値を算出し、本市の経営指標との比較を行いました。 

 

 ※１：令和２（2020）年度現在、現在給水人口が 15 万人～30 万人の末端給水事業です。 

 ※２：茨城県内において現在給水人口が 15 万人～30 万人の末端給水事業です。 

※３：旧県南広域水道用水供給事業（以降、「旧県南」）及び旧県西広域水道用水供給事業（以降、「旧県

西」）は、令和 2 年度（2020 年度）に統合し、現在は県南西広域水道用水供給事業となっています。 

 

 

出典：茨城県企業局 HP の事業一覧 

図 2-５ 県南西広域水道用水供給事業の概要図 

 

●全国の類似団体：77 団体 ※１ 

●茨城県内の類似団体：5 団体 ※２ 

［水戸市、日立市、つくば市、ひたちなか市、茨城県南水道企業団］ 

●旧県南広域水道用水供給事業から受水している団体：8 団体 ※３ 

［つくば市、土浦市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、茨城県南水道企業団］ 
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(1) 経営の健全性・効率性 

① 経常収支比率 

経常収支比率は、給水収益等の収益で維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄

えているかを表す指標です。単年度の経常収支が黒字であることを示す 100％以上と

なっていることが必要です。 

 

経常収支比率 ％ ＝
営業収益 +営業外収益
営業費用 +営業外費用× 100 

 

本市の経常収支比率は、平成 28 年度（2016 年度）から 100％を上回っていま

す。また、平成 30 年度（2018 年度）に料金値上げを実施したことで営業収益が増

加し、経常収支比率が約 10％向上しました。令和 2 年度（2020 年度）には

113.97％になっています。これは、他団体と同水準です。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-６ 経常収支比率  

H28 H29 H30 R1 R2

旧県南受水団体平均 106.64 106.88 108.88 109.70 108.94

県内類似団体平均 112.05 111.70 112.46 112.38 114.37

全国類似団体平均 115.36 113.95 112.62 113.35 112.61

つくば市 101.14 102.57 112.25 114.10 113.97

90

100

110

120

経常収支比率（％） 料金改定後料金改定前
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② 累積欠損金比率 

累積欠損金比率は、営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、

前年度からの繰越利益剰余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積

した損失）の割合を表す指標です。この指標は、累積欠損金が発生していないことを

示す 0％であることが求められます。 

累積欠損金比率 ％ ＝
累積欠損金

営業収益 −受託工事収益× 100 

 

本市は直近５年間で累積欠損金は発生していません。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-７ 累積欠損比率 
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③ 流動比率 

流動比率は、流動負債に対する流動資産の割合であり、短期的な債務に対する支払

能力を示す指標です。当該指標が 100％を下回る場合は、1 年以内に現金化できる資

産で 1 年以内に支払わなければならない負債を賄えていない状況を示すので、注意が

必要です。 

 

流動比率（％）＝
流動資産

流動負債
× 100 

 

     本市の流動比率は平成 29 年度（2017 年度）まで減少傾向にあり、平成 28～29

年度（2016～2017 年度）は 100％を下回る状態でした。平成 30 年度（2018 年

度）に料金改定を実施した結果、業務活動によるキャッシュフローが改善され現金が

増加し、令和元年度（2019 年度）には流動比率が 130.96％まで回復し、令和 2 年度

（2020 年度）には 137.74％となっています。一方で、他団体と比較すると低い水準

にあります。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-８ 流動比率 

 

H28 H29 H30 R1 R2

旧県南受水団体平均 371.78 402.73 397.54 348.44 377.42

県内類似団体平均 190.71 207.31 216.65 210.96 227.51

全国類似団体平均 311.99 307.83 318.89 309.10 306.08

つくば市 95.18 88.89 103.45 130.96 137.74
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300

350

400

450

流動比率（％） 料金改定後料金改定前
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④ 企業債残高対給水収益比率 

企業債残高対給水収益比率は、給水収益に対する企業債の割合を示すもので、企業

債残高の規模を示す指標です。 

 

企業債残高対給水収益比率＝
企業債残高合計

給水収益
× 100 

 

     本市の企業債残高対給水収益比率は、平成 28 年度（2016 年度）では 432.11％

と他団体と比較して高い水準にありました。平成 28 年度（2016 年度）から企業債

残高が減少していること、平成 30 年度（2018 年度）の料金改定により給水収益が

増加したことで当該比率は減少しています。令和２年度（2020 年度）には

273.05％となり、県内及び全国類似団体の平均値を下回る水準になっています。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-９企業債残高対給水収益比率 

  

H28 H29 H30 R1 R2

旧県南受水団体平均 175.96 172.07 164.97 166.78 168.58

県内類似団体平均 355.02 352.35 336.58 344.27 357.18

全国類似団体平均 291.78 295.44 290.07 290.42 294.66

つくば市 432.11 398.77 302.09 287.12 273.05

100

150

200

250

300

350

400

450

企業債残高対給水収益比率（％）
料金改定後料金改定前
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⑤ 料金回収率 

料金回収率は、給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを表した指標で

あり、料金水準等を評価することが可能です。当該指標が 100%を下回っている場

合、給水に係る費用が給水収益以外の収入で賄われていることを意味します。 

 

料金回収率＝
供給単価

給水原価
× 100 

    ※供給単価：有収水量１㎥当たりでどれくらいの収益を得ているかを示す指標 

※給水原価：P17 を参照 

 

     本市の料金回収率は、平成 28～平成 29 年度（2016～2017 年度）までは約 80％

であり、給水に係る費用を給水収益で賄えていない状況でした。平成 30 年度

（2018 年度）に料金改定を実施した結果、以降の料金回収率は 100％を超える水準

となっています。これは、他団体と同水準です。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-１０ 料金回収率 

  

H28 H29 H30 R1 R2

旧県南受水団体平均 97.08 98.02 103.01 103.94 102.95

県内類似団体平均 101.30 100.92 104.14 104.57 108.16

全国類似団体平均 107.61 106.02 104.84 106.11 103.75

つくば市 81.32 82.43 103.10 106.35 106.58

60
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120

料金回収率（％） 料金改定後料金改定前
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⑥ 給水原価 

給水原価は、有収水量 1 ㎥当たりにかかる費用を示す指標です。有収水量とは、水

道料金の徴収対象となった水量と他会計（水道事業以外の会計）から収入があった水

量をさします。 

 

給水原価（円）=
経常費用-（受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費）-長期前受金戻入

年間総有収水量
 

 

本市の給水原価は減少傾向にあり、令和 2 年度（2020 年度）で 188.45 円/㎥と

なっています。これは、旧県南受水団体平均と比較すると 10 円/㎥程度低く、県内及

び全国類似団体平均と比較すると 20～30 円/㎥程度高い水準となっています。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-１１ 給水原価 
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⑦ 施設利用率 

施設利用率は、一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状

況や適正規模を判断する指標です。本市の一日配水能力は、施設能力 103,400 ㎥/日

です。 

 

施設利用率＝
一日平均配水量

一日配水能力
× 100 

 

本市の施設利用率は上昇傾向にあり、令和 2 年度（2020 年度）では 65.23％とな

っています。これは、旧県南受水団体、県内類似団体平均と比較して低い水準です。

全国類似団体平均と比較して高い水準ではありますが、より効率的な施設利用ができ

るよう、施設の更新時には施設の最適化を検討する必要があります。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-１２ 施設利用率 
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⑧ 有収率 

有収率は、施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標です。有収率が低

い場合は、漏水やメーター不感等といった要因を特定し、その対策を講じる必要があ

ります。 

 

有収率＝
年間有収水量

年間総配水量
× 100 

 

本市の有収率は、92％前後と他団体よりも高い水準で推移しており、他団体より

も施設の稼働が効率的に収益につながっているといえます。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-１３ 有収率 
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(2) 老朽化の状況 

① 有形固定資産減価償却率 

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進

んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示します。 

 

有形固定資産減価償却率＝
有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価
× 100 

 

 本市の有形固定資産減価償却率は、上昇傾向にあり、令和 2 年度（2020 年度）には

51.34％となっており、他団体と同水準となっています。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-１４ 有形固定資産減価償却率 
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② 管路経年化率 

管路経年化率は、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽

化度合を示しています。 

 

管路経年化率（％）=
法定耐用年数を経過した管路延長

管路延長
×100 

 

   本市の管路経年化率は、平成 28 年度（2016 年度）は５％台でしたが、平成 29 年

度（2017 年度）に経年化管路が 10％以上増加し、令和 2 年度（2020 年度）には

18.06％となっています。これは、平成 29 年度に法定耐用年数の 40 年を経過した

昭和 51 年布設の管路が約 170km あるためです。 

なお、本市の令和 2 年度の管路経年化率は、県内及び全国類似団体と同水準にあり

ます。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-１５ 経年化率 
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③ 管路更新率 

管路更新率は、当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペー

スや状況を把握できます。 

 

管路更新率＝
当該年度に更新した管路延長

管路延長
× 100 

 

本市の管路更新率は、平成 28～令和 2 年度（2016～2020 年度）において 0.02

～0.13％で推移し、他団体と比較すると低い水準となっています。このペースで更新

するとすべての管路が更新されるのに長期間かかります。管路の老朽化は水道事故に

直結するため、管路更新率の向上を優先順位の高い課題とし、計画的に対応する必要

があります。 

 

 
出典：地方公営企業決算状況調査 

図 2-１６ 管路更新率  
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２） まとめ 

本市の経営指標を全国類似団体平均と比較して良好な指標、劣る指標に分類し、本市の経

営状況を整理します。 

 

(1) 全国類似団体と比較して良好な指標 

 経常収支比率 

「経常収支比率」は、給水収益等の収益で費用をどの程度賄えているかを表す指標

で、単年度の経常収支が黒字であると 100％以上になります。平成 30 年（2018 年）

４月の料金改定前と比較すると、10％以上上昇し改善傾向にあります。 

 

 料金回収率 

「料金回収率」は、給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを表した指標

であり、当該指標が 100%を上回れば、給水に係る費用が給水収益で賄われていること

を意味します。 

本市の料金回収率は、料金改定前に 80％前後であったものが、料金改定により 20％

以上向上し、給水収益により費用が賄える状況に改善しました。 

 

 企業債残高対給水収益比率 

「企業債残高対給水収益比率」は、給水収益に対する企業債の割合を示すもので、企

業債残高の規模を示します。本市の企業債残高対給水収益比率は、平成 29 年度の約

400％から令和 2 年度には 130％減となりました。これは、企業債残高が減少傾向であ

るのに対して給水収益が増加したためで、全国類似団体平均と同程度の水準となってい

ます。 

 

 その他、以下の指標が全国類似団体平均と比較して良好です。 

 累積欠損金比率 

 施設利用率 

 有収率 

 管路経年化率 
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(2) 全国類似団体と比較して劣る指標 

 流動比率 

「流動比率」は 1 年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある

状況を示す 100％以上である必要があります。100％を下回ると債務を支払うことがで

きない状況に陥る可能性があります。本市の流動比率は、平成 30 年度（2018 年度）

に料金改定を実施したため増加傾向にはありますが、他団体と比較すると低い水準にあ

ることから今後の推移に注視する必要があります。 

 

 給水原価 

「給水原価」は水源や原水水質などの事業特性に影響を受けるため、明確な数値基準

はありませんが、「給水原価」が高くなると住民への負担が大きくなります。本市の

「給水原価」は、減少傾向にはありますが、高い水準にあります。 

本市は水源を県企業局からの受水 100%で賄っています。一般的に受水割合が高い事

業体では給水原価が高くなる傾向がみられ、旧県南受水団体平均は全国類似団体平均よ

り 40～50 円高くなっています。本市は旧県南受水団体平均より給水原価が低い水準で

すが、引き続き、投資の効率化や維持管理費の削減といった経営改善の検討を行ってい

きます。 

 

 有形固定資産減価償却率 

「有形固定資産減価償却率」は数値が高いほど法定耐用年数に近い資産が多いことを

示します。本市の「有形固定資産減価償却率」は増加傾向にあり、施設の老朽化が進ん

でいることが分かります。施設の老朽化による漏水等を防ぐため、管路経年化率や管路

更新の状況を踏まえ、更新の検討をする必要があります。 

 

 管路更新率 

「管路更新率」は当該年度に更新した管路延長の割合を示し、管路の更新ペースや状

況を把握できます。本市の「管路更新率」は低い水準となっています。今後は法定耐用

年数を超える管路が増加していくことから、更新に掛かる費用の増大が予測されるた

め、長期的な視点で管路の更新計画を検討する必要があります。 
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(3) 全体総括 

健全性・効率性において、平成 30 年（2018 年）４月からの水道料金の改定により営

業収益が増加し、経常収支比率は約 10％、料金回収率は 20％以上増加して 100％を超え

る水準となりました。それまで必要経費を料金収入で賄うことができない赤字給水の状況

が続いていましたが、解消することができました。 

老朽化の状況については、令和２年度（2020 年度）には管路経年化率が 18.06％とな

っている一方で、平成 28～令和 2 年度（2016～2020 年度）において管路更新率は

0.02～0.13％で推移しており、このペースで更新するとすべての管路が更新されるのに

長期間かかる状況です。 

今後は、収益の動向を見極めながら事業の健全経営のもとで、水道未普及地域への新規

整備を加速させるとともに、将来にわたる市民への安全で安心な上水道の安定給水を持続

可能としていくため、現有の老朽化施設の更新事業も進めていきます。 
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※全国類似団体平均とつくば市の比較を行い、良好な指標と平均より劣る指標の判断をしました。 

図 2-１７ 経営分析のまとめ 
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3.将来の事業環境の予測 

3.1.人口の将来推計 

将来人口は、既認可計画の水需要予測と同様、市の上位計画である「つくば市未来構想 

第 2 期つくば市戦略プラン」の推計値を用います。「つくば市未来構想」によると、現状で

TX 沿線地域を中心に人口は増加しており、今後も人口増加が続き、令和 30 年度（2048 年

度）に約 29 万人を将来展望として目標設定をしています。 

また、給水人口は行政区域内人口に普及率を乗じて算出します。本市は未普及地区の解消

に努めており、普及率は今後も上昇するものと考えられます。令和 3 年度（2021 年度）の

普及率は 89.9％ですが、令和 14 年度（2032 年度）には普及率が約 93％まで上昇し、給

水人口は 266 千人になるものと見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：「つくば市未来構想」の推計値は 10 月 1 日人口のため、年度末人口に補正しています。 

図 3-１ 将来人口の将来見通し 
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3.2.水需要の将来推計 

水需要の将来推計における予測方法は、既認可計画と同様の方法を基本とします。有収水

量は、生活用水量と業務営業用水量に分けて、過去の実績をもととした時系列傾向分析にて

推計します。そのうち業務営業用水量については、さらに独立行政法人等、地方公共団体

等、営業用、仮設、開発水量の５種類の分類ごとに設定します。なお、TX 沿線開発等に伴

い新規に見込まれる開発水量は、過大に予測する可能性があるため、経営の安全側（収入は

少なくなる側）を考慮して、見込まないこととします。 

本市では給水人口の増加が継続することから、将来の水需要は増加傾向で推移するものと

考えられます。将来の一日最大給水量は、令和３年度（2021 年度）の 74,200 ㎥/日から令

和 14 年度（2032 年度）には約１割増の 81,997 ㎥/日に、一日平均給水量は 68,362 ㎥/

日から 74,125 ㎥/日になるものと見込まれます。 

 
 

 

 

 

 

 

図 3-２ 水需要の将来見通し 

実績

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

63,377 62,083 62,912 63,729 64,558 65,088 65,629 66,178 66,680 67,160 67,490 67,824

68,362 67,850 68,756 69,649 70,555 71,134 71,726 72,326 72,874 73,399 73,760 74,125

74,200 75,055 76,058 77,045 78,048 78,688 79,343 80,007 80,613 81,194 81,593 81,997

推          計
         年度
 項目

有収水量（㎥/日）

一日平均給水量（㎥/日）

一日最大給水量（㎥/日）
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3.3.水供給量の将来推計 

本市上水道の水源は、自己水源（深井戸）と茨城県企業局からの受水がありましたが、令

和 2 年度より、配水量の 100％を茨城県企業局からの受水で賄っています。 

水需要予測によると、将来需要は一日最大給水量で約 82,000 ㎥/日になる見込みです。

認可の取水計画を踏まえ、一日最大給水量が受水の認可値である 85,500 ㎥/日を超えない

ため、将来の水源は全量受水とします。 

 

3.4.料金収入の見通し 

将来の水道料金収入の推移を図 3-３に示します。将来の水道料金収入は、令和元・2 年

度（2019・2020 年度）の使用料平均単価（203.44 円/㎥）に有収水量を乗じて推計して

います。今後も有収水量が増加するため、水道料金収入も増加する見込みです。長期的にみ

ると、令和 29 年度（2047 年度）までは水量とともに水道料金収入も増加傾向にあり、そ

の後水量の減少とともに減少傾向になります。 

 

 
図 3-３ 水道料金収入の将来推計 
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3.5.施設の見通し 

本市の水道施設について、厚生労働省が示した「水道事業におけるアセットマネジメント

（資産管理）に関する手引き」の考え方に従い、令和 2 年度（2020 年度）にアセットマネ

ジメントを実施するためのデータを整備し、健全度及び更新需要算出を行いました。 

アセットマネジメント検討の対象期間（40 年）内において施設を更新しない場合、構造

物及び設備、管路は老朽化が進み、水道施設の健全度が著しく低下する見込みです。 

 

名  称 内  容 

① 健全資産 経過年数が法定耐用年数以内の資産 

② 経年化資産 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産 

③ 老朽化資産 経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産 

 
図 3-４ 更新しない場合の健全度（左：構造物及び設備、右：管路） 

また、経年劣化した施設は、機能低下により水の安定供給に支障を来すだけでなく、管路

の破損による漏水に伴う運転効率の低下、道路陥没等の二次被害なども懸念されるため、計

画的な老朽施設の更新が必要となります。将来の更新需要（法定耐用年数で更新をする場

合）は、令和 43 年度（2061 年度）までの約 40 年間において、構造物及び設備が 331 億

円、管路が 1,480 億円で、総額 1,811 億円の更新費が必要となります。 

 
図 3-５ 更新需要の見通し（法定耐用年数で更新した場合）  
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4.経営の基本方針 

これまで、本市の水道事業は順調な経営を続け、普及率も年々上昇しています。加えて、

水道料金は県内でも低く、安価で安定した水道供給を行っています。 

しかしながら、民間活用の拡大といった規制緩和の進展や地球温暖化を踏まえた環境負荷

低減の要請、あるいは気候変動による災害リスクの顕在化など、水道事業を取り巻く社会環

境が大きく変化しています。 

今後は、施設老朽化等への対応や地震対策、危機管理体制のさらなる強化や節水に対する

意識による需要変化を踏まえて、これまで同様に、安定的に水道供給が持続できるよう、厚

生労働省が示す「新水道ビジョン」における水道の理想像である「持続」「安全」「強靭」

の実現を目指し、基本理念として「（給水対象としてきた）地域とともに、信頼を未来につ

なぐ」を掲げて、事業を展開していきます。 

 

 
図 4-１ 水道の理想像（新水道ビジョン） 
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5.投資・財政計画（収支計画） 

5.1.投資についての説明 

5.1.1.投資計画の作成方針 

長期的な視点で施設整備を実施するため、以下の方針に基づき投資計画を作成しました。 

 

  

      

        
 

① 本市では、図 3-５（P30）のように法定耐用年数を迎えた水道施設が多くあり更新

を必要としていますが、令和 8 年度（2026 年）までに現在の４倍以上の投資が必要と

なり現実的ではありません。そのため、法定耐用年数ではなく実際の使用可能年数に即

した更新基準で更新需要を再検討しました。 

② 更新基準年数は、水道事業者等における更新実績を踏まえた「実使用年数に基づく更

新基準の設定例」に示されている更新基準設定例を基に設定しました。 

③ 設定した更新基準で更新する場合、令和 43 年度（2061 年度）までの約 40 年間の総

額では、構造物及び設備が 172 億円、管路が 1,134 億円、総額 1,306 億円の更新費が

必要となります。今後約 40 年間で、これらの水道施設を計画的に更新していきます。 

④ 更新需要の算出結果に加えて、未普及解消事業や耐震化などの既存計画（表 5-１参

照）を反映し、財政収支見通しを考慮した上で、事業費を平準化し投資計画を策定しま

した。 

⑤ 上記方針で策定した令和５～令和 14 年度（2023～2032 年度）の投資計画の工種ご

との内訳を表 5-２（P34）に示します。 

 

  

① 更新需要の検討 

（法定耐用年数で更新する場合の施設・管路の更新需要を見直し） 

② 施設・管路の更新基準年数を設定 

③ 更新基準年数による更新需要の算出 

④ ③の結果に個別計画を考慮して事業費の平準化を実施 

⑤ 平準化結果を基に 

令和 5～令和 14 年度（2023～2032 年度）投資計画を策定 
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表 5-１ 既存計画 

区分 事業項目 実施予定年度 

施
設
整
備 

北部低水圧対策 令和 5 年度 

未普及地域用管路新設（幹線整備） 令和 5 ～ 令和 10 年度 

未普及地域用管路新設（面整備） 令和 5 ～ 令和 30 年度 

TX 沿線開発地区事業 令和 5 ～ 令和 6 年度 

施
設
改
良 

中央配水場 ポンプ設備等更新 令和 5 ～ 令和 13 年度 

君島配水場外ポンプ設備更新 令和 5 ～ 令和６年度 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業計画は、表 5-１の既存計画をさします 

図 5-１ 更新需要の将来見通し（更新基準で更新、平準化した場合） 

 

令和 12 年度（2030 年度）までは、管路は大きな更新は実施せず、設備類の更新と葛城

配水場から北部方面配水管、未普及地域への新設管（幹線・面整備）を中心に実施し、令和

13 年度（2031 年度）以降に管路の更新工事を集中的に実施します。 
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表 5-２ 事業費内訳 

  
 

5.1.2.企業債 

企業債の発行額が増加すると、企業債償還金及び償還利子が財政を悪化させ、将来の負担

が増加します。一方で、料金改定のみを実施すると現役世代の負担が増加するため、世代間

負担の公平性を考慮し継続して企業債と料金の適切なバランスを検討していきます。 

起債条件は以下に示すとおりです。 

・利率：0.5％ 

・据置期間：5 年 

・償還年数：30 年、元利均等償還 

資金残高（現金預金）の確保額が 10 億円を下回る時に起債します。企業債の発行額は、

事業費の 90％を上限とします。 

 

5.1.3.繰入金 

一般会計からの繰入金は以下を予定しています。 

・安食地区簡易水道債 元利償還金の 1/2 

・児童手当 

・未整備地域解消事業に要する出資 令和５年度から令和 10 年度まで年間約２億円 

 

5.1.4.国庫補助金、分担金 

TX 沿線開発地区事業の工事費については工事費の 100%分を分担金として見込みます。 

 

単位：億円

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2031 2023

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 ～2032

建築 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

土木 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

電気 0.5 1.5 0.4 6.9 3.7 0.7 19.8 10.9 0.0 0.0 44.5

機械 0.7 0.2 1.7 0.3 5.8 0.1 2.8 0.1 0.0 0.0 11.7

計装 0.0 0.4 0.1 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

その他 0.7 1.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6

建築電気 0.0 1.8 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

管路 0.0 3.8 6.6 0.8 0.0 8.4 1.4 12.9 24.0 27.1 85.2

事業計画 29.0 22.8 22.8 23.2 22.8 22.8 6.2 6.2 6.2 2.8 164.7

30.9 31.6 31.7 32.1 32.8 32.9 30.2 30.3 30.2 30.0 312.6

※事業計画（表5-1　既存計画）には工事費の他、委託費を含みます

区分

構造物

及び

設備

合計
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5.2.投資以外の経費についての説明 

(1) 受水費 

茨城県水道条例第 7 条で定められた用水供給料金を基に推計を行いました。今後の需要

の増大に伴う基本水量の見直しを考慮し、また茨城県水道用水供給事業料金の特別措置を

反映した上で将来の受水費に係る費用を算定しています。 

 

(2) 人件費 

平成 28 年度～令和２年度実績平均を基準に賃金上昇率 0.29％/年を見込みます。 

 

(3) 動力費、薬品費 

（令和２年度実績単価）×（総配水量） 

平成 28 年度～令和２年度実績平均を基準に物価上昇率 0.44％/年を見込みます。 

 

(4) 修繕費 

令和２年度実績を基準に有形固定資産減価償却率に比例した額に物価上昇率 0.44％/年

を見込みます。 

 

(5) 減価償却費・長期前受金戻入・固定資産除却費 

減価償却費、長期前受金及び固定資産除却費は計算によって将来値が算出可能なため、

以下のとおり算出しました。それ以外の経費については、令和３年度（2021 年度）予算

を基準にしながら、適宜、平成 28～令和２年度（2016～2020 年度）決算の実績を考慮

しました。 

① 減価償却費 

・償却方法：定額法 

・償却限度額：95％ 

・耐用年数：建築→50 年、建築電気→13 年、土木→60 年、電気・機械→16 年、 

計装→10 年、量水器→8 年、その他→10 年 

② 長期前受金 

・償却方法：定額法 

・償却限度額：95％ 

・償却年数：負担金・分担金→40 年、国庫補助金：対象事業によって個別設定 

③ 固定資産除却費 
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・当該年度更新需要の 5％を見込みます（償却限度額まで使用した資産を更新する想

定で、残存相当の 5％を計上しました）。 

 

(6) 委託費（建設改良費） 

建設改良費の工事請負費の 7％を委託費として見込んでいます。 

 

(7) その他の経費 

  平成 28 年度～令和２年度実績平均を基準に物価上昇率 0.44％/年を見込みます。 

 

5.3.投資・財政計画（収支計画） 

以上の条件より、財政シミュレーションを行いました。結果について以降に示します。 

本市では平成 30 年度（2018 年度）に料金値上げを実施しており、短期間での再度の値

上げは利用者負担が大きくなるため、短期的には起債で必要な事業費を賄い、計画期間の中

間である令和９年度（2027 年度）に 5 年間の進捗状況を考慮して見直しを検討します。 



 

 

 

 

[
 つ

く
ば

市
経

営
戦

略
（

案
）
]  

3
7
 

表 5-３ 収益的収支（税抜） 

 

 
 

  

単位：千円

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023～2032

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 合計

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～R14

水道事業収益 5,657,659 5,711,709 5,780,501 5,789,155 5,841,880 5,875,364 5,919,527 5,952,625 5,989,836 6,003,651 58,521,908

営業収益 5,177,988 5,238,322 5,311,664 5,357,456 5,421,604 5,457,860 5,503,096 5,547,131 5,592,979 5,611,928 54,220,029

給水収益 4,684,409 4,732,218 4,793,860 4,833,124 4,886,629 4,914,093 4,951,323 4,986,925 5,025,171 5,036,361 48,844,113

その他営業収益 493,579 506,104 517,804 524,332 534,975 543,767 551,773 560,206 567,808 575,567 5,375,916

営業外収益 479,671 473,387 468,837 431,699 420,276 417,504 416,431 405,494 396,857 391,723 4,301,879

受取利息及び配当金 352 243 244 243 241 249 248 244 249 248 2,561

他会計補助金 1,382 1,171 954 787 787 787 787 787 787 787 9,016

長期前受金戻入 457,781 451,817 447,483 410,513 399,092 396,312 395,240 384,307 375,665 370,532 4,088,742

雑収益 20,156 20,156 20,156 20,156 20,156 20,156 20,156 20,156 20,156 20,156 201,560

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道事業費用 4,807,625 4,937,287 5,049,564 5,060,170 5,194,469 5,351,023 5,512,900 5,667,708 5,782,294 5,863,300 53,226,340

営業費用 4,634,067 4,774,637 4,893,836 4,910,632 5,050,320 5,211,400 5,377,408 5,535,481 5,652,424 5,734,920 51,775,124

原水及び浄水費 2,158,656 2,171,132 2,196,540 2,236,471 2,288,225 2,333,798 2,342,711 2,351,221 2,360,168 2,363,226 22,802,148

配水及び給水費 600,541 604,141 608,452 612,165 616,272 620,028 624,289 628,825 633,634 637,850 6,186,197

業務費 307,738 310,941 314,245 313,953 317,082 318,652 320,351 322,216 324,183 326,185 3,175,546

総係費 115,627 115,940 116,254 116,572 116,891 117,213 117,540 117,876 118,214 118,553 1,170,680

減価償却費 1,441,434 1,527,518 1,613,380 1,586,506 1,661,605 1,770,496 1,851,912 1,994,738 2,095,620 2,151,630 17,694,838

資産減耗費 10,071 44,965 44,965 44,965 50,245 51,213 120,605 120,605 120,605 137,476 745,715

営業外費用 173,558 162,650 155,728 149,538 144,149 139,623 135,492 132,227 129,870 128,380 1,451,216

支払利息及び企業債取扱諸費 172,740 161,832 154,910 148,720 143,331 138,805 134,674 131,409 129,052 127,562 1,443,036

雑支出 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 8,180

消費税及び地方消費税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

固定資産売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

過年度損益修正損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

予備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

予備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

損益 850,035 774,422 730,937 728,985 647,411 524,341 406,627 284,917 207,542 140,351 5,295,568
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表 5-４ 資本的収支（税込） 
 

 

  

単位：千円

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023～2032

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 合計

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～R14

資本的収入 1,587,933 2,149,308 2,018,220 2,030,224 2,148,059 2,190,511 2,096,497 2,139,320 2,100,993 1,979,979 20,441,044

企業債 1,240,802 1,801,966 1,789,823 1,808,884 1,926,719 1,969,171 2,075,157 2,117,980 2,079,653 1,958,639 18,768,794

企業債 1,240,802 1,801,966 1,789,823 1,808,884 1,926,719 1,969,171 2,075,157 2,117,980 2,079,653 1,958,639 18,768,794

負担金 30,502 30,502 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 231,724

工事負担金 30,502 30,502 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 231,724

国庫補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国庫補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

分担金 110,000 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000

分担金 110,000 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000

出資金 206,629 206,840 207,057 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 1,220,526

出資金 206,629 206,840 207,057 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 1,220,526

固定資産売却代金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土地売却代金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本的支出 4,185,350 4,352,493 4,275,850 4,303,914 4,402,916 4,466,002 4,419,486 4,455,794 4,471,666 4,395,753 43,729,223

建設改良費 3,353,518 3,533,267 3,441,967 3,478,623 3,567,997 3,580,311 3,517,216 3,529,966 3,524,836 3,561,162 35,088,863

施設整備費 2,361,086 2,148,693 2,038,829 2,038,968 2,039,107 2,039,248 329,561 329,700 329,838 329,980 13,985,010

人件費 42,579 42,702 42,825 42,950 43,075 43,200 43,325 43,451 43,575 43,704 431,386

工事請負費 2,175,096 1,971,123 1,861,123 1,861,123 1,861,123 1,861,126 262,722 262,722 262,722 262,722 12,641,602

委託費 140,338 131,781 131,781 131,781 131,781 131,781 20,358 20,358 20,358 20,358 880,675

施設改良費 980,845 1,372,631 1,390,831 1,427,056 1,515,992 1,527,860 3,174,154 3,186,474 3,180,945 3,216,863 20,973,651

工事請負費 948,640 1,300,299 1,317,378 1,317,152 1,434,186 1,445,490 2,983,906 2,995,710 2,990,822 3,007,097 19,740,680

委託費 32,205 72,332 73,453 109,904 81,806 82,370 190,248 190,764 190,123 209,766 1,232,971

営業設備費 11,587 11,943 12,307 12,599 12,898 13,203 13,501 13,792 14,053 14,319 130,202

企業債償還金 831,832 819,226 833,883 825,291 834,918 885,691 899,745 915,308 931,073 814,826 8,591,793

企業債償還金 831,832 819,226 833,883 825,291 834,918 885,691 899,745 915,308 931,073 814,826 8,591,793

予備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

予備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

棚卸資産購入限度額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

棚卸資産購入限度額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差引 ▲ 2,597,417 ▲ 2,203,185 ▲ 2,257,630 ▲ 2,273,690 ▲ 2,254,857 ▲ 2,275,491 ▲ 2,322,989 ▲ 2,316,474 ▲ 2,370,673 ▲ 2,415,774 ▲ 23,288,179
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表 5-５ 資金収支、業務量、経営指標 

  

単位：千円

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2023～2032

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 合計

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R5～R14

水道事業収益 5,657,659 5,711,709 5,780,501 5,789,155 5,841,880 5,875,364 5,919,527 5,952,625 5,989,836 6,003,651 58,521,908

営業収益 5,177,988 5,238,322 5,311,664 5,357,456 5,421,604 5,457,860 5,503,096 5,547,131 5,592,979 5,611,928 54,220,029

営業外収益 479,671 473,387 468,837 431,699 420,276 417,504 416,431 405,494 396,857 391,723 4,301,879

水道事業費用 4,807,625 4,937,287 5,049,564 5,060,170 5,194,469 5,351,023 5,512,900 5,667,708 5,782,294 5,863,300 53,226,340

営業費用 4,634,067 4,774,637 4,893,836 4,910,632 5,050,320 5,211,400 5,377,408 5,535,481 5,652,424 5,734,920 51,775,124

営業外費用 173,558 162,650 155,728 149,538 144,149 139,623 135,492 132,227 129,870 128,380 1,451,216

損益 850,035 774,422 730,937 728,985 647,411 524,341 406,627 284,917 207,542 140,351 5,295,568

資本的収入 1,587,933 2,149,308 2,018,220 2,030,224 2,148,059 2,190,511 2,096,497 2,139,320 2,100,993 1,979,979 20,441,044

企業債 1,240,802 1,801,966 1,789,823 1,808,884 1,926,719 1,969,171 2,075,157 2,117,980 2,079,653 1,958,639 18,768,794

負担金 30,502 30,502 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 21,340 231,724

国庫補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

分担金 110,000 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000

出資金 206,629 206,840 207,057 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 1,220,526

固定資産売却代金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本的支出 4,185,350 4,352,493 4,275,850 4,303,914 4,402,916 4,466,002 4,419,486 4,455,794 4,471,666 4,395,753 43,729,223

建設改良費 3,353,518 3,533,267 3,441,967 3,478,623 3,567,997 3,580,311 3,517,216 3,529,966 3,524,836 3,561,162 35,088,863

企業債償還金 831,832 819,226 833,883 825,291 834,918 885,691 899,745 915,308 931,073 814,826 8,591,793

差引 ▲ 2,597,417 ▲ 2,203,185 ▲ 2,257,630 ▲ 2,273,690 ▲ 2,254,857 ▲ 2,275,491 ▲ 2,322,989 ▲ 2,316,474 ▲ 2,370,673 ▲ 2,415,774 ▲ 23,288,179

損益勘定留保資金① 993,724 1,120,666 1,210,862 1,220,958 1,312,758 1,425,397 1,577,277 1,731,036 1,840,560 1,918,574 14,351,811

損益② 850,035 774,422 730,937 728,985 647,411 524,341 406,627 284,917 207,542 140,351 5,295,568

資本的収支不足額③ ▲ 2,597,417 ▲ 2,203,185 ▲ 2,257,630 ▲ 2,273,690 ▲ 2,254,857 ▲ 2,275,491 ▲ 2,322,989 ▲ 2,316,474 ▲ 2,370,673 ▲ 2,415,774 ▲ 23,288,179

消費税資本的収支調整額④ 294,865 311,206 312,906 316,238 324,363 325,483 319,747 320,906 320,440 323,742 3,169,897

差し引き①+②+③∔④ ▲ 458,793 3,109 ▲ 2,924 ▲ 7,509 29,676 ▲ 270 ▲ 19,338 20,385 ▲ 2,131 ▲ 33,107 ▲ 470,903

資金残高 1,025,840 1,028,949 1,026,025 1,018,516 1,048,191 1,047,922 1,028,584 1,048,968 1,046,837 1,013,730 10,333,562

給水人口(人） 235,724 240,640 245,590 248,960 252,350 255,758 258,907 261,787 264,004 266,226

年間有収水量(㎥) 23,025,792 23,261,085 23,563,670 23,757,120 24,020,214 24,154,970 24,338,200 24,513,400 24,701,340 24,755,760

供給単価(円/㎥)　 203.44 203.44 203.44 203.44 203.44 203.44 203.44 203.44 203.44 203.44

料金改定率(％) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

給水原価（円/㎥） 188.91 192.83 195.30 195.72 199.64 205.12 210.27 215.53 218.88 221.88

起債比率 37.0% 51.0% 52.0% 52.0% 54.0% 55.0% 59.0% 60.0% 59.0% 55.0%

資金残高 1,025,840 1,028,949 1,026,025 1,018,516 1,048,191 1,047,922 1,028,584 1,048,968 1,046,837 1,013,730

損益 850,035 774,422 730,937 728,985 647,411 524,341 406,627 284,917 207,542 140,351

企業債残高 13,832,133 14,814,873 15,770,813 16,754,406 17,846,207 18,929,687 20,102,574 21,294,726 22,427,549 23,551,598
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5.4.投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や、今後の検討

予定の取組について示します。 

 

5.4.1.投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

広域化 

令和４年（2022 年）２月に茨城県が策定した「茨城県水道ビジョ

ン」に基づき、茨城県が設置した研究会に参加し、広域連携等に係

る具体的な方策等の検討を行っています。 

民間の資金・ノウハウ等 

の活用 

（PPP/PFI 等の導入等） 

地域や各事業者の実情を踏まえ、指定管理者制度や民間委託等の活

用のほか、公共施設等運営権方式を含む PPP/PFI の活用を検討しま

す。 

アセットマネジメントの充実 

（施設・設備の長寿命化等 

による投資の平準化） 

令和 2 年度（2020 年度）に策定したアセットマネジメントの検討

結果に基づき、維持管理情報の収集・活用等を通して施設・設備を

効率良く管理・運営できるよう、レベルアップを目指します。 

施設・設備の廃止・統合 

（ダウンサイジング） 

茨城県企業局からの受水により既存の自己水源及び浄水場を順次廃

止及び利用停止してきており、効率的な施設利用を図っています。 

施設・設備の合理化 

（スペックダウン） 

現在の施設・設備で安定した給水ができるように、施設能力を勘案し

て更新を実施していきます。 

 

5.4.2.財源についての検討状況等 

料金 

現行料金水準を維持し、進捗状況を踏まえて見直しを図ります。また、将来的には

更新費用の増加により、水道料金の改定が必要になると見込まれますので、次回の

経営戦略改定時には、水道料金のあり方について検証を行います。 

企業債 
企業債残高対給水収益比率が県内類似団体平均（約 350％）を上回るため、世代

間の公平性を考慮した起債額を検討していきます。 

補助金 
国・県の補助事業については予算編成の動向や制度改正の情報収集に努め、積極

的かつ確実に財源の確保に努めます。 
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6.経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

6.1.進捗管理及び見直しの方法 

本経営戦略については、ＰＤＣＡサイクルに基づき、計画の策定（Plan）、事業の実行

（Do）、達成度の評価（Check）、改善（Action）を行い、フォローアップしていきま

す。このうち達成度の評価及び改善については、モニタリング及びローリングにより実施し

ます。 

 

１）モニタリング 

投資計画の進捗確認と財政状況（損益、資金残高、企業債残高）の確認を毎年度実施しま

す。モニタリングにおいて計画との大きな乖離が認められた場合には、次に示す計画見直し

（ローリング）を待たずに、計画の全体的な見直しや再検討を実施します。 

 

２）ローリング 

計画期間内では現行料金を維持する計画としています。ただし、将来的には更新需要が増

大し収益的収支（損益）が赤字になる懸念があることから、計画期間の中間において本経営

戦略の見直し（ローリング）を行うものとします。 

見直しに当たっては、モニタリングを踏まえて、収支計画の計画値と実績の乖離状況につ

いて検証の上、投資計画をはじめ各支出項目を全体的に見直し、その財源確保策など、必要

な改善策を検討します。 

 

Ｐｌａｎ【計画】

✔経営戦略の策定

✔投資・財政計画

Ｄｏ【実行】

✔経営戦略の実行

✔施策の実施

Ｃｈｅｃｋ【評価】

✔事後評価

✔経営分析

Ａｃｔｉｏｎ【改善】

✔経営戦略の見直し

✔経営戦略の更新
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資料編 用語集 

 

 用  語 説       明 ページ 

あ アセット 

マネジメント 

持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道

施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を

管理運営することが必要不可欠です。 これらを組織的に実践する活動

のことをアセットマネジメントといいます。 

具体的には水道の資産（配水場、配水池、管路など）を健全に管理運

営するために、資金確保をふまえた財政収支見通しに基づき更新時期や

費用などを検討するものです。 

38 

い 一日平均給水量 

一日最大給水量 

配水場から配水された水量の１年間の合計量を年間日数で割ったも

のを一日平均給水量、１年間の最大量を一日最大給水量といいます。 

3 

茨城県水道ビジョン 茨城県が令和４年２月に策定した県水道が目指すべき将来の理想像

と、その実現のための取組みの方向性を示したものです。 

今後 10 年間は４圏域（本市は県南西広域圏）別に経営の一体化の手

法で広域連携を推進し、将来１県１圏域を目指しています。 

９ 

か 簡易水道 計画給水人口が 5000 人以下の水道をさします。本市では非公営の簡

易水道が多く存在しています。 

２ 

幹線整備 本市では、水道未普及地域に対して新設管を布設する整備を、幹線整

備と面整備に分けています。幹線整備は、やや大きめの口径の配水管を

布設するものです。 

33 

元利均等償還 地方債の償還（返済）は、元金と利息の支払いに区分され、償還方法

としては、元金均等償還と元利均等償還が一般的です。元利均等償還は、

各償還期において元金と利息の償還額の合計が一定である償還方法で

す。 

34 

き 起債 地方公共団体が地方債を起こして、資金の借入を行うことです。 36 

企業債 地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるために起こす

地方債をいいます。 

15 

基本料金・従量料金 水道の使用量とは関係なく定額で徴収される料金を基本料金といい

ます。これに対して、使用量に対して１㎥当たりの金額で徴収される料

金を従量料金といいます。 

7 

キャッシュフロー 現金の流れを意味し、主に営業活動から得られた収入から、外部への

支出を差し引いて手元に残る資金の流れのことです。 

14 

給水収益 水道料金として徴収した収入の合計です。 12 

給水区域 水道水を供給する区域のことで、本市の場合は市内全域です。 2 

行政区域内人口 つくば市全体の人口をさし、国勢調査（10 月 1 日）をもとに出生・

死亡、市外への転出・転入を加減して推計した人口のこと。水道では年

度末における人口を使用するため、10 月 1 日人口から 3 月 31 日人口

へ補正をしています。 

27 
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 用  語 説       明 ページ 

け 経常損益 水道事業が事業全体から経常的に得た損益を示します。事業全体から

得た損益ですので、本業以外の財務活動などによる収益と費用（営業外

収益・営業外費用）も反映させます。 

10 

計画給水人口 

・現在給水人口 

つくば市水道事業は、令和 4 年 3 月に厚生労働省の認可を受け、令和

12 年度に 262,000 人に給水することを計画しています。これに対し

て、令和３年度現在の給水人口は 223,646 人になっています。 

3 

減価償却費 固定資産は使用によって経済的価値が減少していきますが、この減少

額を毎年度の費用として配分することを減価償却といい、その費用を減

価償却費といいます。水道事業には、浄水場や配水場、水道管路など高

額な固定資産があります。 

7 

建設改良費 固定資産の取得やその価値の増加のために必要となる経費で、新しく

布設する水道管路や老朽化した水道施設の更新などがあります。 

35 

こ 口径別料金体系 口径別に料金が設定されている料金体系のことで、「水道料金算定要

領」（（公社）日本水道協会）でも口径別料金体系を原則としています。 

7 

固定資産除却費 使用しなくなった固定資産を廃棄して、帳簿価格を取り除くことを除

却といい、その帳簿価格を除却費といいます。 

35 

し 指定管理者制度 平成 15 年６月の地方自治法の改正（平成 15 年９月２日施行）によ

り、管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が創設されました。指定

管理者制度を導入することにより、法人、民間事業者や NPO 法人など

も、水道施設の管理を代行することが可能となり、サービスの向上と経

費の縮減が期待できます。 

40 

時系列傾向分析 時間の経過による変動傾向から、将来値を確率論的に解析するもので

す。 

28 

受水 つくば市水道事業が、茨城県県南西広域水道用水供給事業から浄水

（水道用水）の供給を受けること。県南西水道用水供給事業は、霞ヶ浦

浄水場で浄水処理を行い、つくば市などへ水を送っています。 

３、35 

受託工事収益 給水装置の新設または修繕などの工事を行った際の対価として受け

取った収益をいいます。 

13 

消費税資本的 

収支調整額 

水道事業では、消費税に関して、建設改良工事における消費税の「仮

払い」と、水道料金徴収における「仮受け」があります。このすべてを

収益的収支で計算しますので、資本的支出で支払った仮払消費税は消費

税及び地方消費税資本的収支調整額として内部留保資金となります。 

39 

す 水質検査計画 水質検査を適正に行うため、水質検査の地点や水質検査の項目、検査

の回数などを定めたものです。つくば市の HP で公開しています。 

9 

据置期間 元本の返済が猶予される期間です。 34 

ち 長期前受金戻入 水道管などの固定資産の取得の際に交付された補助金、工事負担金な

ど（長期前受金）を資産の減価償却に合わせて各年度に収益として計上

するものです。 

17、35 
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 用  語 説       明 ページ 

つ つくば市未来構想・

戦略プラン 

つくば市の今後のまちづくりの指針として、2050 年までの計画を示

した未来構想。将来人口は、2048 年に約 29 万人となる展望が描かれ

ています。 

27 

ね 年間総配水量 

・有収水量 

年間総配水量は、１年間に配水場から配水した水量の合計です。有収

水量とは、主に料金徴収の対象となった水量のことです。 

19 

ほ 法定耐用年数 機械、設備など減価償却資産の法定上の使用可能な見積期間のことで

す。税法では各種の減価償却資産を分類して耐用年数を定めており、そ

の耐用年数に従って減価償却をします。 

21 

北部低水圧対策 本市の北部を対象とした低水圧を解消するための管路整備のことを

いいます。 

33 

ま 末端給水事業 各家庭の蛇口まで水道水を供給する事業のことで、つくば市水道事業

は末端給水事業に該当します。 

11 

め 面整備 本市では、水道未普及地域に対して新設管を布設する整備を、幹線整

備と面整備に分けています。面整備は、小口径の配水管をある地域一体

（面的）に布設するものです。 

33 

ゆ 有形固定資産 固定資産とは、営業活動のために長期にわたり使用する目的で保有さ

れる財産で、有形と無形があります。有形固定資産には建物、機械装置、

車両運搬具などがあり、無形とは権利など形のない固定資産となりま

す。 

20 

よ 用水供給事業 水道事業者に水道水（浄水）を供給する事業のこと。本市は、茨城県

県南西広域水道用水供給事業から供給を受けています。 

35 

り 流動資産・負債 流動資産とは、現金や原則として１年以内に現金化される債権、貯蔵

品などをいい、絶えず流動的に出入りする資産のことをいいます。 

流動負債とは、通常の取引において１年以内に償還しなければならな

い短期の債務のことをいいます。 

14 

ＰＦＩ ＰＦＩとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経

営能力及び技術的能力を活用して行う手法です。地方公共団体等が直接

実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業に

ついて、検討が進められています。 

40 

ＰＰＰ 公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広くとらえた概念で

「官民連携」ともいいます。民間資本や民間のノウハウを活用し、効率

化や公共サービスの向上を目指すものとされています。 

40 
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会議の名称 令和４年度第２回つくば市上下水道審議会 
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水道総務課長 小吹正通、水道工務課長 植木亨 
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公開・非公開の別 ☑公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ２名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

つくば市水道事業経営戦略（案）について 
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小原正彦委員 

秋葉忠委員 

確定年月日 令和４年 11 月 28 日 
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会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 議事 

 (1) 第１回つくば市上下水道審議会における質疑・意見等について 

 (2) 投資・財政計画（財政シミュレーション）について 

 (3) その他 

３ 閉会 

 

１ 開会 

事務局（小吹水道総務課長）：皆様おはようございます。本日は、御多忙のと

ころ御参集いただきましてありがとうございます。ただいまから令和４年度

第２回目のつくば市上下水道審議会を開催いたします。 

開催に先立ちまして、皆様の前にマイクを置かせていただいたのですが、

発言等する場合にはこのマイクの後ろにボタンがあるので、ここを押してい

ただくとマイクが入るようになりますので、発言なさる場合には、こちらの

ボタンを押してから発言されるようよろしくお願いいたします。  

それでは早々ですが白川会長の方に議事進行の方をお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

白川会長：はい。どうぞよろしくお願いします。まず本日の審議会ですが、出

席委員の数が 13 人となっています。委員数 15 人の半数がいないと成立しな

いということですが、半数の８人以上に達していますので、第２回上下水道

審議会を開会します。また、本審議会の議事録を作成するために録音をされ

るということですので御了承お願いします。前回に引き続きになりますが、

本審議会の公開について、前回御説明があったとおりつくば市附属機関の会

議及び懇談会等の公開に関する条例第３条の規定により原則公開となってお

ります。本日の議題についても特に非公開とする内容が含まれていませんの
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で、公開で進めて参りたいと思います。本日傍聴希望者がいるようでしたら

事務局の方で会議室の中に案内してください。いないということですね。わ

かりました。続きまして会議録署名委員の指名を行います。つくば市上下水

道審議会運営規則第４条の規定により、会議録署名委員を２名指名します。

第１回の際に名簿順に輪番でということでした。今回は、小原委員と秋葉委

員を指名しますので会議録の署名をお願いします。次回以降も名簿順に指名

していきたいと思っています。議事録につきましては、会議の終了後遅延な

く作成し、委員の署名後、ホームページに公表するという手順になっていま

す。 

２ 議事 

 (1) 第１回つくば市上下水道審議会における質疑・意見等について 

白川会長：それでは議事に入ります。本日野中委員が間もなく到着されると伺

っているのと、御都合によって途中退席される委員もいらっしゃると伺って

います。議事としましては、皆さんのお手元にありますように、(1)(2)(3)

がありまして、その次に資料一覧が付いていると思います。資料が皆さんそ

ろっていますでしょうか。資料１、資料２、資料３－１と３－２がホチキス

留めになっていて、資料４、資料５－１、５－２、５－３もひとつに綴じて

あります。資料６－１から６－４もひとつになっていて、資料７、その後資

料番号はありませんが、財政シミュレーションの資料がホチキス留めで２つ

ほどありまして、それと別に追加資料というものが配られているかと思いま

す。もし不足等ありましたらおっしゃってください。本日の議事は、中心と

してこの投資財政計画、財政シミュレーションについてということになるの

ですが、その前に前回の審議会における質疑・意見についてという議事があ

りますので、まずはここについて事務局から説明をお願いします。 

事務局（石渡水道総務経営係長）：水道総務課経営係長の石渡と申します。着

座にて失礼いたします。まず、議事の説明の前に事前に配付いたしました資
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料について一部訂正がありましたので御説明したいと思います。本日机の上

に置かせていただいた資料で、付箋が貼ってある資料６－４になるのですが、

一部数字が誤っていましたので、今回配布しました資料が正しいものになり

ます。訂正箇所につきましては、(B)の企業債残高対給水収益比率が 350％の

場合の数字が一部誤っておりました。お詫び申し上げます。ですので、今回

はこの付箋の貼ってある資料の方でお願いいたします。 

それでは議事の「(1)第１回つくば市上下水道審議会の質疑・意見等につい

て」御説明いたしますので、資料１を御覧ください。資料１なのですが、こ

ちらは前回の第１回の審議会で委員の皆様から出されました質問や御意見に

ついて、事務局の方で回答を整理させていただきました。資料１の事務局回

答の欄の赤字で書いてある部分については、前回の審議会で回答できなかっ

た部分や事務局の考えを改めて記載しましたので、参考にしていただければ

と思います。資料１ですが、大きく２つに分かれていまして、１ページの最

初に「１ 財政シミュレーションに関すること」ということで、今回の主な

議事の内容である、財政シミュレーションに関する質疑について記載をさせ

ていただいて、２ページ目の真ん中ぐらいに「その他」という事項があるの

ですが、その他については財政シミュレーション以外の質疑についてまとめ

させていただきました。本日の第２回の議事については、主に財政シミュレ

ーションについて、これから補足説明をしていきたいと思いますので、参考

にしていただければと思います。その他の事項につきましても、財政シミュ

レーションの審議の後にその他の事項を設けさせていただいておりますの

で、そこで改めて質問や御意見等があればと思います。本日事前にはお配り

していないのですが、追加資料ということで右上の方に四角枠で「追加資料」

と書かせていただきました資料を配布させていただきました。第１回つくば

市上下水道審議会質疑・意見等（追加）ということで、前回の審議会の後に

メール等でいただきました質問や意見について、今回改めて御紹介させてい
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ただきたいと思いますので、この資料を追加させていただきました。質問に

ついては２つ、意見については３つあります。今回は特に回答については時

間の関係で御説明ができないので、また改めて第３回以降で御説明できれば

と考えております。また、意見につきましても内容によって審議事項になる

ようなものもありますので、皆様の御意見等も追加でいただければと思って

おります。説明は以上になります。 

白川会長：はい。ありがとうございました。今の時点でこの資料１や追加資料、

この質疑・意見等について委員の皆様から何か御発言ありますでしょうか。

今でなくても、後からでも構いませんので何かお気づきのことがあればおっ

しゃってください。三宮委員お願いします。 

三宮委員：国土交通省国土技術政策総合研究所の三宮でございます。追加資料

の質問や意見を出させていただいたのは私なのですが、ちょっと補足をさせ

ていただきたいと思います。まず、質問の方の 17 ページと書いてある部分で

す。これは給水原価が減少傾向というのが前回の資料で書いてあったと思い

ます。何か努力されてそれが下がっているというのであれば非常にそれは良

いことだと思いますので、もしそういうことがあれば教えていただきたいな

ということでございます。 

それから次の 22 ページと書いてある部分ですけども、これは書かれている

とおりで、判断基準が何か、更新に際しての判断基準があればそれはどうい

う基準なのですかということです。ちらっと聞いたら幹線管きょから、古い

ものから順番にやっているということでしたので、そういう基準だというの

であればそれで結構です。それから意見のところでは、１ページ目と書いて

あるところ、これは前回も確か未普及地域の解消がまだあるということにつ

いてかなり意見が出たと思うのですけれども、課題として１ページ目のとこ

ろには、全国のことしかほぼ書かれてない感じでしたので、つくば市の審議

会なので、つくば市独自の課題をしっかりと書いたほうが良いなと思いまし



 

6 

 

た。  それから 30 ページと書いてある部分ですけども、これはもしかする

と図５－１というのがありまして、今日も資料５－１にグラフがあるんです

けども、これなのかなというのはちょっと後から思ったりもしたので、「こ

れです。」というのであればこれでも結構だと思います。 

それから 31 ページ以降でテーマというか特に強靱の部分ですけども、今

日の資料でも、耐震化はまだあまり進んでいないということが示されている

と思います。改築の時にそれをやっていくというのであればそれもひとつの

答えかなと思いますけども、地震とかで断水した時に給水活動なんかをしな

ければいけない場合もあるかもしれませんが、他の自治体、例えば耐水性貯

水槽をあるところに整備したりとか、あるいは自治体間で協定を結んで給水

活動なんかもお互いに何かやれるようにしたりとか、そういった手もありま

すので、もしそういう何か取組があれば、そういうのも書いたらどうかな、

と思いました。以上でございます。 

白川会長：はい。ありがとうございます。先ほどの更新の話などはこのシミュ

レーションの中にも重要な条件として入ってくるところですので、それも踏

まえて今すぐでなくても、事務局の方から対応していただければと思います。 

 今回の主な議題は、シミュレーションについてということになっています。

今回、中期目標、経営戦略を考えていくというときに、今後 10 年間の収入と

支出の見通しを踏まえて、いろいろなことを考えていくことになりますが、

その根っことなる収入と支出の見通しがどのようなものなのかということを

示すのがこの財政シミュレーションでありまして、第１回の時の皆様の質疑

・意見等の中にもそれに関するものが多く出てきました。支出としては、動

かせないものもたくさんありまして、未普及地域の解消などは着実に進めて

いくとして、これまでひいてきた管路や施設をどのくらい更新するのかによ

って支出が大きく変わってきます。収入の方もいろいろな努力はするにして

も、基本となるのは料金収入、それをどのようにしていくか、それから足り
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ない部分について、借金といいますか企業債をどのくらい出していくかと、

この２つで収入の見通しが大きく変わってくることになります。その時に先

ほどの三宮委員の意見にもありました耐震化や危機事象等への備えとして、

いくらかはやっぱり手元に使えるお金というのが常に残っている状態が望ま

しいと思いますので、それをどのくらい残しておくようにするか、などを考

えていくべきかと思っています。 

この経営戦略の中に、見通しを示すことになりますが、その財政シミュレ

ーションの条件として設定するものが妥当なのかどうかということを委員の

皆様に審議していただかなければいけないと思いますので、その辺りを今回

の案を事務局の方で説明していただいて、それに対して委員の方からもっと

こういう条件で計算した方がいいとか、この数字はもっとこういうふうに変

えた方がいいとか、そのような意見を出していただければと考えています。

それでは事務局の方から財政シミュレーションについての説明、ちょっと資

料がたくさんありますけれども、これをお願いできますでしょうか。 

(2) 投資・財政計画（財政シミュレーション）について 

事務局（石渡係長）：水道総務課経営係長の石渡と申します。今回ちょっと資

料が多くなって申し訳ないのですが、第１回の審議会の方で、財政シミュレ

ーションについてお示ししましたところ、質問や意見がかなり多く出ました

ので、今回改めて内容や条件についても詳しく御説明させていただきたいと

思っております。またシミュレーションについては、ひとつだけではなく、

比較するためにも複数のシミュレーションを実施しましたので、そちらにつ

いても説明させていただきたいと思います。 

でははじめに、お配りしました資料２を御覧ください。横長Ａ３の資料に

なります。「財政シミュレーションの設定条件について」という資料になり

ます。まずこちらから説明させていただきます。前回の第１回審議会の時に、

経営戦略（案）の 37 ページから 39 ページに記載しました、財政シミュレー
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ションについて、前回は結果だけを伝えるような形になりまして条件につい

てはあまり触れていませんでしたので、今回改めて御説明させていただきま

す。まず、財政シミュレーションの設定条件としまして向かって左側が１ 収

益的収支、いわゆる３条予算と呼ばれるものです。右側が資本的収支、４条

予算、この２つに分けて設定しております。まず１番の収益的収支なのです

が、（1）の収益的収入の部分を説明します。こちらにつきましては、営業収

益と営業外収益に分かれておりまして、まず収入の大部分を占めます給水収

益、料金収入ですが、こちらの条件としましては、供給単価というものを算

出しまして、それにこの後御説明させていただくのですが、水需要予測とい

うものを行いまして、どれだけ水量を使うのかという分析をし、その水量、

有収水量なのですが、こちらを乗じて算出しております。供給単価につきま

しては、令和元年度と令和２年度の平均値 203.44 円を採用しております。そ

の他営業収益ということで、こちらについては項目が多いので、平成 28 年か

ら令和２年度の平均値を設定しております。営業外収益としまして長期前受

金戻入、こちらは既存分と新規分ということで分かれておりまして、既存分

については、今ある資産に対するものの予定額、新規分についてはこれから

投資計画で取得する見込みのものについての推計額を計上しております。他

会計補助金、その他営業外収益については御覧のとおりとなっております。

次に収益的支出になります。こちらも営業費用と営業外費用に分かれており

まして、まず営業費用の受水費、こちらは水を購入する費用ですが、こちら

についても、この後説明する水需要予測に基づきまして推計しております。

次の人件費につきましては、平成 28 年から令和２年度の平均値を設定してい

ますが、こちら賃金上昇率１年当たり 0.29％を見込んでおります。動力費、

薬品費につきましても、実績の単価に水需要予測で計算した配水量を乗じて

推計しております。こちらも水量によって大きく変動する経費になりますの

で、水量から算出しております。さらに物価上昇率 0.44％を見込んでおりま
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す。修繕費につきましては、令和２年度の実績を基準に有形固定資産減価償

却率に比例した額に物価上昇率 0.44％を見込んで算出しております。その他

の費用につきましては、平成 28 年から令和２年度の平均値に物価上昇率 0.44

％を見込みます。減価償却費につきましては、こちらも既存分と新規分に分

けて算出しておりまして、既存分については予定額、新規分につきましては

資産ごとに耐用年数を設定しまして定額法により推計しております。資産減

耗費については御覧のとおりとなっております。営業外費用の支払利息です

が、こちらも既存分と新規分に分かれておりまして、既存分につきましては

今後の支払予定を計上しております。新規分につきましては、利率 0.5％、

償還年数 30 年で見込んで計算しております。次に右側の資本的収支、４条予

算について御説明いたします。まず資本的収入ですが、前回も話題になりま

した、企業債収入、いわゆる借金ですが、こちらにつきましては、この後説

明する建設改良費、更新事業に対して起債比率を乗じたような形で算出して

おります。ただいくつか上限がありまして、資金残高の確保が 10 億円を下回

る場合に起債をするということで、常に財政シミュレーションにおいても毎

年 10 億円は確保できるように企業債を利用するような形で推計しておりま

す。さらに企業債の発行額は事業費の 90％を上限としております。ここに赤

字で書かせていただいたのですが、企業債残高対給水収益比率を 500％以下

とするとあるのですが、前回の経営戦略（案）でお示ししたシミュレーショ

ンはこの 500％以下でお示ししましたが、他のパターンでも分析しておりま

すのでここの条件を変えて今回はシミュレーションをいくつか行っている状

況です。その他の収入については、補助額が見込まれる事業分を計上してお

ります。資本的支出につきましては、まず建設改良費ということで更新需要、

今後どれだけ更新をしていくかという費用の部分になるのですが、アセット

マネジメントという手法により分析した結果に既存の事業計画を含めて算出

しております。先ほども話に出たのですが、こちらについては資料５－１で
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詳しく説明したいと思います。企業債償還金については、既存分と新規分に

分かれておりまして、既存分については、今ある企業債の償還予定額を計上

し、新規分については、先ほどの利息と同様利率 0.5％、償還年数 30 年で見

込んで計算しております。以上が資料２の説明となります。 

資料３－１を御覧ください。先ほど条件の説明でいくつか水量について、

水需要予測を行って推計をしているという話をしましたので、この水需要予

測について御説明したいと思います。まず資料３－１なのですが、こちらは

どのように水需要を予測していくのかというフローをまとめさせていただき

ました。人口予測を基にそこから水量を推計していくような形になるのです

が、具体的に申し上げますとまず人口につきましては、上位計画であるつく

ば市未来構想の人口推計値を用いておりまして、普及率を推計し、人口に普

及率を乗じて、この⑤給水収益ということで実際に水道を利用すると見込ま

れる人口、こちらを算出しております。この給水人口に⑥の生活用原単位を

乗ずるとありますが、この生活用原単位というのは、１人どれぐらい水を使

うのかという統計的な数値がありますので、こちらの単位を乗じまして、実

際に生活用水量としてどれだけ使うのかという試算をしております。この⑦

の生活用水量に、生活用のみではなく業務営業用水量もありますので、こち

らを加えた水量が有収水量という形で算出しております。この有収水量に先

ほど御説明しました供給単価を乗じることによって、将来の給水収益、水道

料金の収入、こちらを算出するような流れとなっております。具体的な推計

結果については次の資料３－２になります。細かい数字で申し訳ないのです

が、先ほどフローで示しましたいくつか番号がついている項目があるのです

が、それぞれの項目につきまして具体的にどのような算定方法を用いて、将

来どのような数字となっていくのかというものを示した資料になります。実

際の項目につきましては、平均を用いたり、過去の実績を基に時系列の傾向

分析をしたり、様々な算定方法を用いまして、最終的にはこの⑰給水収益と
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いうことで、年間の収益を試算するような形となっております。この水需要

予測に基づいて様々な収益や費用の算出を行っているような状況となってお

ります。資料３－２については以上になります。 

資料４を御覧ください。「企業債について」とあります。財政シミュレー

ションで、やはり大きな影響を及ぼす企業債収入、どれだけ借金に頼るのか

というところもかなりポイントにはなってくるのですが、まずはその企業債

について、どれぐらい借りられるのか、水準的なものがあるのか、そのよう

なところも気になると思いますので、今回この資料を使って御説明したいと

思います。(1)に企業債残高対給水収益比率とあるのですが、水道事業の大き

な財源としましては、皆様の料金から成り立つ料金収入である給水収益と、

企業債という借金、これが大きなウェイトを占めております。収益に対して

借金の残高、企業債の残高がどれだけあるのかという比率というのは、今後

の経営を行っていくためにも非常に重要な指標となっておりますので、今回

この指標に着目しまして、財政シミュレーションを行っているような状況で

す。第１回審議会の時も御説明しましたが、現状としましては、この過去の

推移を見ていただければ分かると思うのですが、料金改定を行ったことによ

って、比率自体は年々減少しているような状況にあります。令和３年度の直

近の実績では 262.14％という実績となっております。続きまして、(2)の企

業債残高対給水収益率の水準についてとあるのですが、どれぐらいが適正な

比率なのかというところで、実際に経営分析指標を定義付けているといいま

すか、全国的に行いなさいと言っているのが総務省で、総務省のホームペー

ジにこの指標の説明があります。この指標の説明では、明確な数値基準とい

うのはないと記載されております。類似団体や経年比較をして、適切な数字

というのを対外的に説明するようにしてください、というような状況であり

ます。しかし、これだけでは分かりにくいので、事務局の方でいくつか案と

いいますか、ひとつの水準として挙げさせていただいたのが、この(2)の２つ
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目の黒ポチになります。地方公共団体の一般会計に適用される指標として、

将来負担比率というものがあります。一般会計は税収によって行っているも

のになるのですが、一般会計でも似たような指標がありまして、この将来負

担比率というのは、税収に対してどれだけ地方債残高、借金の残高があるの

かという割合を示したものになっております。下線を引かせていただいたの

ですが、一般会計の方では将来負担比率が 350％以上の場合には早期健全化

基準というものに引っかかるということで、財政健全化計画を定めなければ

ならないとされています。しかし、これはあくまで一般会計の基準となって

おりますので、水道事業は地方公営企業になるので、地方公営企業にはこの

基準は適用されないような形になっています。次に(3)の「茨城県内の他団体

における企業債残高対給水収益比率について」ということで、少し古いので

すが、令和２年度決算の県内の市町村の状況を示しました。つくば市は 273.05

％で、県北の団体、水戸市は約 408％、日立市は約 518％、ひたちなか市は約

619％ということで、県内の同規模団体では 500％を超える団体もあるような

状況にあります。以上が資料４の説明になります。 

資料５－１を御覧ください。先ほども話がありました、更新需要ですね。

将来の投資計画について御説明したいと思います。前回の経営戦略（案）の

方でもお示ししたこのグラフなのですが、将来にわたって実使用年数に基づ

いてどれだけその更新需要に費用がかかるのかという試算をしまして、段階

的に見通しを立てていくというような計画を示しております。なぜこのよう

な形で計画をしたのかという説明が前回漏れていましたので、今回少し説明

したいと思います。真ん中の青い四角枠の中を御覧ください。今回お示しし

た更新需要の考えということでいくつか挙げさせていただきました。まずひ

とつ目です。平成 30 年度につくば市は料金改定を行いまして、水道料金の見

直しをしたのですが、その際に、水道未普及地域の解消事業、幹線事業にな

るのですが、こちらを令和 10 年度までに重点的に実施するという計画に基づ
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いて料金改定をしました。ですので、今回作成しました将来見通しについて

も事業計画の部分に含まれるのですが、この未普及地域の解消事業は今後 10

年間で重点的に行うような計画となっております。さらにふたつ目としまし

て、施設のうち、中央配水場や君島配水場は、経過年数を経過している設備

が多いことから、優先して改良を行うということなのですが、改めて御説明

しますが、配水場のうちこのふたつにつきましては、老朽化している設備も

多いことから、こちらについても今後 10 年間で計画をして実施していくよう

な計画となっております。最後に現状の人員及び予算等を考慮すると、純粋

に平準化した金額の年 45 億円を充てることは困難であるため、当初の 10 年

間は 35 億円で試算するとあります。なぜ段階的に更新時を設定したのかとい

う説明なのですが、四角枠のすぐ上にこれまでの建設改良費の推移というこ

とでこれまでの実績を挙げさせていただきました。料金改定をしたことによ

って年々増加傾向にはあるのですが、令和４年度の予算ベースで見ても、こ

の建設改良費として充てている費用の方が約 28 億円という規模となってお

ります。今回アセットマネジメント等に基づいて試算すると、単純に 40 年間

で平準化すると、年間約 45 億円というような試算結果になるのですが、いき

なりこの経営戦略（案）で 45 億円というような計画を立ててしまうと、急に

この財源をどうするのかという問題が出てきてしまいますので当面の 10 年

間につきましては、無理をしない計画と言いますか、現状を踏まえて約 35 億

円で試算したような形となっております。以上が資料５－１の説明となりま

す。 

資料５－２を御覧ください。こちらは管路の状況についての資料になりま

す。こちらにつきましては、あくまで固定資産台帳という帳簿上のデータに

基づいて分析をした結果になります。管路について、耐用年数は法定耐用年

数で 40 年、実際の統計的な実使用年数にすると 40 年よりも少し長い実使用

年数が設定されておりますので、それぞれの年数で今ある管路について、ど
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れだけ年数が経過しているのか、今後いつの時点で年数が経過するのかとい

うのを示したのがこの円グラフになります。「１ 法定耐用年数により更新

する場合」ということで、すべての管種の管路は法定耐用年数が 40 年となっ

ておりますので、40 年でこの分析をしましたところ全体の 33％、約３分の１

ですね、こちらについては現状で法定耐用年数を経過しているという分析結

果となっております。これが実際の使用年数である「実使用年数の方で更新

する場合」で分析すると、この下の表になります。この下の円グラフ、実使

用年数で見ますと、実際に現時点で経過している管路については全体の５％

というような状況でありまして、経営戦略の期間である今後 10 年で見ても全

体の約 10％というような形の分析結果となっております。ですので、先ほど

の更新需要の際のグラフでもありましたが、管路の更新につきましては少し

後ろ倒しになって、老朽化を見ると余裕とまでは言えないのですが、他のも

のに比べるとまだ少し待てるような状況なのかなというところがありますの

で、管路の更新につきましては、少し後ろ倒したような形で計画は作ってい

るような状況になります。 

資料５－３を御覧ください。先ほども御説明したのですが、施設の状況に

ついての資料になります。こちらはつくば市の市内の主要な配水場が４つあ

るのですが、それぞれ４つの配水場についてやはり同じように耐用年数をど

れだけ経過しているのかというものを分析した結果がこの図になります。法

定耐用年数ベースで見たのが左側で、実使用年数で見たのが右側のグラフに

なります。法定耐用年数で見ると、中央配水場、葛城配水場、南部配水場、

君島配水場、この４つの配水場とも経過した資産があるような状況ですが、

実使用年数で見ますと、上から２つ目の葛城配水場と３つ目の南部配水場、

こちらについてはまだそれほど多くない状況に対して、１番上の中央配水場

と１番下の君島配水場、こちらについては経過した資産もあるということで

す。この２つの配水場については今回の経営戦略（案）の 10 年間の計画の方
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に盛り込んでいる状況となっております。以上が資料５－３の説明となりま

す。 

資料６－１を御覧ください。これまで御説明しました設定条件を基に、財

政シミュレーションを行った結果についてこれから説明していきたいと思い

ます。まず資料６－１については、括弧書きで企業債残高対給水収益比率上

限なしとあるのですが、この上限なしというのは具体的に言いますと、無制

限に企業債を借りた場合、お金が足りなくなって借金を充ててなおかつ料金

の見直しも行わず、現状の料金体系のまま 40 年間経営を行った場合どうなる

のかを示したシミュレーションになります。３つのグラフがあるのですが、

まず１番上の収益的収支のグラフですが、この中の赤い線は損益を表してお

りまして、この試算でいきますと令和 16 年度に赤字に転落するような形とな

り、その後赤字がどんどん膨らんでいって最終的に 40 年後には約 18 億円の

赤字となる見込みという試算結果となっております。２番目の資本的収支・

資金残高ですが、赤い線は資金残高を表しており、先ほど御説明しましたと

おり資金残高 10 億円を維持するようなシミュレーションを行っております

ので、当面の間 10 億円は維持できるのですが、どうしても借金に頼らざるを

得ない状況になりますので企業債が膨らめば膨らむほどそれを返すためのお

金も必要になり、その返すためのお金が賄いきれなくなり、令和 32 年以降は

どんどん資金的にもマイナスになってしまう状況となっております。１番下

の企業債残高につきましても、上限がないことから年々企業債については増

える状況にありまして、40 年後には約 760 億円、比率に直すと 1,400％を超

えるような試算結果となっております。以上が資料６－１の説明となります。 

資料６－２を御覧ください。こちらも財政シミュレーション結果というこ

とで、先ほど資料６－１では企業債残高対給水収益比率上限なしということ

でお示ししたのですが、こちらの比率について、300％、350％、経営戦略（案）

で示しました 500％、この３つの条件で試算した場合のシミュレーション結
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果について、この資料６－２でお示ししたいと思います。この条件ですが、

300％、350％、500％というのが、何に基づいて設定したのかというところな

のですが、このグラフの１番上の見だしに（A）（B）（C）とあるのですが、

（A)の上限 300％のすぐ下に説明を書かせていただいております。（A)の上

限 300％につきましては、全国類似団体の平均比率令和２年度で 294.66％、

この水準を採用して約 300％ということで設定いたしました。（B）の上限 350

％については先ほど資料４で御説明しました、一般会計における早期健全化

基準が 350％という基準がありましたので、こちらをもし採用した場合どう

なるのかということでこの比率を採用いたしました。（C）の上限 500％につ

きましては県内の同規模団体の実績、中には 500％を超えるような団体もあ

りましたので、一応 500％にしたらどうなるのかという形で設定させていた

だきました。こちらの分析結果の見方ですが、当然比率の上限を設けるとそ

の比率を超えると企業債、つまり借金を利用することができませんので、そ

の分料金の見直し、料金改定をすることによって給水収益を上げて比率を抑

えるというシミュレーションになっております。このグラフは上から３段あ

り、１番上の段に赤い線があるのですが、所々でグラフが上がる部分があり

ます。この少し上がるところのタイミングで料金の見直しを行いまして、収

益を確保するようなシミュレーションとなっております。その料金改定につ

いてですが、資料の 1 番上の見だしのすぐ下に括弧書きがあるのですが、説

明書きのところですね。料金改定をする基準は、料金改定については比率の

上限を超えた時に行うのですが、どのぐらい改定をするのかという比率につ

きましては、改定してから最低５年間は料金改定をしないことを条件として

その最低の率という形で設定しております。これを見ますと、シミュレーシ

ョン結果につきましては（A）と（B）と（C）どのパターンにつきましても料

金の見直しをすることによって 40 年間利益を確保することができ、真ん中の

グラフについても資金残高 10 億円を維持することができるとともに一番下
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の企業債残高、こちらについても比率を抑えて企業債残高を無制限に増やす

こともなく、横ばいの形で推移していくようなシミュレーションとなってお

ります。 

料金改定をするというシミュレーションなりますので、具体的にどの時期

に料金改定をするのかということを示したのが次の資料６－３になります。

ホッチキスで留めてしまったので見づらいかもしれないのですが資料６－２

と資料６－３を比較していただくと損益のグラフで上がるところが料金改定

になりますので、その料金改定をするタイミングと比率、それから供給単価、

それがいくらになるのかと示したのが資料６－３になります。まず資料６－

３を見ますと料金改定の時期と改定率ということで、（A)の 300％上限この

比率が低ければ低いほど企業債を借りられなくなりますので、その分料金収

入に頼らざるを得なくなり、料金改定の頻度や率についてはそれなりに上が

ってきます。（A)の 300％につきましては、令和６年度、今から２年後すぐ

に 11％の改定をする必要がありまして供給単価は 225.82 円まで上がるよう

な見込みとなります。その後５年ごとに改定を行うような状況になり、令和

11 年度に８％、令和 16 年度で 12％、令和 21 年度で５％、令和 26 年度で７

％、令和 32 年度で１％ということで、最終的には 309.97 円という供給単価

となっているような形です。（B）の 350％上限につきましては、先ほどの 300

％に比べますと、料金改定の時期は若干後ろ倒しになりまして令和９年度に

12％の改定で 227.85 円、その後５年ごとにやはり改定をしていくような状況

で、最終的にはやはり 309.29 円ということで供給単価も 300 円を超えるよう

な結果となっております。最後に（C）の 500％上限につきましては、こちら

は当面の 10 年間については料金改定を行わないのですが、11 年目の令和 15

年度に 19％の改定率改定を行うような形になりまして、その後やはり５年ご

とに料金改定を見込んでおり、最終的には 307.41 円というような形となって

おります。以上が資料６－３の説明になります。 
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資料６－４ですが、こちら訂正があった資料になりますので、今日お配り

した付箋の貼ってある方を御覧ください。先ほどまでは 40 年間のシミュレー

ションの結果をお示ししたのですが、今回の経営戦略は 10 年間の計画となり

ますので 10 年間で見た場合の収益や利益、それから企業債、これらに着目し

てどのように推移していくのかというものを示したものになります。先ほど

御説明しましたとおり、（A）の上限 300％では、料金改定を令和６年と令和

11 年にそれぞれ実施することによって純利益も約 10 億円を超えるような純

利益を確保するとともに、企業債残高につきましても令和 14 年度で 167 億円

とそれほど上昇しないようなシミュレーション結果となっております。（B）

の上限 350％につきましては、やはり料金改定は令和９年度と令和 14 年度に

実施することによって、こちらの純利益についても８億円から 15 億円といっ

た純利益を確保できるとともに、企業債残高についても 191 億円まで抑える

ことができます。（C）の 500％につきましては、こちらは前回の経営戦略（案）

でお示ししたとおり料金改定は見込んでいないのですが、年々純利益が減少

するとともに企業債残高は増え続けていって、令和 14 年度には 235 億円とい

う試算結果となっております。以上が資料６－４の説明になります。 

最後に資料７ということで、前回の審議会でも料金の話でつくば市は高い

のか安いのかみたいな話もありましたので、県内の比較を示した資料になり

ます。まず資料７の「水道料金について」の、「１ 家庭用水道料金の比較」

ということで、こちらは１ヶ月当たり 20 立方メートル使用した場合の水道料

金を比較したものになります。この棒グラフの青いところで８団体あります

が、旧県南広域水道用水供給事業受水団体ということで、県の供給事業から

受水している団体になります。こちらの８団体を比較すると、つくば市は１

番低い料金となっており、2,860 円となっております。ただ県内の類似団体、

人口規模的に同規模な団体と比較しますと、ほぼ同じような水準となってい

るような状況です。「２ 供給単価」ですが、こちらについては先ほど水需
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要分析でもお話したのですが、家庭用水量のほかに業務用と言いまして、企

業とかが使う水量もトータルした平均の水道料金の単価、１立方当たりの単

価を示したものとなっております。この供給単価について県内の比較をして

みますと、まず県内の受水団体で比較すると、つくば市は守谷市に次いで２

番目の 200.85 円となっております。ただ県内の類似団体と比較しますと、若

干高いような状況となっております。その下にこれまでの供給単価の推移と

いうことで参考までに挙げさせていただいたのですが、つくば市の単価は料

金改定前につきましては 163 円で推移していたものが料金改定をしたことに

よって、約 200 円というような状況となっております。以上が資料７の説明

になります。 

補足資料としまして 40 年間の財政シミュレーションの詳細な結果、先ほど

の４パターンと 10 年で区切った場合のシミュレーション結果、こちらも併せ

て配布させていただきました。今回説明は省略させていただきますので、参

考にしていただければと思います。以上が説明となります。 

白川会長：はい。御説明ありがとうございました。最後の資料は、大きな資料

が 40 年分で小さい資料が 10 年分という違いだけですかね。 

事務局（石渡係長）：はい。そうです。 

白川会長：分かりました。数字がたくさん並んでいるので、これを見るのはち

ょっと難しいかもしれませんが、その前にたくさん資料がありましたので、

そちらに関する御質問ですとか御意見等を言っていただければと思います。

財政シミュレーションの基本的な前提条件のようなものが資料２の方にあり

ますので、この条件が適切か、あるいは計算方法がこれで良いか。それから

支出の方は資料５の方にありまして、今後 40 年間の法定耐用年数をそのまま

更新していくととても足りないので、少し寿命を長く見積もっています。あ

るいは平準化せずに普通にやっていくと年 45 億円かかるところを今年の予

算でも 28 億円しかないので、当面は 35 億円ぐらいにしておいて 10 年後から
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少し増やし、2043 年から 2053 年ぐらいに大きく増やして 2053 年以降また減

らすと資料５－１の最初に示されているようなグラフで更新需要を割り振っ

ていますけれども、こういうやり方で良いかどうか。そしてこれらの支出に

見合う収入が今のままだと足りなくなるというのが資料６－１の最初のグラ

フになっていまして、それを補うために企業債を発行するとしたときに、ど

の程度まで発行することを許すか、これが資料の４ということでした。 

その企業債に上限を設ける場合は、料金改定に頼らないといけないかもしれ

ないというあたりを最後に示していただいたかと思います。シミュレーショ

ンの方では自動的に料金改定を組み込んでしまっているので、これを本当に

やるかどうかというのはまた別の話になりますが、上限 500％だと 10 年間は

改定なしでも何とかこの条件を満たすという結果にはなっています。それで

も良いのかどうかということもあります。たくさんあるので、最初から順番

にというわけではなくてどこでも御意見のあるところからと思いますけれど

も、何かありますでしょうか。発言の際は名前を告げてから発言するように

していただけたらと思います。はい。では長塚委員お願いします。 

長塚委員：はい。長塚でございます。あまりにも示していただいた情報量が多

くて全く整理ができていないのですが、資料の方に対して質問です。資料６

－３の財政シミュレーション結果の中で、改定率が示されていますよね。改

定率、それぞれ料金の値上げをするところの年度で（A)の 300％上限を申し

ますと、令和６年度の 11％から改定率が示されていますが、最終的にどれを

足しても 44％なのですが、これは今現在の料金に対しての改定率ということ

でよろしいのですか。計算は自分の頭の中でしていないのですが、最終的に

は同じところに落ち込むということで良いですか。 

事務局（小吹課長）：はい。 

長塚委員：分かりました。もうひとつよろしいですか。資料６－２のシミュレ

ーション、これも同じく財政シミュレーションの結果です。企業債残高対給



 

21 

 

水収益比率というのは結局上限 300％、350％、500％、この中から結果とし

て選んでいかなければならないのかなという資料なのですが、仮に 300％と

いうところを選択した場合、もうすでに令和６年、というのはもう１年半後

ぐらいには水道料金を上げますよという、11％なら 11％ということで示され

てはいますけれども、市民の方への告知の期間というのはおおむねどの程度

が適正と考えておりますか。水道料金が仮に上がりますよと、11％上がりま

すよということを市民の方にお知らせする期間としてはどの程度が適切とお

考えでしょうか。 

事務局（小吹課長）：水道総務課の小吹です。前回の料金改定時には、１年前

ですね。それから告示をして９月の議会に提出し、周知期間を半年した上で

料金改定の方をさせていただいたような形になります。 

白川会長：はい。糸長委員お願いします。 

糸長委員：糸長です。ちょっと全体整理できていない中でお伺いしたいのです

が、この企業債残高対給水収益比率という中で一定の起債をするというのは

理解をします。民間と公共とは多分考え方が違うのだろうと思うのですけれ

ども、最終的にどこで返し終わるのかというのが全然見えていません。上限

を定めなければ、どんどん借り入れしてそれで資金的な対応をする、そうす

れば料金改定をしなくても済みますよねと。どこかでキャップをはめれば、

料金改定をしないと水道事業単体としては破綻をしますよという時に、これ

が例えば 300％なら 300％、500％なら 500％で切った時に、将来的には今人

口が増えているのでそこで料金改定のタイミングも若干後ろ倒しになるのか

もしれない。今は収益が増えていますよね。どこかで減ってきたときには設

備は整ったけれども収益がどんどん減っていく、でも債務残高はそれなりに

あって元利金の返済というのが結構重たくなると。そうするとより料金改定

のスピードが速くなるのかなと思います。その時に民間はそこだとちょっと

回らないね、ではどこをスリムにしようかという話になるのだと思うのです
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けれども、公共の場合にはこの単体だけではなくて、住民生活全体を管理す

る、管理というか維持、守るという意味で通常一般財源の方からどのぐらい

例えば水道に資金的な投入ができるのかとか、そのようなルールがあるのか

ないのかというのがちょっと分かりません。詳細な資料としては出ているの

ですけれども、どこに基準を置いたら良いのだろうねと、個人的には公共と

民間は違うので一定の残高があって未来永劫公共が続いていくのであれば一

定の残高を維持しながら、というので良いのだろうと思っていますけれども、

そうは言ってもやっぱりどこまでもというわけにはいかないということにな

ると、料金改定は定期的になのか一定の時期に上げざるを得ない。それが受

益者負担としての安定した水というものを受け取る我々の側の義務でもある

のかなと思うのですけれども、その辺一般財源との関係とか、最終的にどう

いう姿になるのかこれが 40 年なのか 100 年なのか分からないのですけれど

も、その辺はどのようにお考えになってこれを作られたのかなというのがち

ょっと気になっているのですけれども。ちょっとまとまらなくて申し訳ない

のですが。 

事務局（石渡係長）：水道総務課経営係長の石渡と申します。質問をもう１回

整理したいのですが、まず企業債の返済というか残高の計画というか返済の

将来の見通しまで考慮してシミュレーションを行っているのかとか、あとは

財源的に料金収入だけではなくて一般会計からの繰出しも考慮しているのか

とか、そのような形の質問でよろしいですか。 

糸長委員：そうですね。ポケットがひとつなのか、他もあるのかというイメー

ジですね。 

事務局（石渡係長）：まず２つ目の一般会計からの繰出しについては、やはり

水道事業では決められない部分もあります。当然総務省の方で企業会計の方

に一般会計から繰り出していいですよという基準はあるのですが、この企業

債、借金の償還に対しての基準については基本的にはない状況なので、ここ
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は本当に一般会計との財政の比較、財政状況とか、あとは市の政策的な面も

あるのですが、そのような状況によってその繰出しが決まってくるようなも

のになります。今回のこの財政シミュレーションについては明らかにこの 10

年間で繰出しが決まっているものについては見込んでいるのですが、将来的

なものについては全く見込んでない、あくまで水道事業の料金の収入だけで

財源を行った場合にどうシミュレーションしていくのかというものを示した

ものになっています。ひとつ目の企業債残高、どのような返済計画というか、

将来的にどういう見通しでこのシミュレーションをしているかとか、そのよ

うなものを考慮しているのかというところなのですが、民間と公共で企業債

についての考えが若干違うところがあるのかなと思っていまして、公共の場

合の企業債の考えとしましては現役世代と将来世代の負担、この平等という

か、水道の施設は今の世代だけではなく将来の世代の人たちも使う施設にな

りますので、当然企業債を借りないで今の料金収入だけでその設備を作って

しまうと今の人が負担したようにも見られてしまうため、そこは長く将来的

にも使うものはある程度企業債を投入することによって将来の世代にも負担

してもらうというような考えで財源を構成するような面もあります。残高に

ついては、特に今回のシミュレーションではあくまで比率に着目して行って

いますので、この残高が将来いつ返す見込みでいつ返し終わるから次こうい

うふうに借りましょうみたいな、そこまでは見込んでいない状況です。先ほ

ど条件で説明をしたのですが、企業債については 30 年償還というひとつの条

件で機械的に行っていますので、それでその償還計画を毎年このシミュレー

ションをしていってこの年にいくら返して残高いくらというのを試算してい

る状況です。詳細のシミュレーションの方に企業債残高の見込みもお示しし

てありますので、ゼロになることは全くなく増え続けていくのですが、一応

こういった形で企業債は推移していくのかなという状況です。答えになって

いるかどうか分からないのですが以上です。 
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白川会長：今のお答えでよろしいですか。 

糸長委員：はい。 

白川会長：企業債残高をゼロにすることは必ずしも想定しないということと、

あとは上限を決めた上でということですが、シミュレーションを見ると 30 年

後ぐらいからは減っていくという見通しになっているように見えます。これ

は更新需要がその辺りで資料５－１の 2052 年あたりからまた減っていくと

いうことに対応しているのかと思います。 

糸長委員：ありがとうございました。 

白川会長：後はどうでしょうか。先ほど 300％、350％、500％の中から選ぶと

いう話もありましたが、必ずしもこの３つから選ばなくてもよく、ちょっと

数字を変えた場合の結果を見たいということがありましたらもう１回シミュ

レーションしていただくことも可能かと思います。加納委員お願いします。 

加納委員：はい。加納でございます。詳細な検討していただいた結果をお見せ

していただきましてありがとうございます。非常に分かりやすくはなってい

ると思いますし、根拠についても十分消化はできていないですけれども皆様

の思いも含めてですね、理解することができているのかなと思っています。

私からの御質問としては資料６－２の財政シミュレーション結果がございま

すけども、これを見たときにこの比較の御説明は非常によく分かったのです

が、結局のところ（A)を選択した場合企業債の残高もそこまでひどくなく抑

えられていて、料金を上げる回数や頻度は上がるものの最終的にはそんなに

料金を上げなくても乗り越えられるようにも見えるのですが、この場合の他

との比較でのデメリット、どんなことが起こってしまうのかということと、

逆に上限を 500％までした場合に、借金はそれなりに高い水準を出してしま

うけれどもこれを選ぶことによって得られるメリットが何なのかというとこ

ろを端的に御説明していただけると、これからの審議の役に立つかなと思い

ました。それから、資料５－３にございまして、中央配水場と君島配水場は
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近々に手を入れなければいけないというのも分かりました。この円グラフを

見ますと、葛城や南部についても 10 年後には手を入れなければいけないとい

うふうにも読めるのですけれども、これはシミュレーションの中でこの２つ

についても計画の後半最終年度あたりから改修を入れていくというシミュレ

ーションになっているのかどうかということをまずは１度御説明いただけれ

ばと思います。 

事務局（石渡係長）：水道総務課経営係長の石渡と申します。まずひとつ目の

質問の資料６－２の（A）300％を採用した場合のデメリット、それから（C）

の 500％を採用した場合のメリットというところなのですが、本当にこの違

いというのは料金改定が絡むかどうかというところなので、他の条件はもう

ほぼ一緒なので、当然（A)のデメリットとしては先ほどの質問でもあったの

ですが、すぐ料金改定をしなければならないというシミュレーションなりま

すので、果たしてそれが可能かどうか、この物価上昇の時期にその 11％とい

う料金改定を市民から理解が得られるか、というところがまずデメリットと

して挙げられるのかなと思います。逆に 500％につきましては、利益は下が

ってしまうのですが、当面の 10 年間は維持できますので、今の現行の料金で

維持できると見込んでおりますので、その部分がメリットといいますか、料

金の見直しをしなくても 10 年間は、計画としてはやっていけるのかなという

状況です。 

２つ目の質問で資料５－３の葛城配水場と南部配水場についても 10 年を

超えるとやはり老朽化が進んでいくのでこの計画を盛り込んでいないかとい

うところなのですが、こちらは資料５－１を見ていただきたいのですけれど

も、資料５－１、１番上の棒グラフ少し見づらくて申し訳ないのですが、オ

レンジの部分は管路の更新の計画になっていて、それ以外の部分は、建築と

か土木とか電気とか、一緒くたになってしまっているのですが、こちらにつ

いては主に施設の更新の計画になりますので、ここにその更新の計画は見込
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んでいるような状況となっております。以上です。 

加納委員：ありがとうございました。よく分かりました。 

白川会長：ありがとうございます。他の条件をそろえていただいたので、料金

改定だけの比較になったものと思います。手持ちの資金が 10 億円を下回らな

いようにするとか、その辺りの条件を変えてくるとまた違う結果も見られる

と思うので、その辺りの条件を変えてまたシミュレーションを行って結果を

見るということも可能になります。何かその辺りも含めてでもいいですし、

御質問あるいは御感想とか御意見でも良いので、何かありますでしょうか。

はい。長山委員お願いします。 

長山委員：お世話になっております。流域下水の長山です。資料２についてち

ょっと確認したいのですが、左側の収益的収支３条予算の中の下段の表です

ね。収益的支出の方で、営業費用内に上から３つ目に動力費とありますね。

うちの方の流域下水を管理している中で、ここ数年のコロナ、ウクライナの

影響による価格上昇ということで、動力費として下水の方も電気代を相当使

います。この部分を料金を変えないで賄おうとすると、入ってくるのが抑え

られていますので一般会計からの投入も難しいとなると、その下段にある修

繕費、こちらの方を少し調整してカットしている状況です。管理上は非常に

よろしくないのですが、値上がりする電気代を賄わなければいけないという

のは分かっていながら、赤字にするわけにいかないとなると、電気代の方を

少しカバーできるような予算措置は当面やっています。ただこの脇には実績

単価に配水量を乗じて推計と書いてあります。ここ数年のもう３年４年で来

年度予算、国についても来年度も非常に厳しい見通しがあってどうするのか

という話もうちの方では県庁を含めてちょっと議論しているところなのです

が、この全体の推計の中の言葉ではこう書いてあるのですが、水道でも電気

の方は結構使うとは思うのですが、こちらの方はどの程度加味しているのか

なあというのはちょっと私も参考にしたいなと思って、気にはなったのです
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けれども、もし答えられればお願いしたいと思います。 

事務局（兼平水道監視センター所長）：水道監視センター所長の兼平です。令

和５年度の予算措置ですが、動力費については今年度の予算比で３割程度の

上昇を考えています。 

長山委員：一応アップ分は考慮しているということですか。 

事務局（兼平所長）：はい。令和５年度分の予算については考慮します。 

長山委員：うちの方では３割というかもう、数年前に比べて５割増しからその

ぐらいにもうちょっと増えるかもしれないという見込みが立っているので結

構もうちょっと厳しい数字かなとは思っているのですけれども。分かりまし

た。 

事務局（石渡係長）：水道総務課経営係長の石渡と申します。補足で申し訳な

いのですが、動力費については今予算編成の時期で予算についてはある程度

考慮している状況ですが、この財政シミュレーション、今回お示しした経営

戦略（案）上のシミュレーションについてはあくまで令和２年度の実績を基

に算定しておりますので、今の動力費の上昇については見込んでいない状況

です。補足としてお話しました。 

長山委員：うちの方の県の流域下水でも今の話がコロナ、ウクライナで一過性

なものなのかと見極めが非常に難しいです。そこの部分をどうしようかとい

う話で苦慮しているところなのですが、同じような状況だと思います。ただ、

せっかく作る経営戦略なので、その辺の話があったときにシミュレーション

自体が随分設定条件で変わってきてしまうと思いますので、その辺はどうい

うふうに取り入れるのかというのは、考慮した方がよろしいかと思います。 

白川会長：ありがとうございました。今動力費の話が出て、前回は物価の上昇

についても委員の方から出ていましたけれども、そういうシミュレーション

では予測しきれない上下の変動の不確実性みたいなものは、いろいろなパラ

メーターを動かして、上限下限のようなものを出しておくといいかと思いま
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す。経営としてはおそらく手持ちの資金を常に 10 億円残しておくというよう

な辺りで吸収できるかどうかというようなところかと思います。その意味で

もう少し 10 億円よりも多く取っておいた方が安心かとは思いますが、それを

すると他のところにまた響いてくるのでその辺りも委員の皆様の御意見を伺

えればと思います。他にも何かありますでしょうか。浜中委員お願いします。 

浜中委員：市議会の浜中でございます。つくばの人口予想ということで言えば

ですね、2048 年、令和 30 年だと思いますけども、約 29 万人ということで予

想されてこのシミュレーションを立てていると思います。そういった中で資

料５の中でお聞きしたい部分があるのですが、幹線整備について、これは前

回の平成 27 年に上下水道審議会があったと思いますけども、その時には料金

は 38％の値上げという答申が最初出たと思うんですよね。そういった中で議

会として平成 30 年度に 16％の値上げで前回いっているかと思います。その

中で資料５にありますように、幹線整備はその当時 10 年で整備すると、そう

いった中で未整備地区の整備についてはどういうふうに考えているんだとい

うことで、いろいろ議論もありましたけども、今回の計画では令和５年から

令和 30 年かな。経営戦略（案）で見ると、そうすると令和 10 年までに幹線

整備が終わった後に、その後 20 年かけて未整備地区の整備という形になりま

すけども、そこまで未整備地域がもつのかどうかというね。80 いくつかの簡

易水道組合がありますけどもそういった部分についてはまず 20 年間で、10

年間の間に幹線整備が進められたところについては面整備も同時に進めてい

くような形ができると思うのですけれども、その後 20 年という中での未整備

地区の整備はこの財政シミュレーションで大丈夫なのかどうか、料金を上げ

る上げないという部分も含めてなのですが、その整備をするには人員と予算

が必要になってくるかと思いますけども、そういう部分も含めたシミュレー

ションという部分も考えたほうが良いのかなというのがこれを見ていて思っ

たのですがその辺はどうなのでしょうか。答えるのがなかなか難しい部分あ
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るかと思うのですが。 

事務局（植木水道工務課長）：水道工務課の植木と申します。今お話がありま

した今後の整備予定とか計画のお話の部分になりますけれども、９月議会の

方でも坂入局長の方から答弁させていただいたとおり 10 年を目途に整備を

促進していくというようなことで予定をしておりまして、このシミュレーシ

ョンの中では幹線整備が終わった後、面整備みたいな形でずっと年度ごとに

変わらない整備金額で推移しておりますけれども、改良費自体はトータルで

35 億円でございますので、その中でフレキシブルに予算化等を加味しながら

やっていければなと整備では考えております。 

浜中委員：そうすると幹線整備が終わって 20 年かかるというふうに考えている

ような感じになりますか。もう少しこの期間というのは、短めにできるとか、

そういう部分についてはどういうふうに。 

事務局（植木課長）：はい。水道工務課植木です。幹線整備と併せて面整備も

促進していくと考えておりますので、幹線整備は令和 10 年に終わってその後

20 年かけて面整備をやっていくということではなくて併せながら推進し、促

進していきたいと考えておりますので、終わった後 20 年ではなくて、もっと

前倒しで整備をしていきたいと考えております。 

白川会長：はい。今のお話は資料５－１の最初の 10 年、年間 45 億円を 35 億円

にしているというところにより、整備が遅れるというようなことはないかと

いう御心配もあったと思います。この色で分かるのですかね。この事業計画

というところがそのまま反映されていると思って良いのですか。この資料５

－１の上の棒グラフの中で事業計画と書いてある色の部分は大体最初の 10

年ぐらいに集中していますけれども、この辺りも所与のものとして与えられ

ているのですかね。 

事務局（小吹課長）：おっしゃるとおりで、資料５－１の事業計画の部分のと

ころが面整備の事業になっています。 
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白川会長：人員と予算からも 45 億円は困難という条件ではありますが、仮に人

員や予算が潤沢にあればここを増やすことも可能かもしれないということで

しょうか。 

事務局（小吹課長）：はい。今後幹線整備が進み面整備と一緒にやっていけば

料金収入も増えてきますので、その辺りも加味できると。その分水量を使っ

ていただければ料金収入も伸びていくので、その状況を鑑みながら人員の配

置が適正にできるか、その分人員を補塡できるかというのもそこで見えてく

るとは思うのですけれども、今の段階では一応こちらの方で見させていただ

いているような状況です。 

白川会長：はい。更新事業のところの考え方という点ですかね。今の点でも良

いですし、他の点でもまた委員の方から御意見や御質問はありますか。三宮

委員お願いします。 

三宮委員：国土交通省国土技術政策総合研究所の三宮でございます。私からは

資料５－１と５－２のことでちょっとお聞かせいただきたいことがあるので

すけど、特に資料５－２の実使用年数とございます。ここには水道事業者等

における更新実績を踏まえた耐用年数ということで、先ほどの御説明では全

国の平均ということで御説明があったようには記憶しているのですが、それ

でよろしかったでしょうか。つくば市の実績ではなくて全国の実績というこ

とでよろしかったでしょうか。 

事務局（石渡係長）：水道総務課経営係長の石渡と申します。この資料５－２

の管路の実使用年数ですが、こちらはつくば市の平均ではなくあくまで全国

的な規模で統計をとって、示されている年数になっております。 

三宮委員：分かりました。ありがとうございます。私も下水道の担当なので、

ちょっと下水道と比べてしまう部分があるのですけれども、この管路と設備

関係ですね、この実使用年数に関しまして、例えば下水道の保全計画ですと

状態を監視しながら更新していくものと、時間が経過すると単純に更新して
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いくようなものと、事後保全というか対処療法的にですね、壊れたら直すと

いう大体その３つのパターンがありまして、機械物などは状態を監視しなが

ら更新すべき時が来たら更新すると。電気とか計装はある程度時間が経つと

陳腐化してくるので、もう本当に時間を区切って更新するような感じ。それ

から管路に関しては、下水道の場合特に腐食しやすい部分なんかもある程度

分かってきたので、そういうところも監視しながら更新するという、大体そ

んな感じです。あと管路の中でも枝線、細い管なんかは本当は予防保全がい

いとは思うのですが、予防保全まで手が回っていなくて、壊れたら直すみた

いな部分があってそれが事後保全的なものなのですけれども、水道の管路の

場合というのはその辺りどうなのですか。やっぱりなかなか監視するという

のが難しくて時間が来たらすぐに更新していくというそういうやり方でやっ

ていくということを前提にして考えているということなのでしょうか。 

事務局（植木課長）：水道工務課植木です。まず、今までの話なのですけれど

も、大口径管につきましては学園地区、北大通り、北、南、東西の囲まれて

いるようなところで大口径管につきましては基礎調査を実施いたしまして、

老朽化度を判定して改良計画を策定いたしました。それに基づいて布設替え

等を実施して今最終的な段階に来ているという状況です。あと他にも随時学

園地区内とか、大口径管は今後も計画を立てながらやっていきたいとは考え

ておりますけれども、耐用年数等が来て布設替えというようなことまでは今

できていない状況がありまして、漏水とか赤水が出てしまうというような管

などを重点的に布設替え等している、細い管とかですね、そういうふうな対

応をしている状況でございます。 

三宮委員：ありがとうございました。特に大きな管に関しては調査も併せて計

画を立てていくというそういう理解ですね。あと少し不具合が生じたものは

その都度改築していくという、そういう理解でよろしいですかね。 

事務局（植木課長）：はい。 
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三宮委員：分かりました。ありがとうございました。 

白川会長：他にもありますでしょうか。市民の委員の方も、感想等でも結構で

すし、分からないところ等ありましたらお聞きになられてください。どうで

しょうか。高田委員お願いします。 

高田委員：工事とかは入札になるのですか。よく分からないのですが、この頃

ニュースで見ると、大阪万博とかも入札がないというようなことがあるので

すけれども、値段が高騰したりとかしてそういうのはどういうふうに考えて

シミュレーションするのかなと思ったのですけれども。 

事務局（植木課長）：水道工務課植木です。まず工事につきまして、配水管の

布設工事、改良工事等につきましては、ほぼ入札にかけております。金額の

お話になったかと思うのですけれども、大体例年の状況を加味して予算化は

させていただいている状況で、もし今回のように３割４割アップしてしまう

場合には計画していた工事を一部取り止めて予算内に抑えていくというよう

なことをやっております。 

白川会長：大丈夫ですか。阿久津委員お願いします。 

阿久津委員：資料５－２を見て、法定耐用年数と実使用年数というのがあって、

それが随分幅が違うものがありますよね。40 年と 80 年とかというのがある

のですけれども、その法定耐用年数というのは 40 年だったら 40 年に取り替

えなくても大丈夫ということなのでしょうか。 

事務局（植木課長）：水道工務課植木です。法定耐用年数は会計上減価償却を

していきますので、その年度が 40 年間で資産を除却して落としていくという

ようなことで、法定耐用年数が定められているのかと思うのですが、実際問

題としての使用に耐えられる年数としてはダクタイル鋳鉄管であれば耐震性

のものが 80 年もつと考えられているということで、その実使用年数でシミュ

レーションしているというようなことかと思います。 

阿久津委員：そうした場合に例えば管の単価がよく分からないのですけども、
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その使用年数が長いやつを使った方が予算的には浮くと言ったらおかしいで

すけども、そういう考えはないのでしょうか。 

事務局（植木課長）：水道工務課植木です。耐用年数が長いほど将来投資は少

なくなるというようなことはあるのですが、例えば耐用年数 80 年の管につき

ましてはもともと他のビニール管よりも大分高い金額になっておりますの

で、つくば市で現在布設しているのは 200 ミリ以上の幹線管等には使って、

それ以下についてはビニール管を使って布設をしている状況で、耐震化に備

えての管ということになっております。 

阿久津委員：ちょっと高くても実使用年数が 20 年 30 年長いとなれば、普通の

ビニール管というかポロエチレン管とかそういうものよりは良いのではない

かなと思うのですけど。 

事務局（植木課長）：はい。将来的なお話で例えば実使用年数が倍になってい

るからこちらの方が良いのではないかというお話かと思うのですけれども、

そうしますと当初の予定で 10 キロできるところが７キロ、６キロしかできな

いと、整備が進まないという状況もありますので、それを勘案しながら細い

管と太い管で分けて布設をしているという状況です。 

阿久津委員：分かりました。ありがとうございました。 

白川会長：ありがとうございます。平島委員お願いします。 

平島委員：平島です。よろしくお願いします。資料７ですか。資料７と資料４

というのを見比べながら、あと皆さんのお話聞きながらこういう資料という

かそういう情報があるのかちょっと分かりませんが、資料７と４の関係で見

ながらひとつまず思ったのが、県内の類似団体として位置付けられているひ

たちなか市さんとか水戸市さんとか、日立市さんですかね。そこの供給単価

というのはつくば市に比べて安いですと。これらの３団体というのは、資料

の４の方で見るとやっぱり企業債残高というのは高いですと。ということは

やっぱり安いということは、その分借金していますというのがある程度その



 

34 

 

関係としてお示しいただいて理解したところです。ただ、つくば市とこれら

の３団体の違うところってどういったところがあるのかなと思ったときに、

つくばってやはり人口が増えていっていますと。これらの他の３団体につい

てはある程度一巡して設備投資なんかも一巡しているのかなと。データを私

は持っていませんけれども、そうだとしたときに、ある程度投資が一巡した

にも関わらず料金が安く抑えられていて借金が高いということは、初期投資

ももともとこの３団体が例えばある程度作られた時の債務、当然初期投資の

時には借金をするというのは理解できるわけですけど、それが依然として投

資も一巡したにも関わらず債務が高いということは、あまり値上げを行って

ないので安いということなのかなと思っているのですけれども、これらの３

団体というのはいずれ例えばつくば市もそういうふうに投資も一巡したよう

な時が来るのだというふうに考えたときに、これらの３団体って例えば今後

どうしていこうとされているのかとかそういう動向というのですかね、そう

いうのって漏れ伝わったりとか、コミュニケーションがあったりとか、そう

いうのって事務局ベースとかでも情報とか何かある程度あるのかな、どうか

というのをもしあればお伺いしてみたいなという。 

事務局（小吹課長）：都市部の水戸市さんですとか日立市さんはもうある程度

普及率の方も 100％に近い状況で、今つくば市の場合には新設事業と改良事

業を同時並行で行っていかなくてはならないという厳しい状況ではあるので

すけれども。水戸市さんですとか日立市さんは、事業の割合は改良の時期に

入っているということでつくば市は投資を倍にやらなくてはならないところ

を半分で抑えられているような状況ですかね。それとちょっと条件が違いま

して、日立市さんと水戸市さんについては、浄水処理から末端給水まで自前

で一本化でやっていると。つくば市と、この用水供給事業というのは水を作

ってもらったものを私どもが買って皆さんに提供しているという状況ですの

で、一概には言えないのですけれども、水戸市さん日立市さんは、そういう
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状況で今動いていると。広域の話なんかも今出ているのですけれども、そう

いうのを懸案しながら水戸市さんですとか日立市さんの方も今勉強会をやっ

ている状況というのはお伺いしていますが、詳しい状況までは出ないという

か、そこまでのレベルには達していないですね。 

平島委員：ありがとうございます。 

白川会長：はい。他の団体との比較ということも見ていった方がいいかと思い

ます。前回土浦や阿見が高いというお話があり、資料７には 1.5 倍ぐらいの

値が出ていますけれども、住んでいる人それぞれの実感と異なる部分もある

かもしれませんが、数字はこうなっているということです。先ほどあった料

金改定が段階的に上がっていって最終的に上がるのがこのままの計画だと

1.5 倍ぐらいになるのでしたかね。307 円とか 309 円ぐらいに上がっていくと

いうことなので、1.5 倍くらいかと思いますけど、すると今の土浦、阿見あ

たりの水準になっていくという感じになります。あと他にもありますでしょ

うか。加納委員お願いします。 

加納委員：２回目になりますがちょっとお伺いしたいのですが、前回ですね、

井戸を使われている方々のお話があったと思うのですけども、どうしても議

論の焦点が料金の方にいってしまいがちなので、丁寧な説明が必要だと思っ

ているのですが、特に井戸を現在利用されている方々への説明という観点で

考えるといろんな意味で単に更新したいので協力してくださいというのはな

かなか難しいかなとは思うのですけども、例えばですね、そういう方々への

補償をどう考えて計画を立てられているのかとかですね。水道に変えること

によるメリットデメリットの説明をどういうふうに考えていらっしゃるのか

とか、先ほど電気料金の変動のお話もありましたけれども、物価も含めてい

ろんな意味でその変動要素があるものがこの考えているシミュレーションに

対してどの程度の影響があるものだと想定してこれを見れば良いのか、とい

うところについて参考になる情報があれば教えていただきたいと。多分その
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電気料金が２倍に上がると言っても全体のシミュレーションから考えると２

桁、小さいのであまり影響がないですという場合もあると思いますし、逆に

10％上がっても大きく変わりますよという話もあるかもしれないので、ちょ

っとその感覚が分かりませんので、どの程度の影響力があるのかということ

の参考情報があれば教えていただきたいと思います。 

事務局（石渡係長）：水道総務課経営係長の石渡と申します。回答の順番が逆

になってしまって申し訳ないのですが、３番目の変動要素物価上昇とかそう

いったものが全体に対してどれだけ影響するのか、そういったものについて

も考慮の度合いが変わってくるのかという話なのですが、確かにそこまで気

づいてなくて今日そういった資料が御用意できていなくて申し訳ないのです

が、物価上昇を見込んでいる項目について詳しくというかそれをお示した後

で検討するような形の方が良いですか。今ざっくりとしか言えないような状

況なのですが、それでもよければというところなのですが。 

加納委員：今日見せて欲しいというわけではなくて、そういう検討もされてい

るのであればその影響度について次回以降で構いませんので私たちが料金を

考える上でどういうふうにそれを整理すればいいかの参考になるものがあれ

ば、全部示していただくと私たちも混乱するので、順番で構いませんので順

次お示しいただければと思います。 

事務局（石渡係長）：水道総務課経営係長の石渡と申します。分かりました。

財政シミュレーションはかなり細かい条件で設定していますので、確かにこ

の項目について物価上昇を見込んだところでたかが知れているというのも確

かにありますので、そこはもう少し丁寧な説明をしたいと思いますので、次

回お示しできればと思います。あとひとつ目の質問の井戸を使っている人に

対しての補償的な部分なのですが、現状についてはそういった補償というの

は水道事業としては行っていない状況です。水道に新規加入する時に加入金

制度があるのですが、そういったものを一部減免していたりとか、そういっ
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た啓発事業、この前お配りした水をイベントで配ったりとか、そのようなこ

とを行っているのですが、経済的な補償とかそういったものについては現状

ない状況で、今後それを計画に見込むかどうかについてはこの場では事務局

としては結論づけることはできないのですが、審議の場でもしそういった話

もあれば御審議いただければと思います。あと水道に加入するメリットデメ

リットなのですが、こちらについても体系的に説明できるような資料という

のを用意していなく、感覚的な話にはなってしまうのですが、水道のメリッ

トとしては、やはり安全な水の安定供給というそういったところ、井戸と比

べると当然規制も強いので、安全な水を安定的に供給できるのかなというと

ころかなと思います。デメリットとしましては、やはり今料金の話になって

いるのですけれども、水道料金がどうしても発生してしまいますので、自治

体によっても変わってしまいますし、あとはこういった将来の更新の計画に

よってもその変動されやすいというところで、やはりどうしても住民の負担

が発生してきてしまうというところがデメリットなのかなという、今思いつ

きで申し訳ないのですけれどもそういった状況かなと思います。 

白川会長：はい。あと残りの時間も少し少なくなってきましたけれども飯塚委

員何かありますか。 

飯塚委員：飯塚です。ありがとうございました。委員の皆さんの質問やこちら

の資料をとおして前回よりも具体的にどのくらい今後変化が起きるかという

のがわかりやすく、会議に参加させていただきました。個人的に思ったのは、

物価上昇であったり、いろいろな社会情勢を見て変化が起きると思うので、

今後 10 年現状のもので考えたものでどういうふうに理解を得て進めていけ

るかというところも同時に検討していけると結果的にここで決めたものを全

体的に投げていくことが必要になってくると思うので理解を得るという意味

でそこも必要になっていくのかなというふうに感じました。以上です。 

白川会長：ありがとうございます。事務局の方何か今の御発言に対するコメン



 

38 

 

トはありますか。いいですかね。小原委員も何かありますか。 

小原委員：はじめてなのですが、私がつくばに転居したときはもうガスも水道

も全部完備されていたところですから、今の皆さんの話を聞いたら、ええと

思いながら聞いているのですけれども、つくば市はこれから宅地を開発する

ところがまだたくさんあるのか。それとも宅地開発が終わった後で売りに出

す団地みたいなのがあるのか。昔から住んでいて水道もガスも入ってない地

域がたくさんあるのか、それがちょっとよく分からないのですが。ひとつだ

けお聞きしたいのは、宅地開発するときには全くガスも水道も入っていない

ところだと思うのですが、そこを開発するにあたってそういう設備、環境を

作るのを市がやらなければ駄目なものなのですか。開発する大手デベロッパ

ーが一銭もお金を出さないで宅地を作るものなのですか、と感じています。

少なくとも茎崎地区にはそんな空き地はありません。あっても売るような人

はいないと思います。早い話は、開発されるのは林だと思うのですが、そう

いう場所を開発するところはまだこちらの方にたくさんあるような気がする

のですけれども。それも頭に入れて水道料金を決めなくてはならないものな

のかなと。全くど素人の考え方で聞いていました。以上です。 

白川会長：はい。事務局の方から何か言うことはありますか。 

事務局（植木課長）：水道工務課の植木です。今小原委員からありました各宅

地の開発絡みのお話ですが、まず今区画整理をやっている上河原崎とか島名

とかそういったところにつきましてはつくば市の方が整備をしております

が、その布設費については茨城県だったり国の補助だったりを利用しながら

全額開発者負担ということになっております。また、民間が開発する民間の

宅地開発等についても開発者が布設をして、市の方に移管をしてもらうとい

うようなことで対応しております。 

白川会長：デベロッパーが出すということですかね。野中委員は何か言うこと

はありますか。 
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野中委員：せっかくですので、あまり実になるような意見はありませんけれど

も、資料を見せていただいて結構緻密にやられているなというのが感想です。 

白川会長：ありがとうございます。そろそろ予定していた時間になってきまし

た。次回はこの財政シミュレーションをさらに検討する、あるいは経営戦略

を確定するに当たっては今日複数示されていますシミュレーションを最後は

ひとつに、これが私たちの見通しですということに絞らないといけないと思

うのですが、今回出していただいたこの３つの案の中からひとつにするか、

あるいはもう少し条件を変えたところまで考えるかという選択はあるかと思

います。その点について委員の皆様の方からありますでしょうか。この３つ

のケースから考えるとしたらもうちょっとこういう情報が足りない、欲しい

とか、あと先ほど少しありましたけども、他の物価等の影響度とかその辺の

ことも考えて少し示して欲しいとか、何かその条件のあたり、例えば 500％、

350％、300％ですけども他の数字も検討すべきとかですね。何かありました

らそれに対応するようなシミュレーション結果をまた少し増やして、それも

見比べた上でどの条件が一番妥当なのかということを判断、審議していきた

いと思っています。その上でこのシミュレーション以外のことについても審

議ができればというふうに思いますが、委員の皆様の方から何かありますか。

長塚委員お願いします。 

 (3) その他 

長塚委員：長塚でございます。すいません時間が押しているところですけども、

その他で前回私が質問したつくばの水の販売についての回答が赤字で示され

ております。参考で製造単価が一本約 200 円ということで回答があるのです

が、これを見るとその販売に対しては現実的ではないかなと私ちょっと考え

ているところです。そうは申しましても、どういうシミュレーションを採ろ

うがやっぱり将来的には 44％値上がりしないとやっていけない。その中でも

まだ見通しがつかない電気料金もどうなっているかわからない中で果たして
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44％進むかどうかも将来的にはちょっとわからないということは本日のこの

会議の中で理解できました。正直 200 円じゃ誰も買わないと思います。今や

っぱりこの間話したように値上がりしてここの６階の自販機は 120 円なんで

すよ１本。最低でも 120 円、できれば 120 円より安いに越したことはないん

でしょうけれども、何本を作れば利益が出るのか。簡単に言うと１本 80 円の

製造単価にするには何本その水を作ればいいのか、そのあたりはちょっと調

査して欲しいかなということです。120 円で売れれば、単純に言いますと１

本 40 円の利益が出ると。40 円の利益で約 10％の今の水道料金が年間約 45 億

円程度でしたかね。これの 10％を賄うのには、1,000 万本やっぱり売れない

と駄目なんですよ。1,000 万本というのはこの間私が言ったように私は多分

年間で水 100 本以上は飲んでると思うんです。要するに３日か４日に最低で

も１本 120 円の水を買って飲むんですけど、そうすると年間で約 100 本とし

ますよね。100本だとつくばの市民が約半分、10万人が 100本飲まないと 1,000

万本にならないですね、そうすると仮に半分の人が課金のつもりで買った場

合は、約４億円。収入の約 10％。仮にその水を年間 100 本買ってくれる人に

対してはこれは家庭での話なので１家４人となれば 400 本の話にはなります

けども、10％の料金値上げしなくてももしかすると済むのかなみたいなシミ

ュレーションも１度してもらうといいかなと思います。 

白川会長：ありがとうございます。ちょっと時間も過ぎてしまいましたけれど

も、もともとの議事の中で(3)その他というのがあり、こちらは財政シミュレ

ーション以外の事項についてということで、今のお話も入っているかと思い

ます。他にも何かありますでしょうか。御意見や御質問についてはこの会議

が終わってから、改めてメール等でしていただいても大丈夫です。 

それでは本日の審議はここまでにしたいと思います。本日は円滑な進行に

御協力をどうもありがとうございました。進行を事務局にお返しします。 

３ 閉会 
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事務局（小吹課長）：白川会長、どうもありがとうございました。皆さん申し

訳ないのですが、資料の方で一部訂正がありまして、申し訳ありません。資

料６－３なのですが、右側の(C)の 500％上限と書いてあります表があるので

すが、その真ん中の企業債残高の 10 年後の金額が 224 億円となっているので

すが、これを 235 億円に申し訳ないのですが改めていただければと思います。

申し訳ありませんでした。それでは本日はどうもありがとうございました。 

 次回なのですが、第３回の審議会の日程は令和４年 12 月６日水曜日の午前

10 時を予定しております。以上をもちまして第２回のつくば市上下水道審議

会を終了いたします。皆様本日はどうもお疲れ様でございました。ありがと

うございました。 

 

 



令和４年度第２回つくば市上下水道審議会 
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日時 令和４年 11 月９日（水）   

午前 10 時          

場所 つくば市役所本庁舎６階    

第１委員会室         

 

１ 開会 

２ 議事 

 (1) 第１回つくば市上下水道審議会における質疑・意見等について 

 (2) 投資・財政計画（財政シミュレーション）について 

(3) その他 

３ 閉会 
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１ 財政シミュレーションに関すること
ṮʾӪᾋל Ⱨ ộᵕ ˢ Ⱬψʺ Ɫ τοᵕ βϥ ˣ

ᴣ‰Ϭ ϘΠο∞ ЄЬвй˔Єдрψ⌠ ΰο
ΜϥχΤʻ

28 Τϣ ͎ χ ỡ πΚϥ0.44̋/ χ
ᴣ Ϭᾋ₅ϭπ⌠ ΰοΜϘβʻ
Ωựχẍὣσᴣᶊ‰ τνΜοψʺᾋ₅ϭπΜϘδ
ϭʻ

ᴣ τϢϤʺ∞ ЄЬвй˔ЄдрϜ  β
ϥᴦ ψΚϥχΤʻ

ᴣ ϜḯϛʺЯИЌзрϽΰοʺὓᵊρם τ
Υᾋ₅ϘϦϦω∞ ЄЬвй˔Єдрχᾋ ΰψ
ρ―ΠοΜϘβʻ

Ḛ   ΥʺνΨω◕ψ0.11̋πβϓο  βϥ
τψ1,000 ΤΤϥὓ▄ρσϥʻ ⁯ ỡπϜ0.5̋
π200 ρσϥʻάϦπ σχΤʻ

Ḛ   χ ήψ ⁯ τϙοϜ τσμοΜϥ
Υʺ∞ᾛϜᾢϣϦοΜϥθϛḚ   τνΜοψᴿ
ρσμοΜϘβʻ

Ὂְ ˢӛˣτꜘήϦθ  ὓᵊπʺ  Υ Μ
νΨχΤʻ

  ὓᵊπψʺᾝ ∕βϥḚ Ϭᾚᴣ ẀⱢ▀χ
πψσΨם► τṁξΜο  βϥρᴠ

ΰο♯▄ΰοΜϘβʻΰΤΰʺ ᴣ χ ṍδυ
ệΥ ΰθ ›ψὓᵊχᾋ ΰΥ ρσϤϘ

βʻ
∞ ЄЬвй˔ЄдрϬᾋϥρʺ10 ḧπ 52ᴑד
χ םϬᴶΫϥ׃ ΥΚϥԁ πʺⱢ ◦Υ
230ᴑדχ ⱫπⱢỲΥ οΜΨᾋ ΰρσϥʻζχ
∞ᾛρΰοϕρϭςḼỘ№τӢ ΰʺϞμρⱢỲ▪
‰10ᴑדϬӲⱱπΦϥ ệπΚϥʻ₈ῇάχּסỲϬ

ΰΦϦϥχΤʺ ψ όϥΥ ᴣΥ₈χ π
ψⱱ χράϧΥᾗΰΜχπψσΜΤʻ

₈ᵕꜘΰθ∞ ЄЬвй˔Єдрπψʺ 14 Ϙ
πχ10 ḧψ Υᶎ׃ πΦϥᾋ₅ϙπΚϤʺ Ỳ
ᵠ ψ― ΰοΜσΜΥʺζχῇψ Ⱬτ βϥᾋ
₅ϙρσμοΜϘβʻ︠σ ԍρΰοψʺR4 Τϣ
⁯ᾫ ⱧỘχ⅜ ὯΥ  ρσϤ ⱧỘ Υᾚ

ΰθάρʺάϦϣτ Μԁ ᵓὓΤϣχἣ ṁ τ
ṁξΨ ⱢΥσΨσμθάρΤϣʺⱢ Ɫτἰϥ∞
ᾛᶎ ψḼỘ№τӢ βϥ ệρσμοΜϘβʻζχ
θϛʺ θσ ∞ᾛϞ Υᶎ׃ πΦσΪϦωʺ

Ỳᵠ ψ ΪϣϦσΜϜχπΚϥρ―ΠοΜϘβʻ
Ỳᵠ Ϭ₈ᵕχὓᵊτ― βϥχΤʺτνΜοψ₈

ῇχ ṳϬ ΰο ΰοΜΦθΜρ―ΠοΜϘβʻ

͍ᵕνΨω◕ ᴞ ṳᵓʹלṮʾӪᾋ
Ɫ ͍

1 Ч˔Ѕ
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